
解
説

　

本
資
料
は
、
台
湾
新
北
市
中
和
区
に
所
在
す
る
国
立
台
湾
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
資
料
番
号1

―0752

―341

）。

同
図
書
館
は
、
か
つ
て
台
北
市
内
に
あ
っ
た
国
立
中
央
図
書
館
台
湾
分
館
の
蔵
書
を
引
き
継
い
で
お
り
、
日
本
統
治
時
期
の
台
湾
総
督

府
図
書
館
の
蔵
書
を
多
く
所
蔵
し
て
い
る
。
本
資
料
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
凡
例
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
台
湾
総
督
府
財
務
局
が

税
制
調
査
上
の
資
料
と
し
て
日
本
統
治
開
始
直
後
の
明
治
二
九
年
か
ら
昭
和
一
〇
年
ま
で
の
覆
審
法
院
及
び
高
等
法
院
の
親
族
・
相
続

に
関
す
る
判
決
要
旨
を
部
門
別
に
分
類
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

日
本
統
治
時
期
台
湾
の
法
院
が
下
し
た
判
決
は
、『
覆
審
法
院
判
例
全
集
』（
大
正
三
年
）、『
高
等
法
院
上
告
部
判
例
要
旨
集
』（
大
正

九
年
）
等
の
判
例
集
、
及
び
「
台
湾
慣
習
記
事
」、「
法
院
月
報
」、「
台
法
月
報
」
等
の
雑
誌
に
収
録
さ
れ
て
お（
1 
）
り
、
平
成
九
年
に
は
そ

れ
ら
を
収
録
し
て
『
台
湾
総
督
府
覆
審
高
等
法
院
判
例
』
と
し
て
文
生
書
院
よ
り
刊
行
さ
れ
、
今
日
、
比
較
的
容
易
に
判
例
を
調
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
判
決
原
本
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
国
立
台
湾
大
学
図
書
館
に
お
い
て
写
真
が
閲
覧
可
能
で
あ
り
、
現
在
の
台
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中
地
方
法
院
所
蔵
の
も
の
に
つ
い
て
は
、『
日
本
統
治
下
台
湾
に
お
け
る
紛
争
解
決
史
料
―
台
中
地
方
法
院
所
蔵
判
決
原
本
―
』
と
し

て
平
成
二
〇
年
に
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
判
決
集
は
、
い
ず
れ
も
部
門
別
に
編

集
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
個
別
の
項
目
に
つ
い
て
研
究
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
決
し
て
簡
便
な
資
料
と
は
言
い
難
い
。

そ
の
点
、
本
資
料
は
親
族
・
相
続
に
関
連
す
る
判
決
を
収
録
し
て
お
り
、
こ
の
分
野
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
極
め
て
便
利
な
も
の

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
親
族
・
相
続
に
関
す
る
判
決
集
を
資
料
と
し
て
復
刻
す
る
理
由
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

一
八
九
五
年
に
始
ま
る
台
湾
統
治
時
期
に
お
い
て
、
台
湾
に
い
か
な
る
法
を
適
用
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
台
湾
統
治
の
成
否
に
関

わ
る
重
要
問
題
で
あ
っ
た
。
言
語
は
も
と
よ
り
文
化
も
習
俗
も
異
な
る
植
民
地
に
、
日
本
内
地
の
法
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
は
台
湾
住

民
の
混
乱
と
反
発
を
招
く
こ
と
が
必
至
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
は
一
八
九
六
年
に
六
三
法
を
制
定
し
、
台
湾
総
督
に
現
地
固
有
の
事

情
を
斟
酌
す
る
こ
と
の
で
き
る
広
大
な
立
法
権
を
付
与
し
た
。
台
湾
を
特
別
な
法
域
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
の
特
別
統
治
主
義
は
必
然

的
に
司
法
の
場
に
も
影
響
を
与
え
た
。
民
事
事
件
の
処
理
に
つ
い
て
、
す
で
に
軍
政
時
期
の
一
八
九
五
年
に
発
布
さ
れ
た
台
湾
住
民
民

事
訴
訟
令
に
「
審
判
官
ハ
地
方
ノ
慣
例
及
条
理
ニ
依
リ
訴
訟
ヲ
審
判
ス
」（
第
二
条
）
と
定
め
、
旧
慣
と
称
さ
れ
る
慣
習
を
法
源
と
す

る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
六
三
法
下
の
一
八
九
八
年
に
は
、
民
事
及
商
事
ニ
関
ス
ル
律
令
を
発
布
し
、「
本
島
人
及
清
国
人
ノ
外
ニ
関

係
者
ナ
キ
民
事
及
商
事
ニ
関
ス
ル
事
項
」
に
つ
い
て
は
、「
現
行
ノ
例
ニ
依
ル
」
と
し
て
、
本
島
人
と
称
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
台
湾
人
間

の
紛
争
処
理
に
つ
い
て
は
台
湾
住
民
民
事
訴
訟
令
に
定
め
た
方
式
、
す
な
わ
ち
現
地
の
慣
習
を
適
用
す
る
方
式
を
踏
襲
し
た
。

一
九
〇
八
年
に
発
布
さ
れ
た
台
湾
民
事
令
に
お
い
て
も
、「
本
島
人
及
ヒ
支
那
人
ノ
外
ニ
関
係
者
ナ
キ
民
事
ニ
関
ス
ル
慣
習
及
ヒ
土
地

ノ
権
利
ニ
関
ス
ル
慣
習
ハ
本
令
其
他
ノ
法
律
ニ
規
定
ナ
キ
事
項
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
尚
ホ
従
前
ノ
通
リ
其
効
力
ヲ
有
ス
」（
第
三
条
）

と
し
て
、
こ
の
方
針
を
維
持
し
た
。
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一
九
二
一
年
、
内
地
延
長
主
義
を
掲
げ
る
法
三
号
が
制
定
さ
れ
翌
年
よ
り
施
行
さ
れ
る
と
、
多
数
の
日
本
内
地
法
が
台
湾
に
導
入
さ

れ
、
直
接
適
用
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
内
地
延
長
主
義
の
実
施
に
よ
り
反
発
と
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
分
野
に
つ
い
て
は
、
除
外
例
を

設
け
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り
、
総
督
府
評
議
会
に
そ
の
審
議
が
委
ね
ら
れ
た
。
総
督
府
評
議
会
は
、
親
族
・
相
続
、

祭
祀
公
業
を
除
外
例
と
し
、
伝
統
的
営
業
組
織
で
あ
る
合
股
に
い
て
は
商
法
第
一
条
の
慣
習
に
含
め
て
処
理
す
る
と
の
判
断
を
下
し

た
。
総
督
府
評
議
会
の
結
論
は
法
三
号
実
施
に
あ
た
り
、
勅
令
四
〇
七
号
、
台
湾
ニ
施
行
ス
ル
法
律
ノ
特
例
ニ
関
ス
ル
件
に
採
用
さ

れ
、
親
族
・
相
続
に
つ
い
て
は
「
本
島
人
ノ
ミ
ノ
親
族
及
相
続
ニ
関
ス
ル
事
項
ニ
付
テ
ハ
民
法
第
四
編
及
第
五
編
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ス

別
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
慣
習
ニ
依
ル
」
と
し
て
、
慣
習
の
採
用
を
維
持
し
た
。
結
果
的
に
、
親
族
・
相
続
に
つ
い
て
は
台
湾
統

治
の
初
期
か
ら
最
後
ま
で
慣
習
が
法
源
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
は
た
し
て
裁
判
の
場
に
お
い
て
固
有
の
慣
習
が
そ
の
ま
ま
尊
重
さ
れ
採
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
極
め

て
疑
わ
し
い
。
裁
判
官
は
、
好
ま
し
く
な
い
と
判
断
し
た
慣
習
を
条
理
な
ど
の
容
認
さ
れ
て
い
る
法
源
を
利
用
し
て
改
変
し
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ（
2 
）
る
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
解
き
明
か
し
て
い
く
た
め
に
は
、
判
決
例
を
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
本
資
料
は
、
そ
の
作
業
を
行
う
上
で
有
益
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
復
刻
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

な
お
、
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
、
旧
漢
字
は
今
日
通
常
用
い
ら
れ
る
漢
字
に
改
め
、
カ
タ
カ
ナ
の
反
復
記
号
は
用
い
ず
に
カ
タ
カ
ナ
を

繰
り
返
し
て
表
記
し
た
。
ま
た
、
事
件
番
号
、
判
決
日
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字
の
表
記
に
は
、
例
え
ば
明
治
三
十
三
年
を
明
治

三
三
年
と
す
る
不
統
一
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
ま
ま
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
1
）　

そ
の
詳
細
は
、『
台
湾
総
督
府
覆
審
高
等
法
院
判
例
・
補
遺
２
』
平
成
九
年
文
生
書
院
刊
の
小
森
恵
氏
の
ま
え
が
き
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）　

合
股
の
慣
習
が
裁
判
の
場
で
改
変
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
後
藤
「
日
本
統
治
時
期
台
湾
に
お
け
る
慣
習
法
の
変
遷
―
合
股
を
例
と
し
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台
湾
総
督
府
財
務
局

凡
例

一
、
本
書
ハ
税
制
整
理
調
査
事
務
上
ノ
資
料
ト
シ
テ
作
成
セ
リ

二
、
本
書
ハ
本
島
人
ノ
親
族
並
ニ
相
続
慣
習
ニ
関
シ
明
治
二
十
九
年
ヨ
リ
昭
和
十
年
ニ
至
ル
間
覆
審
法
院
及
高
等
法
院
ニ
於
テ
言
渡
サ

レ
タ
ル
裁
判
ニ
就
キ
其
ノ
判
決
要
旨
ヲ
摘
録
シ
部
門
ニ
依
リ
分
類
彙
集
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ

三
、
判
例
要
旨
中
数
多
ノ
論
旨
ヲ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
必
要
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ハ
重
複
ヲ
顧
ミ
ス
各
部
門
ニ
之
ヲ
掲
載
セ
リ

四
、
本
書
中
「
控
第
何
号
」
ト
ア
ル
ハ
覆
審
法
院
「
上
民
第
何
号
」
ト
ア
ル
ハ
高
等
法
院
上
告
部
「
控
民
第
何
号
」
ト
ア
ル
ハ
同
法
院

覆
審
部
ニ
於
テ
言
渡
サ
レ
タ
ル
判
決
ナ
リ

　

昭
和
十
一
年
三
月

 

台
湾
総
督
府
財
務
局

て
―
」
法
学
新
報
一
一
九
巻
九
・
一
〇
号
、
平
成
二
五
年
三
五
五
頁
以
下
、
妾
の
慣
習
が
裁
判
の
場
で
改
変
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
後
藤
「
日
本
統
治

時
期
台
湾
に
お
け
る
親
族
関
係
の
変
遷
―
妾
に
つ
い
て
―
」
東
洋
通
信
五
〇
巻
六
号
、
平
成
二
五
年
一
三
頁
以
下
、
後
藤
「
日
本
統
治
下
台
湾
に
お
け
る

慣
習
法
の
変
遷
―
妾
に
つ
い
て
―
」
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
研
究
年
報
四
八
号
、
平
成
二
六
年
三
一
八
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
、
祭
祀
公
業
に
つ
い
て
は
死

者
の
所
有
物
で
あ
る
と
い
う
台
湾
人
の
慣
習
的
認
識
が
否
定
さ
れ
、
派
下
と
呼
ば
れ
る
子
孫
の
共
同
し
て
所
有
す
る
財
産
と
み
な
さ
れ
、
こ
れ
を
法
人
と

し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
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本
島
人
ノ
親
族
及
相
続
慣
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ニ
関
ス
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判
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集

　
　

目
次

第
一
編　

親
族

　

第
一
章　

総
則

　
　

第
一
節　

親
族
ノ
範
囲

　
　

第
二
節　

親
族
関
係

　
　

第
三
節　

戸
口
簿
ノ
記
載
ト
親
族
関
係

　

第
二
章　

家

　
　

第
一
節　

家

　
　

第
二
節　

家
ノ
設
立

　
　

第
三
節　

家
ノ
消
滅

　
　

第
四
節　

戸
主

　
　

第
五
節　

家
族

　

第
三
章　

婚
姻

　
　

第
一
節　

婚
姻
制
度

　
　

第
二
節　

正
式
ノ
婚
姻

　
　
　

第
一
款　

婚
姻
ノ
成
立

　
　
　
　

第
一　

婚
姻
ノ
要
件

　
　
　
　

第
二　

婚
姻
ノ
無
効

　
　
　

第
二
款　

婚
姻
ノ
効
果

　
　
　

第
三
款　

夫
婦
財
産
関
係

　
　
　

第
四
款　

離
婚

　
　

第
三
節　

変
例
ノ
婚
姻

　
　
　

第
一
款　

招
入
婚
姻
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第
二
款　

夫
妾
婚
姻

　
　
　

第
三
款　

養
媳

　

第
四
章　

親
子

　
　

第
一
節　

実
子

　
　

第
二
節　

養
子

　
　
　

第
一
款　

縁
組
ノ
要
件

　
　
　

第
二
巻　

縁
組
ノ
無
効

　
　
　

第
三
款　

縁
組
ノ
効
果

　
　
　

第
四
款　

離
縁

　
　
　

第
五
款　

特
殊
ノ
養
子
縁
組

　

第
五
章　

親
権

　
　

第
一
節　

親
権
ノ
観
念

　
　

第
二
節　

親
権
ノ
効
果

　
　

第
三
節　

親
権
ノ
喪
失

　

第
六
章　

後
見

　
　

第
一
節　

後
見
人

　
　

第
二
節　

後
見
ノ
事
務

　
　

第
三
節　

後
見
ノ
終
了

　
　

第
四
節　

托
孤

　

第
七
章　

親
族
会

　

第
八
章　

扶
養
ノ
義
務

第
二
篇　

相
続

　

第
一
章　

戸
主
相
続

　

第
二
章　

財
産
相
続

　
　

第
一
節　

財
産
相
続
ノ
観
念

　
　

第
二
節　

家
産
相
続
人
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第
三
節　

私
産
相
続
人

　
　

第
四
節　

相
続
人
ノ
追
立

　
　

第
五
節　

財
産
相
続
ノ
効
果

　
　

第
六
節　

財
産
ノ
分
離

　
　
　

第
一
款　

財
産
ノ
分
配

　
　
　

第
二
款　

遺
留
財
産
及
贈
与
財
産

　
　
　

第
三
款　

鬮
分

　

第
三
章　

遺
言

本
島
人
ノ
親
族
相
続
慣
習
ニ
関
ス
ル
判
例
集

第
一
編
　
親
族

第
一
章
　
総
則

　
　

第
一
節　

親
族
ノ
範
囲

一　

本
島
ニ
施
行
セ
ラ
ル
ル
民
事
又
ハ
刑
事
ニ
関
ス
ル
法
律
中
親
族
ナ
ル
身
分
ヲ
基
礎
ト
ス
ル
規
定
ヲ
本
島
人
ニ
適
用
ス
ル
ニ
当
リ
其

ノ
親
族
ノ
意
義
及
範
囲
ヲ
慣
習
ニ
依
リ
定
ム
ル
ハ
妥
当
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
大
正
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
号
第
十
四
条
ハ
斯
ル
場
合
ニ

ハ
民
法
第
七
百
二
十
五
条
乃
至
第
七
百
三
十
一
条
ノ
規
定
ニ
則
リ
本
島
人
ノ
親
族
ノ
意
義
及
範
囲
ヲ
定
ム
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
規
定
シ
タ

ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
、
即
チ
第
十
四
条
ノ
規
定
ハ
民
法
親
族
編
以
下
ノ
他
ノ
施
行
法
律
ノ
規
定
ヲ
本
島
人
ニ
適
用
ス
ル
場

合
ニ
於
テ
ノ
ミ
其
ノ
適
用
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
、
而
シ
テ
親
族
会
ニ
関
ス
ル
民
法
親
族
編
ノ
規
定
ハ
本
島
人
ノ
親
族
会
ニ
適
用
ナ
ク
専
ラ

慣
習
ニ
依
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
他
ノ
施
行
法
律
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
場
合
ニ
非
サ
レ
ハ
前
叙
第
十
四
条
ノ
規
定
ハ
之
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
限
ニ

在
ラ
ス
（
昭
和
六
年
上
民
第
一
〇
六
号
、
同
年
七
月
四
日
判
決
）
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一　

法
律
上
ノ
親
族
ニ
付
顧
ル
ニ
苟
モ
血
族
関
係
若
ハ
之
ニ
準
ス
ヘ
キ
関
係
ア
ル
以
上
ハ
相
互
間
利
害
ノ
乏
シ
キ
ニ
至
ル
モ
尚
親
族
ナ

リ
ト
云
フ
ヲ
得
サ
ル
ハ
当
然
ノ
条
理
ナ
リ

　

本
島
ノ
慣
習
ヲ
顧
ル
ニ
本
島
ニ
於
テ
ハ
従
来
服
忌
ニ
関
シ
五
服
内
ノ
親
族
ヲ
認
メ
居
レ
ト
モ
法
律
関
係
ニ
於
テ
ハ
如
此
範
囲
ヲ
認

ム
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
キ
ヲ
以
テ
其
範
囲
ハ
当
然
之
ヲ
条
理
ニ
求
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

　

条
理
上
ヨ
リ
ス
レ
ハ
親
等
計
算
法
ニ
ヨ
ル
六
等
親
内
ノ
血
族
若
ハ
之
ニ
準
ス
ヘ
キ
程
度
ヲ
以
テ
法
律
関
係
ニ
於
ケ
ル
親
族
ト
認
ム

ヘ
キ
ヲ
相
当
ト
認
ム
（
大
正
十
年
控
民
第
六
八
〇
号
、
同
十
一
年
十
月
二
十
六
日
判
決
）

一　

案
ス
ル
ニ
親
権
者
タ
ル
母
カ
未
成
年
ノ
子
ニ
代
リ
借
財
ヲ
為
ス
ニ
ハ
親
族
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ハ
本
島
ニ
於
ケ
ル

慣
習
ナ
リ
而
シ
テ
其
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
親
族
ノ
範
囲
ハ
必
ス
シ
モ
六
等
親
以
内
ノ
親
族
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
サ
ル
ト
共
ニ

其
ノ
全
員
又
ハ
過
半
数
ノ
同
意
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
モ
当
該
未
成
年
ノ
財
産
保
護
上
最
モ
適
当
ナ
リ
ト
認
ム
ヘ
キ
親
族
ノ
同
意

ヲ
得
ル
カ
少
ク
ト
モ
右
ノ
親
族
ニ
対
シ
テ
同
意
ヲ
促
シ
同
親
族
ヲ
シ
テ
右
借
財
ノ
可
否
ニ
付
意
見
ヲ
開
陳
ス
ル
機
会
ヲ
与
フ
ル
ニ
非

サ
ル
以
上
他
ノ
親
族
ノ
同
意
ア
ル
モ
未
タ
親
族
ノ
同
意
ト
シ
テ
適
法
ナ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヲ
得
ス
（
昭
和
六
年
上
民
第
一
九
五
号
、
同
年

十
月
三
十
一
日
判
決
）

一　

相
続
人
ナ
ク
シ
テ
死
亡
シ
タ
ル
戸
主
タ
ル
被
相
続
人
ノ
為
相
続
人
ヲ
選
定
追
立
ス
ル
ニ
当
リ
同
意
ヲ
要
ス
ヘ
キ
親
族
ノ
範
囲
ハ
必

ス
シ
モ
六
等
親
以
内
ノ
親
族
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
サ
ル
ト
共
ニ
其
ノ
親
族
ノ
全
員
又
ハ
過
半
数
以
上
ノ
同
意
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル

モ
当
該
被
相
続
人
ノ
養
母
ニ
シ
テ
其
ノ
家
ニ
在
ル
者
ハ
仮
令
利
益
相
反
ス
ル
モ
之
ヲ
除
外
シ
発
言
ノ
機
会
ヲ
与
ヘ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
親

族
ノ
協
定
ア
ル
モ
未
タ
以
テ
適
法
ニ
親
族
ノ
同
意
ヲ
得
タ
ル
相
続
人
ノ
選
定
追
立
ア
リ
ト
謂
フ
ヲ
得
ス
（
昭
和
十
年
上
民
第
二
三
〇

号
、
同
年
十
月
十
九
日
判
決
）

一　

親
族
関
係
ア
ル
者
ニ
対
シ
金
銭
ヲ
贈
与
シ
テ
喪
服
ヲ
著
用
セ
シ
ム
ル
ノ
慣
習
ノ
存
在
ヲ
認
ム
ヘ
カ
ラ
ス
（
明
治
四
十
年
控
第
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六
〇
五
号
、
同
四
十
一
年
二
月
五
日
判
決
）

一　

妾
ニ
シ
テ
家
長
ノ
没
後
其
ノ
家
ニ
止
リ
貞
操
ヲ
守
レ
ル
者
ノ
如
キ
ハ
正
妻
及
家
長
ノ
嫡
子
孫
ハ
之
ヲ
扶
養
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
モ
自

ラ
其
ノ
節
ヲ
破
リ
其
ノ
家
ヲ
離
レ
テ
情
夫
ト
同
居
セ
ル
者
ノ
如
キ
ハ
扶
養
ノ
義
務
ナ
キ
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
妥
当
ト
ス
（
明
治
四
十
三

年
控
第
四
八
七
号
、
同
年
十
月
十
一
日
判
決
）

一　

妾
ハ
夫
ノ
家
族
ト
シ
テ
入
戸
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
四
年
控
第
三
〇
九
号
、
同
年
八
月
十
六
日
判
決
）

一　

妾
ハ
本
島
旧
慣
ノ
認
ム
ル
所
ニ
シ
テ
必
ス
シ
モ
善
良
ノ
風
俗
ニ
反
ス
ル
制
度
ナ
リ
ト
謂
フ
ヲ
得
ス
（
大
正
十
年
上
民
第
七
七
号
、
同

年
十
月
二
十
日
判
決
）

一　

媳
婦
仔
ト
ハ
縁
組
契
約
ニ
依
リ
将
来
養
親
ノ
特
定
セ
ル
男
子
又
ハ
不
特
定
ノ
男
子
ト
婚
姻
ス
ル
目
的
ノ
下
ニ
入
リ
養
育
セ
ラ
ル
ル

女
子
ヲ
謂
フ
モ
ノ
ト
ス
（
昭
和
五
年
上
民
第
二
五
四
号
、
同
六
年
三
月
十
一
日
判
決
）

　
　

第
二
節　

親
族
関
係

一　

寡
婦
ハ
固
ヨ
リ
先
夫
ノ
家
ヨ
リ
離
ル
ル
コ
ト
ナ
ク
遺
子
ノ
母
タ
ル
ト
同
時
ニ
入
夫
ノ
妻
タ
ル
身
分
ヲ
獲
得
ス
（
明
治
三
十
三
年
控

第
一
一
四
号
、
同
年
十
月
二
十
六
日
判
決
）

一　

本
島
慣
習
ニ
婿
養
子
ナ
ル
モ
ノ
ナ
シ
（
明
治
三
十
五
年
控
第
八
号
、
同
三
十
六
年
九
月
十
六
日
判
決
）

一　

夫
ノ
死
後
ニ
於
テ
妻
カ
自
由
ニ
妾
ヲ
革
逐
帰
宗
セ
シ
メ
得
ヘ
キ
慣
習
ナ
シ
（
明
治
三
十
九
年
控
第
三
七
号
、
同
年
三
月
九
日
判
決
）

一　

妻
ノ
贈
与
又
ハ
売
買
ノ
如
キ
公
ノ
秩
序
ニ
反
ス
ル
行
為
ハ
其
ノ
効
力
ヲ
認
ム
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
二
年
控
第
五
六
七
号
、
同
年

十
二
月
十
日
判
決
）

一　

親
族
協
議
ニ
依
リ
寡
婦
ヲ
革
逐
ス
ル
慣
習
ノ
如
キ
ハ
往
昔
婦
女
ニ
対
シ
殆
ト
人
格
ヲ
モ
認
メ
サ
リ
シ
当
時
ノ
遺
風
ニ
シ
テ
今
日
尚

之
ヲ
遵
守
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
（
大
正
二
年
控
第
五
八
七
号
、
同
年
十
月
八
日
判
決
）
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一　

本
島
ニ
於
テ
売
断
出
家
ノ
場
合
ニ
実
家
ト
親
族
関
係
ヲ
絶
ツ
慣
習
ナ
キ
ニ
非
サ
ル
モ
此
ノ
慣
習
ハ
人
身
売
買
ノ
遺
風
ニ
シ
テ
善
良

ノ
風
俗
ニ
反
シ
其
ノ
効
力
認
メ
難
シ
（
大
正
九
年
控
民
四
七
三
号
、
同
年
十
月
十
四
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
ケ
ル
慣
習
上
婚
姻
ニ
因
リ
他
家
ニ
入
リ
タ
ル
者
カ
夫
ノ
死
亡
後
ニ
改
嫁
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
夫
ノ
家
ト
ハ
婚
姻
ニ
因
リ
テ

生
シ
タ
ル
親
族
及
家
族
関
係
消
滅
シ
後
夫
ト
離
婚
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
夫
ノ
家
ニ
復
帰
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
シ
テ
其
生
家
ニ
復
帰
ス
ヘ

キ
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
十
五
年
上
民
第
四
〇
号
、
同
年
五
月
十
八
日
判
決
）

　
　

第
三
節　

戸
口
簿
ノ
記
載
ト
親
族
関
係

一　

本
島
ニ
於
テ
ハ
単
ニ
戸
口
簿
ノ
記
載
ノ
ミ
ヲ
以
テ
絶
対
ノ
証
拠
ト
ス
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
三
十
七
年
控
第
二
五
七
号
、
同
年
十
月
五
日

判
決
）

一　

先
代
ヲ
相
続
セ
ル
過
房
子
カ
仮
令
戸
口
簿
ニ
過
房
子
ト
シ
テ
登
録
ナ
シ
ト
ス
ル
モ
直
ニ
之
ヲ
以
テ
離
縁
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ

得
ス
（
明
治
四
十
四
年
控
第
六
八
四
号
、
同
四
十
五
年
二
月
二
十
九
日
判
決
）

一　

身
分
関
係
ニ
関
シ
単
ニ
戸
口
簿
ノ
記
事
ノ
ミ
ヲ
以
テ
絶
対
ノ
証
拠
ト
ス
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
五
年
控
第
四
一
七
号
、
大
正
元
年
十

月
二
日
判
決
）

一　

戸
口
簿
ハ
法
律
上
身
分
登
録
簿
ニ
非
サ
ル
ハ
勿
論
本
島
ニ
於
テ
ハ
離
縁
若
ハ
離
婚
ノ
如
キ
ハ
届
出
ヲ
以
テ
効
力
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ト

為
シ
居
ラ
サ
ル
ニ
依
リ
反
対
ノ
事
実
ア
ル
以
上
ハ
単
ニ
戸
籍
簿
上
養
女
ト
シ
テ
ノ
戸
口
簿
存
ス
ル
事
実
ノ
ミ
ニ
基
キ
養
親
ト
シ
テ
ノ

権
利
ヲ
冒
認
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
（
大
正
六
年
控
第
一
七
六
号
、
同
年
十
二
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

戸
口
簿
ノ
記
載
ハ
人
ノ
身
分
関
係
ヲ
確
定
ス
ル
ノ
効
力
ヲ
有
セ
ス
従
テ
慣
習
ニ
違
背
シ
タ
ル
無
効
ノ
復
戸
ノ
記
載
ア
ル
モ
之
カ
為

其
ノ
戸
口
上
ノ
身
分
ヲ
取
得
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
（
大
正
十
五
年
上
民
第
四
〇
号
、
同
年
五
月
十
八
日
判
決
）

一　

戸
口
規
則
ニ
因
リ
設
備
セ
ラ
ル
ル
戸
口
調
査
簿
ハ
警
察
上
ノ
資
料
ニ
供
ス
ル
公
文
書
ニ
シ
テ
同
調
査
簿
所
載
ノ
身
分
関
係
ハ
延
テ
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身
分
上
ノ
権
利
義
務
ニ
付
事
実
証
明
ノ
具
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
モ
之
ヲ
以
テ
身
分
関
係
ヲ
確
定
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
（
昭
和
四
年
上
民

第
二
三
号
、
同
年
四
月
五
日
判
決
）

一　

本
件
訴
旨
ハ
単
ニ
甲
ト
上
告
人
等
ノ
間
ニ
出
生
シ
タ
ル
嫡
出
子
タ
ル
コ
ト
ノ
確
定
ヲ
求
ム
ル
ニ
止
リ
戸
口
調
査
簿
上
ノ
記
載
訂
正

ヲ
求
ム
ル
ニ
非
サ
ル
ヲ
以
テ
被
上
告
人
等
ニ
シ
テ
上
告
人
主
張
ノ
身
分
関
係
ヲ
争
ハ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
仮
令
其
ノ
主
張
ノ
如
ク
戸
口
調

査
簿
上
ニ
真
実
ニ
反
ス
ル
記
載
ア
レ
ハ
ト
テ
甲
ト
上
告
人
等
ト
ノ
間
ニ
於
ケ
ル
固
有
ノ
身
分
関
係
ニ
変
更
ヲ
来
ス
ヘ
キ
謂
レ
ナ
ク
上

告
人
等
ノ
本
訴
請
求
ハ
被
上
告
人
ニ
対
シ
該
身
分
関
係
ヲ
即
時
ニ
確
定
ス
ル
コ
ト
ニ
依
リ
何
等
ノ
利
益
ナ
キ
ニ
帰
着
シ
該
請
求
ハ
其

理
由
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
昭
和
四
年
上
民
第
二
三
号
、
同
年
四
月
五
日
判
決
）

一　

事
実
裁
判
所
ハ
反
証
ニ
依
拠
シ
戸
口
調
査
簿
上
ノ
記
載
ト
異
ル
事
実
ヲ
認
定
ス
ル
ニ
何
等
ノ
妨
ケ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
（
昭
和
四
年
上

民
第
六
七
、
六
八
号
、
同
年
十
一
月
二
十
七
日
判
決
）

第
二
章
　
家

　
　

第
一
節　

家

一　

本
島
ノ
慣
習
上
媳
婦
仔
ハ
縁
組
当
時
其
ノ
夫
ト
ナ
ル
ヘ
キ
者
ノ
定
マ
リ
タ
ル
ト
否
ト
ヲ
論
セ
ス
将
来
ニ
於
テ
必
ス
子
婦
ト
為
サ
ン

ト
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
異
性
ノ
養
女
ヲ
養
入
シ
成
婚
ノ
婦
ト
同
シ
ク
本
性
ノ
上
ニ
養
家
ノ
性
ヲ
冠
シ
養
家
ノ
親
族
ニ
対
シ
姻
族
関
係
ヲ

生
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
…
（
以
下
略
）（
大
正
十
四
年
上
民
第
一
〇
二
号
、
同
年
十
月
十
六
日
判（
1 
）

決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
ニ
依
レ
ハ
独
子
双
祧
兼
承
ノ
制
度
ハ
招
夫
婚
姻
ノ
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
夫
婦
間
ニ
挙
ケ
タ
ル
子
一
人
ニ
止
ル
ト
キ
若
ハ

同
宗
親
族
ノ
両
家
ノ
内
一
家
ニ
ハ
子
一
人
ア
リ
他
ノ
一
家
ニ
ハ
子
ナ
キ
ト
キ
家
ノ
断
絶
ヲ
慮
リ
特
ニ
其
ノ
一
子
ヲ
シ
テ
両
家
ヲ
兼
承

セ
シ
ム
ル
場
合
ニ
行
ハ
レ
来
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
ノ
兼
承
者
後
日
二
子
以
上
ヲ
挙
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
内
一
人
ヲ
シ
テ
一
家
ヲ
承
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継
セ
シ
メ
爰
ニ
兼
承
ヲ
止
メ
一
宗
一
嗣
ノ
本
則
ニ
服
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

　

二
字
姓
ヲ
称
ス
ル
ハ
招
入
婚
ノ
際
独
子
双
祧
兼
承
シ
タ
ル
ト
キ
起
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
十
四
年
上
民
第
一
二
五
号
、
同
年
十
月
十
六

日
判
決
）

　
　

第
二
節　

家
ノ
設
立

一　

旧
慣
上
鬮
分
若
ハ
一
家
共
有
ノ
総
財
産
ヲ
分
割
セ
ル
結
果
ハ
当
然
分
家
シ
且
ツ
分
爨
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
二
年
控
第

三
七
一
号
、
同
年
八
月
四
日
判
決
）

一　

一
家
ノ
家
族
カ
財
産
鬮
分
其
ノ
他
ノ
事
由
ニ
因
リ
独
立
自
営
ス
ル
ニ
至
リ
テ
家
主
ノ
同
意
ヲ
得
テ
別
ニ
一
戸
ヲ
分
立
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
サ
ル
ニ
非
ス
ト
雖
此
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
モ
家
主
ハ
必
ス
シ
モ
之
ニ
同
意
セ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
義
務
ヲ
負
フ
モ
ノ
ニ
非
ス
（
明
治

四
十
三
年
控
第
五
六
三
号
、
同
年
十
一
月
二
日
判
決
）

一　

戸
口
規
則
ノ
分
戸
ナ
ル
モ
ノ
ハ
家
族
カ
相
当
事
由
ノ
下
ニ
其
戸
主
ノ
支
配
ヲ
脱
シ
他
ニ
生
活
ノ
本
居
ヲ
定
メ
ン
ト
欲
シ
戸
主
又
之

ニ
同
意
シ
タ
ル
場
合
ニ
ナ
ス
ヘ
キ
手
続
ニ
シ
テ
…
（
以
下
略
）（
明
治
四
十
四
年
控
第
五
六
号
、
同
年
五
月
十
三
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
慣
例
ト
シ
テ
同
居
同
爨
ヲ
ナ
セ
ル
者
財
産
ヲ
分
得
ス
ル
ト
同
時
ニ
別
居
ス
ル
ト
キ
ハ
玆
ニ
一
家
ヲ
分
立
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト

雖
財
産
ヲ
分
得
ス
ル
モ
尚
同
居
ヲ
継
続
ス
ル
者
ハ
後
日
戸
主
ノ
同
意
ヲ
経
テ
分
戸
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
五
年
控
第

一
二
七
号
、
同
年
三
月
二
十
七
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
法
上
一
家
内
ニ
於
テ
其
ノ
家
産
ヲ
鬮
分
シ
分
爨
ヲ
ナ
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
一
家
ノ
分
立
ヲ
生
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ

其
ノ
当
時
ニ
於
テ
戸
口
簿
上
ニ
於
テ
モ
分
戸
ノ
手
続
ヲ
ナ
ス
ヘ
カ
リ
シ
モ
ノ
ナ
リ
シ
ニ
偶
其
ノ
手
続
ヲ
為
サ
リ
シ
為
戸
口
簿
上
家
族

ト
シ
テ
存
在
ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
場
合
ニ
ハ
今
日
ニ
至
リ
戸
口
簿
上
ヨ
リ
分
離
ス
ル
モ
新
ニ
分
戸
創
設
ノ
要
求
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
異
ル
ヲ

以
テ
戸
主
ハ
其
ノ
分
戸
手
続
ノ
請
求
ニ
応
ス
ヘ
キ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
四
年
控
第
五
七
七
号
、
同
年
十
二
月
六
日
判
決
）
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一　

家
族
カ
分
戸
ヲ
為
シ
得
ル
ハ
戸
主
ノ
同
意
ヲ
俟
テ
始
メ
テ
之
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
家
族
ヨ
リ
進
ン
テ
之
ヲ
請
求
シ
得
ヘ
キ

モ
ノ
ニ
非
ス
（
大
正
五
年
控
第
七
四
四
号
、
同
六
年
一
月
三
十
日
判
決
）

一　

父
母
ノ
喪
期
中
ニ
別
籍
異
財
ス
ル
ヲ
得
ス
ト
ノ
律
令
ノ
規
定
ハ
本
島
ニ
厳
格
ニ
行
ハ
レ
サ
リ
シ
モ
而
モ
兄
弟
叔
姪
カ
永
ク
同
居
共

財
ノ
状
態
ニ
ア
ル
ハ
本
島
人
ノ
理
想
ト
ス
ル
所
ニ
シ
テ
父
ノ
死
後
両
三
年
ハ
別
籍
異
財
ヲ
行
ハ
サ
ル
ヲ
普
通
ト
ス
、
時
世
ノ
進
運
個

人
経
済
状
態
ノ
変
動
ニ
伴
ヒ
最
早
ヤ
本
島
人
ニ
在
リ
テ
モ
鬮
分
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
絶
対
ニ
分
戸
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
ト
ノ
旧
慣

ヲ
墨
守
ス
ル
ノ
法
律
上
ノ
理
由
ナ
ク
鬮
分
前
ト
雖
戸
主
ニ
シ
テ
家
族
ニ
分
戸
ヲ
許
シ
タ
ル
以
上
ハ
分
戸
シ
得
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
相

当
ト
ス
（
大
正
七
年
控
第
一
一
〇
号
、
同
年
六
月
二
十
日
判
決
）

一　

戸
口
規
則
第
七
条
ノ
戸
主
ト
ハ
分
戸
ノ
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
新
ニ
戸
主
ト
ナ
ル
ヘ
キ
者
ヲ
指
称
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
分
戸
者
ノ
嘗
テ
同

居
セ
シ
家
ノ
戸
主
ヲ
指
ス
モ
ノ
ニ
非
ス
（
大
正
七
年
控
第
四
七
二
号
、
同
年
十
月
八
日
判
決
）

一　

分
戸
者
ハ
同
居
セ
シ
家
ノ
戸
主
ニ
対
シ
分
戸
届
手
続
ヲ
為
ス
ニ
付
同
意
ノ
意
思
表
示
ヲ
訴
求
シ
得
ヘ
シ
（
大
正
七
年
控
第
四
七
二

号
、
同
年
十
月
八
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
ハ
家
族
カ
分
戸
ヲ
為
ス
ニ
ハ
戸
主
ト
分
爨
ス
ル
ヲ
必
要
ト
シ
単
ニ
届
出
ニ
因
リ
テ
其
効
力
ヲ
生
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
サ

ル
ヲ
以
テ
分
戸
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
ニ
セ
ン
ニ
ハ
単
ニ
戸
口
調
査
簿
ニ
分
戸
ノ
登
録
存
ス
ル
事
実
ノ
ミ
ヲ
以
テ
ハ
足
ラ
ス
分
爨
ノ
事
実

ヲ
証
明
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
（
大
正
十
一
年
上
民
第
四
九
号
、
同
年
八
月
三
日
判
決
）

一　

家
族
ノ
分
戸
ヲ
禁
ス
ル
カ
如
キ
特
約
ハ
人
ノ
自
由
ヲ
不
当
ニ
拘
束
シ
公
序
良
俗
ニ
反
ス
ル
無
効
ノ
特
約
ト
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

（
大
正
十
二
年
控
民
第
九
八
〇
号
、
同
年
四
月
二
日
判
決
）

一　

旧
慣
上
ニ
於
テ
ハ
相
続
人
ハ
被
相
続
人
ノ
戸
内
ニ
在
留
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
要
ス
（
明
治
三
十
九
年
控
第
二
八
一
号
、
同
四
十
年
四

月
二
十
六
日
判
決
）
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一　

本
島
ノ
慣
習
ニ
依
レ
ハ
相
続
開
始
当
時
存
ス
ル
家
産
ハ
其
ノ
権
利
義
務
ヲ
併
セ
テ
被
相
続
人
ノ
家
族
タ
ル
直
系
卑
属
ノ
男
子
之
ヲ

承
継
シ
既
ニ
別
籍
異
財
分
家
等
ニ
因
リ
家
ヲ
出
テ
タ
ル
者
ハ
仮
令
被
相
続
人
ノ
直
系
卑
属
タ
ル
男
子
ト
雖
相
続
権
ヲ
有
セ
サ
ル
モ
ノ

ト
ス
（
昭
和
四
年
上
民
第
一
九
号
、
同
年
四
月
十
九
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
ニ
依
レ
ハ
独
子
双
祧
兼
承
ノ
制
度
ハ
招
夫
婚
姻
ノ
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
夫
婦
間
ニ
於
テ
挙
ケ
タ
ル
子
一
人
ニ
止
ル
ト
キ

若
ハ
同
宗
親
族
ノ
両
家
ノ
中
一
家
ニ
ハ
子
一
人
ア
リ
他
ノ
一
家
ニ
ハ
子
ナ
キ
ト
キ
家
ノ
断
絶
ヲ
慮
リ
特
ニ
其
ノ
一
子
ヲ
シ
テ
両
家
ヲ

兼
承
セ
シ
ム
ル
場
合
ニ
行
ハ
レ
来
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
ノ
兼
承
者
後
日
二
子
以
上
ヲ
挙
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
内
一
人
ヲ
シ
テ
一
家

ヲ
承
継
セ
シ
メ
テ
爰
ニ
兼
承
ヲ
止
メ
一
宗
一
嗣
ノ
本
則
ニ
復
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
十
四
年
上
民
第
一
二
五
号
、
同
年
十
月
十
六
日

判
決
）

一　

旧
慣
上
招
夫
カ
招
出
ス
ル
ト
キ
ハ
一
戸
ヲ
構
成
ス
、
而
シ
テ
既
ニ
一
戸
ヲ
構
成
シ
タ
ル
以
上
ハ
招
家
ノ
戸
主
ニ
於
テ
之
カ
分
戸
手

続
ノ
請
求
ヲ
為
シ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
三
年
控
第
八
六
七
号
、
同
四
年
一
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

家
族
カ
戸
主
ノ
配
下
ヲ
脱
シ
一
家
ヲ
創
立
ス
ル
場
合
ニ
ハ
分
戸
ノ
手
続
ニ
依
ル
ヘ
ク
之
ニ
反
シ
テ
他
家
ノ
家
族
ト
シ
テ
入
戸
ス
ル

ニ
ハ
双
方
ノ
戸
主
カ
之
ヲ
承
認
シ
新
ニ
入
ル
ヘ
キ
家
ノ
戸
主
ヨ
リ
之
カ
入
戸
ノ
届
出
ヲ
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
四
年
控
第

二
〇
二
号
、
同
四
十
五
年
五
月
二
十
二
日
判
決
）

　
　

第
三
節　

家
ノ
消
滅

一　

戸
口
規
則
上
一
旦
再
興
シ
タ
ル
戸
口
ハ
廃
戸
等
ノ
事
由
ニ
拠
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
廃
滅
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ハ
勿
論
仮
ニ
再
興
者

タ
ル
自
身
ニ
於
テ
任
意
ニ
錯
誤
等
ノ
理
由
ニ
依
リ
之
カ
廃
滅
ヲ
為
シ
得
ヘ
シ
ト
ス
ル
モ
之
ヲ
強
制
シ
テ
為
サ
シ
ム
ヘ
キ
何
等
法
規
上

ノ
手
続
ナ
シ
（
大
正
四
年
控
第
一
四
一
号
、
同
年
三
月
二
十
九
日
判
決
）

　
　

第
四
節　

戸
主
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一　

本
島
一
般
ノ
慣
習
ト
シ
テ
ハ
祖
先
ノ
祭
祀
家
財
ノ
掌
管
其
他
重
要
ナ
ル
家
事
ヲ
行
フ
所
ノ
家
長
所
謂
頭
家
ナ
ル
モ
ノ
ハ
必
ス
男
子

タ
ル
ヲ
要
シ
若
シ
男
子
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
婦
人
始
メ
テ
之
ニ
当
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
三
十
六
年
控
第
一
七
二
号
、
同
三
十
七
年
五

月
二
十
四
日
判
決
）

一　

一
家
ノ
家
長
ト
シ
テ
財
産
ヲ
管
理
シ
外
部
ニ
対
シ
テ
一
家
ヲ
代
表
ス
ル
ハ
男
子
タ
ル
ヲ
要
シ
只
男
子
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
婦
女
ト
雖

家
長
ト
ナ
リ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
三
十
七
年
控
第
一
三
九
号
、
同
年
六
月
十
三
日
判
決
）

一　

家
長
タ
ル
資
格
ハ
必
ス
シ
モ
家
祖
ノ
嫡
長
子
孫
タ
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
セ
ス
寧
ロ
一
家
ヲ
主
宰
ス
ル
適
格
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト

ヲ
要
ス
、
依
テ
一
家
中
ノ
最
高
尊
属
親
ニ
シ
テ
且
最
年
長
者
（
之
ヲ
尊
長
ト
称
ス
）
ナ
レ
ハ
先
祖
ノ
嫡
庶
子
孰
レ
ナ
ル
ヲ
問
ハ
ス
之

ヲ
以
テ
戸
主
即
家
長
ト
ナ
ス
（
大
正
九
年
上
民
第
九
二
号
、
同
年
十
一
月
十
一
日
判
決
）

一　

家
長
ハ
其
ノ
家
ノ
為
ニ
独
立
シ
テ
訴
訟
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
（
明
治
四
十
年
控
第
一
九
六
号
、
同
年
六
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

家
長
ハ
家
産
掌
管
中
家
族
ノ
為
ニ
葬
式
費
又
ハ
婚
嫁
費
等
ヲ
支
出
ス
ヘ
キ
義
務
ア
リ
（
明
治
四
十
三
年
控
第
一
四
一
号
、
同
年
八
月

三
十
一
日
判
決
）

一　

家
長
ハ
其
家
族
ヲ
統
理
シ
一
家
ヲ
代
表
ス
ル
モ
必
ス
シ
モ
前
家
長
ノ
財
産
ヲ
相
続
シ
家
祖
ノ
祭
祀
ヲ
主
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
、

且
家
長
ト
ナ
ル
モ
ノ
ハ
一
家
中
ノ
最
尊
長
者
ニ
シ
テ
必
ス
シ
モ
家
祖
ノ
嫡
長
子
孫
又
ハ
之
ニ
準
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
（
大
正
七
年

控
民
第
四
六
〇
号
、
同
九
年
八
月
二
十
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
招
家
ノ
戸
主
ト
ナ
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
年
控
第
六
三
五
号
、
同
四
十
一
年
四
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

戸
口
規
則
第
七
条
ノ
戸
主
ト
ハ
分
戸
ノ
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
新
ニ
戸
主
ト
ナ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
指
称
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
七
年
控
第

四
七
二
号
、
同
年
十
月
八
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
戸
主
ハ
一
ニ
家
長
又
ハ
家
主
ト
称
シ
一
家
ヲ
主
宰
ス
ル
者
ヲ
云
フ
戸
主
ハ
家
ノ
内
部
ニ
対
シ
テ
ハ
家
政
ヲ
統
理
シ
外
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部
ニ
対
シ
テ
ハ
一
家
ヲ
代
表
ス
ト
雖
宗
統
ヲ
承
継
シ
若
ハ
家
祖
ノ
祭
祀
ヲ
掌
ル
ヲ
主
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
（
大
正
九
年
上
民
第

九
二
号
、
同
年
十
一
月
十
一
日
判
決
）

一　

戸
主
ナ
ル
モ
ノ
ハ
戸
口
規
則
ニ
ヨ
リ
新
ニ
設
ケ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
ノ
権
利
義
務
ニ
付
旧
慣
ノ
準
拠
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
キ
ヲ
以

テ
其
ノ
権
利
義
務
ハ
旧
慣
ト
抵
触
セ
サ
ル
範
囲
内
ニ
於
テ
条
理
ニ
ヨ
リ
之
ヲ
判
定
ス
ル
ノ
外
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
九
年
控
民
第

一
二
五
号
、
同
年
六
月
二
十
五
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
ニ
依
レ
ハ
戸
主
死
亡
シ
之
ヲ
相
続
ス
ヘ
キ
男
子
タ
ル
直
系
卑
属
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
親
族
協
議
ノ
上
相
続
人
ヲ
選
定
追

立
シ
得
ヘ
ク
其
ノ
選
定
追
立
ハ
被
相
続
人
ノ
家
カ
相
続
未
定
ノ
儘
絶
家
セ
サ
ル
限
リ
ハ
何
時
ニ
テ
モ
之
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ

期
間
ノ
制
限
ア
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
（
昭
和
十
年
上
民
第
一
九
九
号
、
同
年
九
月
二
十
八
日
判
決
）

一　

養
女
カ
贖
身
若
ハ
離
縁
等
ニ
因
リ
養
親
ト
ノ
親
子
関
係
ヲ
脱
離
セ
サ
ル
以
上
ハ
凌
辱
ヲ
受
ケ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
戸
主
タ
ル
養
父
ノ
同

意
ヲ
得
ス
任
意
ニ
住
居
ヲ
選
定
シ
テ
同
居
ヲ
拒
否
ス
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
三
年
控
第
六
二
一
号
、
同
年
十
一
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

媳
婦
仔
ニ
シ
テ
実
方
ニ
帰
リ
居
所
ヲ
変
ス
ル
コ
ト
ヲ
肯
セ
サ
ル
時
満
十
五
歳
以
上
ノ
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
親
権
者
若
ハ
戸
主
ト
雖
之

ヲ
強
制
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
其
養
親
ハ
宜
敷
ク
本
人
ニ
対
シ
自
宅
ニ
同
居
ス
ヘ
キ
請
求
ヲ
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
引

渡
ヲ
実
方
ノ
戸
主
ニ
請
求
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
、
戸
主
カ
幼
年
者
ニ
対
シ
居
所
ヲ
選
定
シ
テ
之
ニ
移
ス
コ
ト
ア
ル
ハ
其
ノ
幼
年
者
カ

独
立
ノ
生
計
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
故
ニ
シ
テ
監
護
教
育
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
之
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
四
年
控
第
五
二
三
号
、
同

年
十
二
月
十
日
判
決
）

一　

戸
主
カ
成
年
ニ
達
シ
居
ル
家
族
ヲ
同
居
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
強
要
ス
ル
慣
習
又
ハ
法
規
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
（
大
正
九
年
控
民
第
六
〇（
2 
）

号
）

一　

本
島
戸
口
規
則
上
ノ
戸
主
ハ
其
ノ
家
族
ニ
対
シ
其
ノ
指
定
ス
ル
場
所
ニ
居
住
ス
ル
コ
ト
ヲ
強
制
シ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
相
当

ト
ス
（
大
正
九
年
控
民
第
一
二
五
号
、
同
年
六
月
二
十
五
日
判
決
）
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一　

妾
ニ
シ
テ
家
長
ノ
没
後
其
家
ニ
止
リ
貞
操
ヲ
守
ル
者
ノ
如
キ
ハ
正
妻
及
家
長
ノ
嫡
子
孫
ハ
之
ヲ
扶
養
ス
ル
義
務
ア
ル
モ
自
ラ
其
節

ヲ
破
リ
其
家
ヲ
離
レ
テ
情
夫
ト
同
居
セ
ル
者
ノ
如
キ
ハ
扶
養
ノ
義
務
ナ
キ
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
至
当
ト
ス
（
明
治
四
十
三
年
控
第

四
八
七
号
、
同
年
十
月
十
一
日
判
決
）

一　

夫
ノ
意
ニ
反
シ
テ
別
居
セ
ル
妻
ニ
対
シ
テ
ハ
夫
ハ
其
ノ
扶
養
義
務
ヲ
免
ル
ル
ハ
条
理
上
当
然
ナ
リ
ト
雖
其
ノ
別
居
ス
ル
ニ
至
リ
タ

ル
事
由
如
何
ヲ
問
ハ
ス
別
居
セ
ル
妻
ニ
対
シ
テ
ハ
夫
ハ
扶
養
ノ
義
務
ヲ
負
ハ
ス
ト
ノ
慣
習
又
ハ
条
理
ノ
存
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
（
大
正

十
一
年
上
民
第
六
一
号
、
同
年
八
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

祖
母
若
ハ
尊
親
族
ノ
浪
費
不
品
行
ヲ
理
由
ト
シ
テ
其
家
ヨ
リ
之
ヲ
脱
籍
若
ハ
放
逐
シ
得
ヘ
キ
慣
習
ナ
シ
（
明
治
三
十
七
年
控
第

四
四
一
号
、
同
三
十
八
年
一
月
二
十
日
判
決
）

一　

寡
婦
タ
ル
者
ニ
於
テ
敗
名
失
節
ノ
行
為
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
場
合
ニ
依
リ
其
尊
属
親
ヨ
リ
シ
テ
之
ヲ
革
逐
シ
得
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
非
サ

ル
モ
子
ト
シ
テ
親
ヲ
逐
フ
ハ
慣
習
上
絶
対
ニ
認
メ
サ
ル
所
ナ
リ
（
明
治
四
十
年
控
第
一
六
九
号
、
同
年
五
月
二
十
九
日
判
決
）

一　

卑
属
親
ハ
尊
属
親
ニ
対
シ
其
家
ヨ
リ
脱
籍
シ
若
ハ
放
逐
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
慣
習
ナ
シ
（
明
治
四
二
年
控
第
二
三
一
号
、
同
五
月

二
十
八
日
判
決
）

一　

離
戸
ハ
戸
主
権
ノ
作
用
ト
シ
テ
家
族
ノ
関
係
ヲ
断
ツ
場
合
ニ
於
テ
為
ス
手
続
ナ
リ
ト
解
釈
ス
ル
ヲ
相
当
ト
認
ム
（
明
治
四
十
四
年

控
第
五
六
号
、
同
年
五
月
十
三
日
判
決
）

一　

本
島
人
間
ニ
於
テ
離
戸
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
須
ク
相
当
事
由
ヲ
原
因
ト
シ
家
族
ヲ
シ
テ
其
ノ
事
由
ヲ
認
メ
シ
メ
離
戸
ノ
判
決
ヲ
得
テ
戸

主
ヨ
リ
届
出
ル
ヲ
穏
当
ナ
ル
方
法
ナ
リ
ト
認
ム
（
明
治
四
十
四
年
控
第
五
六
号
、
同
年
五
月
十
三
日
判
決
）

一　

戸
主
ノ
指
示
ス
ル
住
所
ニ
在
リ
テ
其
ノ
扶
養
監
督
ノ
下
ニ
立
タ
ン
ト
希
望
ス
ル
家
族
カ
仮
命
非
行
ア
リ
タ
ル
ト
ス
ル
モ
戸
主
ヨ
リ

之
ヲ
離
戸
シ
其
責
任
ヲ
免
レ
ン
ト
ス
ル
ハ
不
当
ナ
リ
（
明
治
四
十
四
年
控
第
一
四
八
号
、
同
年
五
月
十
三
日
判
決
）

東洋法学　第59巻第 3号（2016年 3 月）

249



一　

離
戸
ハ
家
族
カ
戸
主
権
ニ
服
セ
ス
専
横
ノ
所
為
ア
ル
場
合
ニ
戸
主
権
ノ
作
用
ト
シ
テ
家
族
タ
ル
関
係
ヲ
絶
ツ
為
ノ
手
続
ニ
属
シ
全

ク
戸
主
ノ
意
思
ニ
基
ク
モ
ノ
ナ
レ
ハ
家
族
ト
シ
テ
離
戸
ノ
要
求
ヲ
戸
主
ニ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
四
年
控
第
二
〇
二
号
、
同
年

五
月
二
十
三
日
判
決
）

一　

戸
主
カ
自
己
ノ
家
族
ニ
対
シ
離
戸
ノ
手
続
ヲ
訴
求
ス
ル
ヲ
不
当
ナ
リ
（
明
治
四
十
四
年
控
第
一
八
号
、
同
年
五
月
十
三
日
判
決
）

一　

家
族
ニ
対
ス
ル
離
戸
ノ
権
能
ハ
戸
主
ニ
属
ス
ル
ヲ
以
テ
其
訴
求
ハ
戸
主
ヨ
リ
提
起
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
（
大
正
二
年
控
第
五
八
七
号
、

同
年
十
月
八
日
判
決
）

一　

家
族
カ
戸
主
ニ
犯
罪
ア
リ
ト
思
料
シ
告
訴
ヲ
為
シ
タ
ル
事
実
ノ
ミ
ヲ
以
テ
離
戸
ノ
原
因
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
（
大
正
六
年
控
第

一
八
六
号
、
同
年
五
月
一
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
慣
習
ニ
於
テ
ハ
尊
重
権
者
ハ
相
当
ノ
事
由
ア
ル
場
合
ニ
ハ
公
力
ノ
介
在
ヲ
俟
ツ
コ
ト
ナ
ク
自
己
単
独
ノ
意
思
表
示
ニ
依
リ

其
家
族
ヲ
放
逐
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
爰
ニ
所
謂
放
逐
ハ
戸
口
規
則
ノ
離
戸
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト（
3 
）
ス

　

尊
長
権
者
カ
叙
上
ノ
権
利
ニ
基
キ
家
族
ヲ
離
戸
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
戸
主
ヨ
リ
戸
口
規
則
第
六
条
第
七
条
ニ
従
ヒ
之
ヲ
届
出
ツ
ヘ
キ
モ

ノ
ニ
シ
テ
敢
テ
離
戸
ノ
立
言
ヲ
訴
求
ス
ル
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
（
大
正
十
三
年
上
民
第
一
〇
四
号
、
同
年
十
二
月
十
九
日
判
決
）

一　

招
夫
カ
収
賄
罪
阿
片
令
違
反
、
傷
害
罪
等
ニ
依
リ
三
度
処
刑
セ
ラ
レ
タ
ル
事
実
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
招
家
ノ
家
名
ヲ
汚
辱
シ
タ
ル
モ
ノ

ト
シ
テ
家
長
カ
離
籍
ノ
請
求
ヲ
為
ス
ハ
相
当
ナ
リ
（
大
正
元
年
控
第
一
〇
四
号
、
同
年
十
月
十
九
日
判
決
）

一　

妾
ノ
離
戸
請
求
ニ
付
テ
ハ
妾
ト
妾
ノ
実
家
ノ
戸
主
ト
ヲ
共
同
被
告
ト
シ
テ
訴
フ
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ス

　

先
代
ノ
妾
カ
他
人
ト
私
通
シ
テ
懐
妊
分
娩
シ
濫
ニ
家
出
ス
ル
カ
如
キ
行
為
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
先
代
ノ
承
継
人
カ
家
族
ト
シ
テ
ノ
妾

ヲ
離
戸
シ
得
ヘ
キ
ハ
当
然
ナ
リ
（
明
治
四
十
五
年
控
第
一
九
〇
号
、
同
年
五
月
十
一
日
判
決
）

一　

戸
口
ニ
関
ス
ル
事
項
ノ
発
生
変
更
消
滅
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
戸
主
ニ
於
テ
届
出
ヲ
為
シ
以
テ
戸
口
調
査
簿
ノ
記
載
ヲ
真
実
ノ
事
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実
ニ
吻
合
セ
シ
ム
ヘ
キ
職
責
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
戸
口
規
則
第
六
条
第
七
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
明
白
ナ
レ
ハ
二
人
ノ
戸
主
相
協
力

ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
届
出
ヲ
為
シ
能
ハ
サ
ル
場
合
ニ
ハ
互
ニ
其
ノ
協
力
ヲ
請
求
シ
得
ヘ
ク
若
シ
之
ニ
応
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
法
院
ニ
之
ヲ
訴

求
シ
得
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
（
昭
和
九
年
上
民
第
一
〇
七
号
、
同
年
八
月
十
八
日
判
決
）

一　

家
族
カ
戸
主
ノ
配
下
ヲ
脱
シ
一
家
ヲ
創
立
ス
ル
場
合
ニ
ハ
分
戸
ノ
手
続
ニ
依
ル
ヘ
ク
之
ニ
反
シ
テ
他
家
ノ
家
族
ト
シ
テ
入
戸
ス
ル

ニ
ハ
双
方
ノ
戸
主
カ
之
ヲ
承
認
シ
新
ニ
入
ル
ヘ
キ
家
ノ
戸
主
ヨ
リ
之
カ
入
戸
ノ
届
出
ヲ
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
四
年
控
第

二
〇
二
号
、
同
四
十
五
年
五
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

父
六
十
歳
ニ
達
ス
レ
ハ
当
然
其
子
ニ
於
テ
家
事
一
切
ヲ
処
理
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
慣
習
ア
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
ス
（
明
治
三
十
四
年

控
第
七
四
号
、
同
年
十
月
十
四
日
判
決
）

　
　

第
五
節　

家
族

一　

凡
ソ
婦
ノ
生
ミ
タ
ル
私
生
子
ハ
夫
カ
之
ヲ
家
ニ
入
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
始
メ
テ
実
子
ト
ノ
間
ニ
兄
弟
関
係
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

（
明
治
三
十
九
年
控
第
一
三
八
号
、
同
年
六
月
八
日
判
決
）

一　

婚
姻
継
続
中
ニ
懐
胎
シ
タ
ル
子
ハ
苟
モ
父
ニ
於
テ
之
カ
否
認
権
ヲ
行
使
セ
サ
ル
限
リ
ハ
其
ノ
父
ノ
子
ト
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ

　

子
ノ
出
生
前
母
カ
離
婚
ニ
因
リ
夫
家
ヲ
去
ル
モ
其
ノ
生
レ
タ
ル
子
ハ
当
然
夫
家
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
六
年
控
第
六
七
〇
号
、

同
七
年
二
月
十
四
日
判
決
）

一　

本
島
慣
習
ニ
ハ
婿
養
子
ナ
ル
モ
ノ
ナ
シ
（
明
治
三
十
五
年
控
第
八
号
、
同
三
十
六
年
九
月
十
六
日
判
決
）

一　

自
己
ノ
本
拠
ヲ
廃
シ
他
家
ニ
同
居
ス
ル
者
ハ
其
ノ
同
居
シ
タ
ル
家
族
ト
シ
テ
取
扱
ハ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
四
年
控
第

二
〇
二
号
、
同
四
十
五
年
五
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

妾
ハ
夫
家
ノ
家
族
ト
シ
テ
入
戸
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
四
年
控
第
三
〇
九
号
、
同
年
八
月
十
六
日
判
決
）
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一　

本
島
ニ
於
ケ
ル
慣
習
上
婚
姻
ニ
因
リ
他
家
ニ
入
リ
タ
ル
者
カ
夫
ノ
死
亡
後
改
嫁
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
夫
ノ
家
ト
ハ
婚
姻
ニ
因
リ
テ
生

シ
タ
ル
親
権
及
家
族
関
係
消
滅
シ
後
夫
ト
離
婚
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
夫
ノ
家
ニ
復
帰
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
シ
テ
其
ノ
生
家
ニ
復
帰
ス
ヘ

キ
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
十
年
上
民
第
四
〇
号
、
同
十
五
年
五
月
十
八
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
婚
姻
ニ
因
リ
招
家
ニ
入
ル
ト
雖
モ
招
家
ノ
家
族
タ
ル
身
分
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
招
家
ノ
財
産
ヲ
相
続
ス
ヘ
キ
権
利
ヲ
有

ス
ル
コ
ト
ナ
シ
招
夫
ト
媳
婦
子
ト
ノ
間
ニ
生
レ
タ
ル
子
亦
然
リ
（
大
正
十
年
上
民
第
三
八
号
、
同
年
五
月
十
九
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
招
家
ノ
同
宗
タ
ル
身
分
ヲ
取
得
セ
サ
ル
ト
同
時
ニ
亦
生
家
ノ
宗
族
タ
ル
ノ
身
分
ヲ
失
ハ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
三
年

控
第
六
八
号
、
同
年
六
月
十
一
日
判
決
）

一　

旧
慣
上
ノ
所
謂

媒
嫺
ナ
ル
モ
ノ
ハ
終
身
使
役
セ
ラ
レ
身
体
ノ
自
由
ヲ
拘
束
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ハ
顕
著
ナ
ル
事
実
ナ
リ

　

右
ノ
如
ク
他
人
ヲ

媒
嫺
ト
ナ
シ
終
身
拘
束
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
カ
如
キ
合
意
ヲ
ナ
ス
モ
其
合
意
ハ
所
謂
公
ノ
秩
序
善
良
ノ
風
俗
ニ
反

ス
ル
事
項
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
無
効
ナ
リ
（
大
正
六
年
控
第
五
五
七
号
、
同
年
十
一
月
七
日
判
決
）

一　

媒
嫺
ト
シ
テ
婦
女
子
ヲ
他
ヨ
リ
貰
受
ク
ル
カ
如
キ
約
旨
ハ
所
謂
公
ノ
秩
序
善
良
ノ
風
俗
ニ
反
ス
ル
事
項
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ

外
ナ
ラ
ス
シ
テ
無
効
ナ
リ
（
大
正
七
年
控
第
六
五
号
、
同
年
二
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

媒
嫺
ノ
如
ク
終
生
人
ノ
自
由
ヲ
制
限
ス
ル
身
分
関
係
ヲ
成
立
セ
シ
ム
ル
所
為
ハ
公
序
良
俗
ニ
反
ス
ル
カ
故
ニ
本
人
ハ
相
当
事
由

ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
何
時
ニ
テ
モ
其
身
分
関
係
ヨ
リ
脱
退
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
ク
戸
主
タ
ル
ヘ
キ
者
ニ
於
テ
之
ヲ
拒
否
シ
得
サ
ル
ヤ
言

ヲ
俟
タ
ス
（
大
正
十
年
控
民
第
四
一
四
号
、
同
年
七
月
十
八
日
判
決
）

一　

親
女
ノ
出
嫁
ニ
際
シ
他
ニ
一
人
ノ
女
ヲ

媒
嫺
ト
シ
テ
随
従
セ
シ
メ
夫
家
ニ
入
ラ
シ
メ
タ
ル
場
合
ニ
其
ノ
後
親
女
カ
死
亡
シ
タ
リ

ト
ノ
一
事
ノ
ミ
ニ
ヨ
リ
直
ニ

媒
嫺
ノ
取
戻
ヲ
為
ス
ハ
不
当
ナ
リ
（
明
治
四
十
年
控
第
五
六
八
号
、
同
四
十
一
年
十
二
月
八
日
判
決
）
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第
三
章
　
婚
姻

　
　

第
一
節　

婚
姻
制
度

一　

婚
姻
ヲ
確
保
ス
ル
為
旧
慣
上
典
礼
ト
シ
テ
授
受
シ
タ
ル
物
品
ニ
シ
テ
現
存
ス
ル
モ
ノ
並
ニ
聘
金
ハ
離
婚
ノ
場
合
ニ
於
テ
特
ニ
協
定

セ
サ
ル
限
リ
ハ
之
ヲ
返
還
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
一
年
控
第
六
五
四
号
、
同
四
十
二
年
三
月
一
日
判
決
）

一　

聘
金
ノ
一
部
支
払
ヲ
後
日
ニ
留
保
シ
テ
婚
姻
ヲ
為
シ
後
日
其
支
払
ナ
キ
ニ
於
テ
ハ
離
婚
ス
ヘ
シ
ト
ノ
特
約
ヲ
為
ス
モ
斯
カ
ル
特
約

ハ
公
ノ
秩
序
善
良
ノ
風
俗
ニ
反
ス
ル
ヲ
以
テ
無
効
ナ
リ
（
大
正
五
年
控
第
七
二
〇
号
、
同
六
年
一
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

旧
慣
上
男
尊
女
卑
ノ
観
念
著
シ
ク
夫
ハ
何
等
欠
点
ナ
キ
妻
妾
タ
リ
ト
モ
任
意
ニ
之
ヲ
離
婚
シ
得
ヘ
ク
斯
カ
ル
場
合
ニ
ハ
先
ツ
妻
妾

ノ
実
家
ニ
交
渉
シ
聘
金
ヲ
標
準
ト
ス
ル
相
当
金
額
ノ
還
付
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ア
リ
シ
モ
之
レ
婚
姻
ヲ
売
買
婚
ト
シ
聘
金
ヲ
以
テ
其
ノ
身

代
金
ナ
リ
ト
ス
ル
下
流
社
会
ニ
行
ハ
レ
タ
ル
観
念
ニ
基
ク
結
果
ニ
過
キ
サ
ル
ヲ
以
テ
斯
ル
慣
習
ニ
基
キ
離
婚
ノ
場
合
ニ
聘
金
ノ
返
還

ヲ
認
ム
ヘ
キ
理
由
ト
ナ
ス
ニ
足
ラ
ス
（
大
正
六
年
控
第
九
〇
号
、
同
年
四
月
十
四
日
判
決
）

一　

婚
姻
ノ
聘
金
ハ
内
地
ノ
結
納
ト
同
シ
ク
礼
物
ト
シ
テ
授
受
セ
ラ
レ
婚
姻
ノ
成
立
ヲ
表
明
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
一
旦
婚
姻
シ
テ
適
法
ニ

成
立
セ
ン
カ
仮
令
其
後
ニ
至
リ
離
婚
ノ
原
因
妾
ニ
存
ス
ル
場
合
ト
雖
之
カ
為
メ
既
ニ
授
受
セ
ラ
レ
タ
ル
聘
金
ノ
返
還
ヲ
請
求
シ
得
ヘ

キ
筋
合
ノ
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
（
大
正
六
年
控
第
九
〇
号
、
同
年
四
月
十
四
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
ハ
主
婚
者
ヲ
差
置
キ
単
ニ
戸
主
タ
ル
故
ノ
ミ
ニ
依
リ
当
然
ニ
其
聘
金
ヲ
請
求
ス
ル
権
利
ナ
キ
コ
ト
洵
ニ
明
ナ
リ
（
大

正
九
年
控
民
第
三
一
〇
号
、
同
年
六
月
二
十
三
日
判
決
）

一　

本
島
人
間
ニ
於
テ
婚
姻
又
ハ
妾
契
約
ヲ
為
ス
ニ
付
聘
金
ヲ
授
受
ス
ル
ハ
素
ヨ
リ
推
奨
ス
ヘ
キ
慣
習
ニ
ハ
非
ス
ト
雖
慣
習
上
婚
姻
又

ハ
妾
契
約
成
立
ノ
儀
礼
ト
シ
テ
為
シ
来
タ
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
係
リ
之
ヲ
人
身
買
売
ノ
代
金
ナ
リ
ト
為
ス
ハ
其
ノ
当
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ニ
非

ス
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聘
金
ニ
関
ス
ル
契
約
ハ
妾
契
約
ノ
成
立
ヲ
前
提
ト
シ
之
ニ
付
随
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
婚
姻
又
ハ
妾
契
約
ナ
ル
モ
ノ
ハ
旧
慣
上
定
レ
ル

式
ヲ
挙
ク
ル
ニ
依
リ
成
立
ス
ル
所
謂
要
式
行
為
ニ
属
ス

　

聘
金
ヲ
授
受
シ
タ
ル
上
挙
式
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
約
シ
タ
ル
場
合
ト
雖
特
約
ヲ
為
サ
サ
ル
限
リ
後
日
ニ
至
リ
挙
式
ヲ
為
サ
サ
ル
コ
ト
ヲ

確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
聘
金
ニ
関
ス
ル
契
約
ハ
其
ノ
性
質
上
効
力
ヲ
失
フ
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
（
大
正
十
三
年
控
民
第
二
五
六

号
、
同
年
六
月
二
十
七
日
判
決
）

一　

婚
姻
破
約
ノ
原
因
カ
婚
姻
当
事
者
タ
ル
者
ノ
意
思
ニ
出
テ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
主
婚
者
ト
シ
テ
婚
約
ヲ
為
セ
ル
者
ハ
其
相
手
方
ニ
対
シ

其
破
約
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
損
害
ヲ
賠
償
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
（
大
正
四
年
控
第
六
〇
七
号
、
同
年
十
一
月
九
日
判
決
）

一　

戸
主
ニ
非
サ
レ
ハ
主
婚
者
タ
ル
ヲ
得
ス
ト
為
ス
理
由
ナ
シ
（
大
正
七
年
控
第
四
一
九
号
、
同
年
九
月
二
十
七
日
判
決
）

一　

現
時
ノ
法
律
観
念
ニ
於
テ
ハ
婚
姻
ノ
予
約
ハ
一
般
契
約
ト
同
様
当
事
者
合
致
ノ
意
志
ニ
立
脚
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
件
ト
ス
従
テ
古
来
支

那
法
系
ニ
於
テ
認
メ
ラ
ル
ル
尊
属
カ
意
志
能
力
ナ
キ
卑
属
タ
ル
幼
者
ノ
為
ニ
ス
ル
婚
姻
又
ハ
意
志
能
力
ア
ル
卑
属
ノ
意
志
ヲ
度
外
シ

タ
ル
婚
約
ノ
如
キ
ハ
前
示
法
律
観
念
ニ
背
馳
シ
適
法
ニ
其
ノ
効
力
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
勿
論
ナ
リ
（
大
正
八
年
控
第
三
三
二（
4 
）

号
）

一　

旧
慣
ニ
拠
レ
ハ
婚
姻
ノ
予
約
ヲ
為
シ
タ
ル
男
女
ノ
一
方
カ
死
亡
ス
ル
ト
キ
ハ
其
婚
姻
ノ
予
約
ハ
自
然
ニ
解
消
シ
女
家
ハ
聘
財
ヲ
男

家
ニ
返
還
ス
ル
ノ
義
務
ナ
ク
且
其
女
カ
未
タ
夫
家
ニ
入
ラ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
夫
家
ノ
同
意
ヲ
要
セ
ス
任
意
ニ
他
ニ
出
嫁
セ
シ
メ
得
ヘ
キ

モ
ノ
ナ
リ
（
大
正
七
年
控
第
五
八
九
号
、
同
年
十
二
月
二
十
五
日
判
決
）

一　

血
族
上
ノ
兄
弟
タ
ラ
サ
ル
螟
蛉
子
ヲ
迎
ヘ
テ
死
亡
者
ノ
遺
妻
ト
結
婚
セ
シ
ム
ル
カ
如
キ
ハ
本
島
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
事
例
ア
リ
（
大
正

二
年
控
第
一
二
四
号
、
同
年
十
一
月
八
日
判
決
）

　
　

第
二
節　

正
式
ノ
婚
姻

　
　
　

第
一
款　

婚
姻
ノ
成
立
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第
一
、
婚
姻
ノ
要
件

一　

正
式
ノ
婚
姻
ニ
ハ
必
ス
婚
字
ノ
立
字
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
三
九
年
控
第
二
三
〇
号
、
同
年
七
月
四
日
判
決
）

一　

旧
慣
ニ
依
レ
ハ
婚
姻
又
ハ
離
婚
ハ
当
事
者
ノ
意
思
ノ
ミ
ニ
テ
成
立
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
尊
属
親
ノ
意
思
ニ
従
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ

（
明
治
四
十
年
控
第
二
八
八
号
、
同
四
十
一
年
四
月
二
十
九
日
判
決
）

一　

婚
姻
ハ
本
島
ニ
於
テ
モ
当
事
者
カ
旧
慣
ニ
基
キ
之
カ
手
続
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
任
意
承
認
ノ
下
ニ
於
テ
為
ス
コ
ト
ヲ
必
要
ト
シ
判
決
ニ

依
リ
一
方
ノ
意
思
ヲ
強
制
シ
成
立
セ
シ
ム
ヘ
キ
性
質
ノ
モ
ノ
ニ
非
ス
（
明
治
四
十
四
年
控
第
六
一
〇
号
、
同
年
十
二
月
十
九
日
判
決
）

一　

本
島
人
間
ノ
婚
姻
ニ
付
テ
ハ
届
出
ヲ
以
テ
効
力
ヲ
生
セ
ス
事
実
上
婚
姻
シ
タ
ル
以
上
ハ
其
効
力
ヲ
生
ス
（
大
正
六
年
控
第
三
一
七

号
、
同
年
七
月
十
八
日
判
決
）

一　

本
島
人
間
ニ
於
テ
ハ
婚
姻
ハ
挙
式
ニ
因
リ
テ
成
立
シ
届
出
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ラ
ス
（
大
正
十
年
控
民
第
四
八
〇
号
、
同
年
十
月

十
四
日
判
決
）

一　

本
島
人
間
ノ
婚
姻
ハ
慣
習
上
存
ス
ル
一
定
ノ
儀
式
ヲ
挙
行
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
効
力
ヲ
生
シ
戸
口
届
ニ
因
リ
始
メ
テ
効
力
ヲ
生
ス

ル
モ
ノ
ニ
非
ス
（
大
正
十
一
年
上
民
第
一
〇
一
号
、
同
年
十
一
月
三
十
日
判
決
）

一　

婚
姻
ノ
儀
式
中
嫁
娶
即
輿
入
ノ
式
ハ
婚
姻
ノ
成
立
ニ
付
決
シ
テ
省
略
ス
ル
ヲ
許
サ
レ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
故
ニ
輿
入
ノ
式
ヲ
了
セ
サ
ル

事
実
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
未
タ
以
テ
婚
姻
成
立
シ
タ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
三
十
九
年
控
第
一
〇
六
号
、
同
年
七
月
四

日
判
決
）

一　

婚
姻
ノ
儀
式
中
嫁
娶
即
輿
入
ノ
式
ハ
婚
姻
ノ
成
立
ニ
付
決
シ
テ
省
略
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
故
ニ
輿
入
ノ
式
ヲ
了
セ
サ

ル
事
実
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
未
タ
以
テ
婚
姻
成
立
シ
タ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
年
控
第
三
六
六
号
、
同
年
十
月

十
六
日
判
決
）
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第
二
、
婚
姻
ノ
無
効

一　

一
旦
成
立
シ
タ
ル
婚
姻
ニ
就
テ
ハ
人
違
其
他
ノ
事
由
ニ
依
リ
当
事
者
間
ニ
婚
姻
ヲ
為
ス
意
思
ナ
シ
ト
ス
ル
場
合
ハ
格
別
単
ニ
戸
主

カ
之
ニ
関
与
セ
サ
リ
シ
ト
云
フ
カ
如
キ
軽
微
ナ
ル
瑕
瑤
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
無
効
ト
ス
ヘ
キ
ニ
非
ス
（
大
正
十
年
控
民
第
五
四
〇
号
、
同
年

十
月
二
十
六
日
判
決
）

一　

現
存
ノ
夫
婦
関
係
ヲ
解
消
セ
シ
メ
タ
ル
上
直
チ
ニ
其
婦
女
ヲ
自
己
ノ
妻
ト
為
ス
契
約
ノ
如
キ
ハ
公
ノ
秩
序
ヲ
乱
シ
善
良
ノ
風
俗
ニ

反
ス
ル
事
項
ナ
リ
ト
ス
（
明
治
四
十
三
年
控
第
二
三
〇
号
、
同
年
五
月
二
十
六
日
判
決
）

　
　
　

第
二
款　

婚
姻
ノ
効
果

一　

妻
ノ
贈
与
又
ハ
売
買
ノ
如
キ
公
ノ
秩
序
ニ
反
ス
ル
行
為
ハ
其
ノ
効
力
ヲ
認
ム
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
二
年
控
第
五
六
七
号
、
同
年

十
二
月
十
日
判
決
）

一　

蓄
妾
ハ
方
今
人
文
ノ
開
進
セ
ル
社
会
ニ
在
リ
テ
ハ
固
ヨ
リ
嫌
悪
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
雖
モ
本
島
ニ
ハ
古
来
蓄
妾
ハ
公
認
セ
ラ
レ
今

尚
其
ノ
習
俗
存
ス
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
男
子
カ
妾
ヲ
迎
フ
ル
コ
ト
ハ
本
島
ニ
於
テ
ハ
社
会
観
念
上
其
ノ
妻
又
ハ
縁
女
ノ
声
価
ヲ
傷
ク
ル

コ
ト
重
大
ナ
リ
ト
云
フ
ヲ
得
ス
（
大
正
十
一
年
上
民
第
九
四
号
、
同
年
一
月
十
九
日
判
決
）

一　

夫
カ
妾
ヲ
迎
フ
ル
コ
ト
ハ
本
島
ノ
旧
慣
上
認
容
セ
ラ
ル
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
迎
妾
ノ
一
事
ヲ
捉
ヘ
テ
妻
ニ
対
ス
ル
重
大
ナ
ル
侮
辱
ト

謂
フ
ヲ
得
サ
ル
ヤ
言
ヲ
俟
タ
ス
（
大
正
十
二
年
控
民
第
五
六
六
号
、
同
年
一
月
十
五
日
判
決
）

一　

妻
ハ
夫
ト
同
居
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ
ト
同
時
ニ
夫
ハ
妻
ヲ
シ
テ
同
居
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ハ
夫
婦
間
ノ
常
道
ナ
リ
故
ニ
正

当
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
夫
カ
妻
ヲ
シ
テ
同
居
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
拒
絶
ス
ル
ハ
所
謂
悪
意
ノ
遺
棄
ニ
外
ナ
ラ
ス
（
大
正
十
一
年
上
民
第

六
一
号
、
同
年
八
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

夫
ノ
意
ニ
反
シ
テ
別
居
セ
ル
妻
ニ
対
シ
テ
ハ
夫
ハ
扶
養
ノ
義
務
ヲ
負
ハ
ス
ト
ノ
慣
習
又
ハ
条
理
ノ
存
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
（
大
正
十
一
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年
上
民
第
六
一
号
、
同
年
八
月
二
十
四
日
判
決
）

　
　
　

第
三
款　

夫
婦
財
産
関
係

一　

有
夫
ノ
妻
ト
雖
独
立
シ
テ
債
務
ヲ
負
担
ス
ル
ヲ
得
（
明
治
三
十
二
年
控
第
三
〇
一
号
、
同
年
三
月
二
十
八
日
判
決
）

一　

夫
生
存
中
ニ
於
テ
其
妻
カ
独
立
シ
テ
私
号
ヲ
有
シ
不
動
産
ヲ
買
得
ス
ル
カ
如
キ
ハ
異
例
ニ
属
ス
（
明
治
三
十
五
年
控
第
一
〇
一
号
、

同
三
十
三
年
八
月
四
日
判
決
）

一　

婚
資
ハ
婚
嫁
ニ
ヨ
リ
テ
夫
ノ
所
有
ト
ナ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
シ
テ
依
然
妻
ノ
特
有
財
産
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
七
年
控
第
五
〇
四（
5 
）

号
）

　
　
　

第
四
款　

離
婚

一　

旧
慣
ニ
依
レ
ハ
婚
姻
又
ハ
離
婚
ハ
当
事
者
ノ
意
志
ノ
ミ
ニ
テ
成
立
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
尊
属
親
ノ
意
志
ニ
従
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ

（
明
治
四
十
年
控
第
二
八
八
号
、
同
四
十
一
年
四
月
二
十
九
日
判
決
）

一　

夫
死
亡
ノ
場
合
ニ
遺
妻
カ
単
ニ
自
己
ノ
意
思
ニ
基
キ
生
家
ニ
復
帰
シ
得
ル
慣
習
ナ
シ
、
若
シ
復
帰
ヲ
欲
セ
ハ
尊
属
親
ア
ル
場
合
ハ

其
ノ
承
諾
ヲ
得
ヘ
ク
又
尊
属
親
無
キ
場
合
ト
雖
戸
主
ア
レ
ハ
之
カ
承
諾
ヲ
要
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
五
年
控
第
二
三
三
号
、
同

年
五
月
二
十
七
日
判
決
）

一　

妻
カ
不
穏
当
ナ
ル
言
語
ヲ
発
シ
テ
本
夫
並
ニ
姑
ヲ
罵
詈
ス
ル
事
実
ア
リ
ト
ス
ル
モ
此
ノ
事
ノ
ミ
ヲ
以
テ
直
チ
ニ
離
婚
ノ
原
因
ア
ル

モ
ノ
ト
ス
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
年
控
第
二
七
八
号
、
同
年
七
月
六
日
判
決
）

一　

単
ニ
一
家
ノ
和
合
ヲ
欠
ク
ノ
一
事
ハ
離
婚
ノ
原
因
ト
為
ス
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
一
年
控
第
二
九
三
号
、
同
年
六
月
二
十
三
日
判
決
）

一　

養
子
又
ハ
夫
ト
シ
テ
迎
ヘ
タ
ル
者
カ
之
ヲ
迎
ヘ
タ
ル
者
ノ
予
期
ス
ル
カ
如
キ
技
能
ニ
乏
シ
カ
リ
シ
事
情
ア
リ
ト
ス
ル
モ
直
ニ
以
テ

法
律
上
離
縁
又
ハ
離
婚
ノ
原
因
ア
ル
モ
ノ
ト
為
ス
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
二
年
控
第
四
九
二
号
、
同
年
十
月
二
十
三
日
判
決
）

一　

単
ニ
金
銭
ノ
支
払
ノ
有
無
ヲ
条
件
ト
シ
テ
離
婚
ヲ
約
ス
ル
カ
如
キ
ハ
公
ノ
秩
序
善
良
ノ
風
俗
ニ
反
ス
ル
所
為
ナ
ル
ヲ
以
テ
仮
リ
ニ
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養
料
支
払
ノ
延
滞
四
箇
月
ニ
及
フ
ト
キ
ハ
妻
ヲ
離
婚
シ
実
家
ニ
帰
還
セ
シ
ム
ヘ
キ
旨
ノ
契
約
ア
リ
ト
ス
ル
モ
素
ヨ
リ
其
ノ
効
力
ヲ
認

メ
難
ク
斯
カ
ル
原
因
ニ
ヨ
ル
離
婚
請
求
ハ
其
ノ
理
由
ナ
シ
（
大
正
四
年
控
第
六
七
七
号
、
同
五
年
一
月
二
十
六
日
判
決
）

一　

離
婚
セ
ス
シ
テ
妻
ヲ
放
逐
シ
得
ル
慣
習
在
ル
コ
ト
ヲ
認
ム
ヘ
カ
ラ
ス
（
明
治
四
十
二
年
控
第
二
三
一
号
、
同
年
五
月
二
十
八
日
判
決
）

一　

離
婚
ノ
事
実
ナ
キ
限
リ
夫
婦
カ
国
籍
ヲ
異
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
自
体
ニ
ヨ
リ
テ
直
ニ
離
婚
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
為
ス
ヲ
得
ス
（
大
正
八
年

控
民
第
七
五
八
号
、
同
九
年
五
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

結
婚
後
窃
盗
罪
ニ
依
リ
四
回
処
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
事
実
ハ
妻
ノ
名
誉
ヲ
傷
ケ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
離
婚
ノ
原
因
ト
為
ス
ニ
足
ル
（
明
治

四
十
三
年
控
第
一
二
九
号
、
同
年
八
月
十
七
日
判
決
）

一　

夫
カ
破
廉
恥
罪
ヲ
犯
シ
処
刑
セ
ラ
レ
又
ハ
同
居
ニ
堪
エ
サ
ル
虐
待
ヲ
為
ス
等
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
妻
ヨ
リ
離
婚
ノ
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト

ヲ
得
（
明
治
四
十
五
年
控
第
一
〇
七
号
、
同
年
三
月
二
十
日
判
決
）

一　

凡
ソ
夫
婦
ハ
互
ニ
相
敬
シ
互
ニ
名
誉
ヲ
尊
重
ス
ヘ
キ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
然
ル
ニ
夫
カ
窃
盗
罪
ニ
依
リ
懲
役
六

箇
月
ノ
処
刑
ヲ
受
ケ
タ
ル
事
実
ア
ル
以
上
妻
ハ
其
ノ
名
誉
ヲ
害
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
甚
タ
重
大
ナ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヘ
シ
（
大
正
十
一
年

控
民
第
二
七
号
、
同
年
四
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

婚
姻
成
立
ノ
際
何
等
調
査
ヲ
為
サ
ス
シ
テ
後
日
ニ
至
リ
配
偶
者
ノ
婚
姻
前
ニ
於
ケ
ル
前
科
ヲ
覚
知
シ
タ
レ
ハ
ト
テ
之
ヲ
事
由
ト
シ

テ
裁
判
上
離
婚
請
求
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
慣
習
又
ハ
条
理
存
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
（
昭
和
三
年
控
民
第
九
八
号
、
同
三
三
年
七
月
十
日
判
決
）

一　

単
ニ
殴
打
ノ
一
事
ヲ
以
テ
同
居
ニ
甚
エ
サ
ル
虐
待
ア
リ
ト
シ
テ
離
婚
ノ
原
因
ト
為
ス
ヲ
得
ス
ト
ス
（
明
治
四
十
三
年
控
第
三
七
号
、

同
年
二
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

木
竹
ノ
如
キ
硬
固
ノ
物
体
ニ
テ
乱
打
シ
或
ハ
爪
甲
歯
牙
ニ
テ
傷
ケ
綱
帯
類
ノ
如
キ
モ
ノ
ニ
テ
絞
搾
シ
為
ニ
疾
病
休
業
二
週
間
ヲ
要

ス
ル
創
傷
ヲ
負
ハ
シ
ム
ル
カ
如
キ
ハ
頗
ル
重
大
ニ
シ
テ
夫
婦
間
ト
雖
忍
容
ヲ
強
フ
ヘ
キ
程
度
ヲ
超
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
同
居
ニ
甚
エ
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サ
ル
虐
待
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
離
婚
ノ
原
因
ト
為
ス
ニ
足
ル
（
大
正
三
年
控
第
六
七
九
号
、
同
四
年
一
月
二
十
九
日
判
決
）

一　

案
ス
ル
ニ
慣
習
上
離
婚
ノ
原
因
タ
ル
ヘ
キ
同
居
ニ
甚
エ
サ
ル
虐
待
ト
ハ
継
続
的
ナ
ル
ト
一
時
的
ナ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
其
ノ
所
為
苛
酷

ニ
シ
テ
到
底
夫
婦
ノ
関
係
ヲ
持
続
シ
同
居
ス
ル
ニ
甚
エ
サ
ル
程
度
ノ
モ
ノ
ヲ
指
称
ス
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
故
ニ
夫
ノ
妻
ニ

加
ヘ
タ
ル
殴
打
傷
害
カ
同
居
ニ
甚
エ
サ
ル
虐
待
ナ
リ
ト
シ
之
ヲ
離
婚
ノ
原
因
ト
為
ス
ニ
ハ
其
ノ
殴
打
傷
害
ノ
軽
重
ノ
ミ
ニ
ヨ
リ
決
ス

ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
シ
テ
其
ノ
殴
打
傷
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
原
因
動
機
等
ヲ
参
酌
シ
該
殴
打
傷
害
カ
所
謂
苛
酷
ノ
所
為
ナ
リ
ト
称
シ
得
ヘ
キ

ヤ
否
ヤ
ニ
ヨ
リ
テ
之
ヲ
決
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
（
昭
和
六
年
上
民
第
一
四
一
号
、
同
年
七
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

正
妻
ヲ
妾
ノ
地
位
ニ
貶
點
シ
妻
ノ
待
遇
ヲ
為
サ
サ
ラ
ン
ト
企
図
ス
ル
カ
如
キ
ハ
一
家
ノ
秩
序
ヲ
紊
乱
シ
倫
常
ヲ
無
視
セ
ル
不
法
行

為
ニ
属
シ
妻
ニ
対
シ
テ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
妻
カ
之
ヲ
原
因
ト
シ
テ
離
婚
ヲ
請
求
ス
ル
ハ
相
当
ナ
リ
（
明

治
四
十
一
年
控
第
七
一
四
号
、
同
四
十
二
年
三
月
十
日
判
決
）

一　

夫
婦
関
係
カ
法
律
上
保
護
セ
ラ
レ
妻
タ
ル
モ
ノ
カ
其
ノ
身
分
ニ
伴
フ
権
義
ノ
主
体
タ
ル
以
上
ハ
夫
カ
妻
ヲ
他
ニ
売
却
ス
ル
カ
如
キ

行
為
ハ
現
今
本
島
ノ
社
会
状
態
ニ
於
テ
モ
妻
ニ
対
ス
ル
重
大
ナ
ル
侮
辱
ト
シ
テ
離
婚
ノ
原
因
ト
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
三

年
控
第
四
一
八
号
、
同
年
十
二
月
十
五
日
判
決
）

一　

夫
カ
聘
金
ヲ
得
テ
其
妻
ヲ
他
ニ
転
嫁
セ
シ
メ
ン
ト
シ
其
ノ
交
渉
ヲ
開
始
シ
且
後
妻
ノ
候
補
者
ト
目
ス
ヘ
キ
女
子
ヲ
入
レ
テ
之
ト
同

棲
ス
ル
如
キ
ハ
妻
ニ
対
シ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヘ
ク
以
テ
離
婚
ノ
原
因
ト
為
ス
ニ
足
ル
（
大
正
九
年
控
民
第

五
七
号
、
同
年
三
月
四
日
判
決
）

一　

妻
ノ
家
出
後
夫
カ
妾
ト
同
棲
シ
居
ル
事
実
ア
リ
ト
ス
ル
モ
未
タ
以
テ
妻
ハ
夫
ヨ
リ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
受
ケ
タ
リ
ト
論
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
ス
（
大
正
十
年
上
民
第
七
七
号
、
同
年
十
月
二
十
日
判
決
）

一　

正
妻
ア
ル
ニ
拘
ラ
ス
其
後
他
女
ト
婚
姻
同
居
ス
ル
カ
如
キ
ハ
正
妻
ニ
対
シ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
与
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヲ
得
ヘ
ク
離
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婚
ノ
正
当
ノ
事
由
ト
認
ム
（
大
正
十
一
年
控
民
第
八
一
六
号
、
同
年
十
一
月
二
十
日
判
決
）

一　

妻
ニ
対
ス
ル
重
大
ナ
ル
侮
辱
ト
ハ
妻
ノ
名
誉
面
目
ヲ
毀
損
ス
ル
コ
ト
重
大
ナ
ル
ヲ
云
フ

　

夫
ノ
行
為
カ
妻
ノ
名
誉
面
目
ヲ
毀
損
ス
ル
ヤ
否
ヤ
且
毀
損
ス
ル
程
度
カ
重
大
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
一
ニ
当
事
者
ノ
属
ス
ル
社
会
一
般
ノ

観
念
ニ
依
リ
テ
決
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
十
二
年
上
民
第
一
三
二
号
、
同
十
三
年
二
月
十
四
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
ハ
古
来
蓄
妾
ノ
風
習
ヲ
存
シ
今
モ
尚
夫
カ
妾
ヲ
迎
ヘ
之
ヲ
戸
内
ニ
容
ル
ル
モ
妻
ハ
敢
テ
之
ヲ
咎
メ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

妾
ト
同
棲
シ
テ
厭
ハ
ス
世
人
モ
亦
之
ヲ
怪
マ
サ
ル
風
ア
ル
ハ
顕
著
ナ
ル
事
実
ナ
リ
故
ニ
現
時
ニ
在
リ
テ
ハ
夫
カ
妾
ヲ
迎
ヘ
テ
入
戸
セ

シ
メ
タ
ル
事
実
自
体
ハ
未
タ
以
テ
妻
ニ
対
ス
ル
重
大
ナ
ル
侮
辱
ナ
リ
ト
云
フ
ヘ
キ
ニ
非
ス
（
大
正
十
二
年
上
民
第
一
三
二
号
、
同
十
三

年
二
月
十
四
日
判
決
）

一　

夫
カ
妾
ヲ
迎
フ
ル
コ
ト
ハ
本
島
ノ
旧
慣
上
認
容
セ
ラ
ル
ル
処
ナ
ル
ヲ
以
テ
迎
妾
ノ
一
事
ヲ
捉
ヘ
テ
妻
ニ
対
ス
ル
重
大
ナ
ル
侮
辱
ト

謂
フ
ヲ
得
サ
ル
ヤ
言
ヲ
俟
タ
ス
（
大
正
十
二
年
控
民
第
五
六
六
号
、
同
年
一
月
十
五
日
判
決
）

一　

案
ス
ル
ニ
離
婚
原
因
タ
ル
所
謂
重
大
ナ
ル
侮
辱
ト
ハ
夫
婦
ノ
一
方
カ
他
ノ
一
方
ニ
対
シ
相
互
ニ
保
護
ス
ヘ
キ
夫
婦
本
来
ノ
義
務
ニ

違
背
シ
テ
精
神
上
苦
痛
ヲ
与
フ
ル
所
為
ヲ
謂
フ
モ
ノ
ニ
シ
テ
彼
ノ
同
居
ニ
甚
エ
サ
ル
虐
待
ノ
如
ク
肉
体
上
ニ
痛
苦
ヲ
与
フ
ル
所
為
ト

異
リ
必
ス
シ
モ
同
居
中
ノ
行
為
ニ
限
ル
ヘ
キ
謂
レ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
従
テ
別
居
中
ト
雖
苟
モ
夫
婦
ノ
一
方
カ
他
ノ
一
方
ヨ
リ
重
大
ナ
ル

侮
辱
ヲ
受
ケ
タ
ル
以
上
該
侮
辱
ヲ
以
テ
離
婚
ノ
原
因
ト
ス
ル
ニ
妨
ナ
シ
加
之
重
大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
受
ケ
タ
リ
ト
ス
ル
夫
婦
ノ
一
方
カ
当

時
ノ
他
ノ
一
方
ニ
対
ス
ル
同
居
ノ
義
務
不
履
行
ノ
事
実
ア
リ
ト
ス
ル
モ
其
ノ
受
ケ
タ
ル
重
大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
原
因
ト
シ
テ
離
婚
ノ
訴
ヲ

提
起
シ
得
サ
ル
理
屈
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
（
昭
和
六
年
上
民
第
三
七
一
号
、
同
七
年
二
月
二
十
七
日
判
決
）

一　

案
ス
ル
ニ
配
偶
者
ノ
一
方
及
其
ノ
直
系
尊
属
ヨ
リ
刑
事
ノ
告
訴
ヲ
提
起
セ
ラ
レ
不
起
訴
処
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
他
ノ
一
方
カ
右
ノ
告
訴

提
起
ヲ
以
テ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ナ
リ
ト
シ
之
ヲ
理
由
ト
シ
テ
離
婚
ヲ
訴
求
ス
ル
ニ
ハ
該
告
訴
ニ
付
誣
告
罪
ノ
構
成
要
件
ヲ
具
備
ス
ル
ノ
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要
ア
ル
コ
ト
ナ
キ
ハ
固
ヨ
リ
所
論
ノ
如
ク
ナ
ル
モ
亦
単
ニ
告
訴
提
起
ノ
一
事
ヲ
以
テ
直
ニ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ナ
リ
ト
断
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ

非
ス
、
告
訴
人
ニ
於
テ
告
訴
ニ
係
ル
犯
罪
事
実
存
ス
ト
信
ス
ヘ
キ
相
当
ノ
理
由
ア
ル
ト
キ
ハ
該
告
訴
ハ
権
利
ノ
行
使
ニ
シ
テ
之
ヲ
目

シ
テ
配
偶
者
ノ
一
方
ニ
対
シ
テ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヲ
得
ス
（
昭
和
七
年
上
民
第
一
六
三
号
、
同
年
十
月
一
日
判

決
）

一　

夫
カ
悪
意
ヲ
以
テ
妻
ヲ
遺
棄
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
妻
ハ
離
婚
ノ
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
（
大
正
七
年
控
第
二
三
七
号
、
同
年
七
月
八
日
判

決
）

一　

妻
ハ
夫
ト
同
居
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ
ト
同
時
ニ
夫
ハ
妻
ヲ
シ
テ
同
居
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ハ
夫
婦
間
ノ
常
道
ナ
リ
故
ニ
正

当
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
夫
カ
妻
ヲ
シ
テ
同
居
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
拒
絶
ス
ル
ハ
所
謂
悪
意
ノ
遺
棄
ニ
外
ナ
ラ
ス
（
大
正
十
一
年
上
民
第

六
一
号
、
同
年
八
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

夫
カ
妻
ノ
直
系
卑
属
ト
争
論
ノ
末
之
ヲ
突
キ
倒
シ
鎌
ヲ
以
テ
前
額
部
ニ
斬
リ
付
ケ
鎌
ノ
柄
ニ
テ
左
下
顎
部
ヲ
殴
打
シ
切
創
傷
及
打

撲
傷
ヲ
負
ハ
シ
メ
タ
ル
為
傷
害
罪
ニ
依
リ
処
刑
セ
ラ
レ
タ
ル
カ
如
キ
ハ
妻
ノ
直
系
尊
属
ニ
対
シ
虐
待
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ヘ
キ

ニ
ヨ
リ
之
ヲ
以
テ
裁
判
上
離
婚
ノ
原
因
ト
為
ス
ニ
足
ル
（
大
正
七
年
控
第
六
三
号
、
同
年
二
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

夫
カ
妻
ノ
尊
属
親
ヲ
殺
害
シ
タ
ル
事
実
ア
ル
以
上
ハ
妻
カ
離
婚
ヲ
求
ム
ル
ハ
相
当
ナ
リ
（
大
正
七
年
控
第
二
二
八
号
、
同
年
六
月
五

日
判
決
）

一　

離
婚
ニ
基
ク
届
出
ヲ
為
ス
義
務
ハ
其
当
事
者
ノ
属
ス
ル
戸
主
ノ
義
務
ナ
ル
コ
ト
戸
口
規
則
上
疑
ナ
キ
所
ナ
リ
（
大
正
八
年
控
民
第

四
七
四
号
、
同
九
年
三
月
四
日
判
決
）

　
　

第
三
節　

変
例
ノ
婚
姻

　
　
　

第
一
款　

招
入
婚
姻
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一　

招
夫
ハ
招
入
、
招
出
ノ
別
ア
リ
ト
雖
元
来
招
家
ノ
家
政
ヲ
弁
理
シ
又
ハ
其
家
ノ
嗣
子
ヲ
挙
ク
ル
等
ノ
目
的
ノ
為
ニ
家
女
ト
婚
姻
ス

ル
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
サ
レ
ハ
其
家
ノ
戸
主
ト
ハ
常
ニ
服
従
関
係
ヲ
有
シ
独
立
シ
テ
一
家
ノ
主
宰
者
ト
ナ
リ
公
私
百
般
ノ
事
ニ
当
ル
ヲ
得

サ
ル
コ
ト
ハ
顕
著
ナ
ル
慣
習
ナ
リ
、
故
ニ
招
夫
カ
自
己
及
家
族
ニ
冷
遇
ヲ
受
ケ
同
居
シ
難
キ
事
情
ア
リ
ト
ス
ル
モ
単
ニ
此
ノ
事
情
ノ

ミ
ニ
因
リ
戸
主
ノ
意
ニ
反
キ
妻
子
ノ
引
渡
ヲ
強
要
シ
之
ト
別
居
セ
ン
ト
ス
ル
カ
如
キ
ハ
全
然
招
夫
ノ
目
的
ニ
違
背
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

（
明
治
三
十
九
年
控
第
三
二
五
号
、
同
年
九
月
六
日
判
決
）

一　

妻
カ
夫
家
ニ
入
リ
タ
ル
以
上
ハ
普
通
婚
姻
ニ
シ
テ
反
証
ナ
キ
限
リ
ハ
招
夫
婚
姻
ト
見
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
（
明
治
四
十
三
年
控
第

六
八
三
号
、
同
年
十
二
月
七
日
判
決
）

一　

招
夫
婚
姻
ハ
継
嗣
或
ハ
家
人
ノ
扶
養
慰
藉
其
他
諸
種
ノ
目
的
ノ
為
ニ
之
ヲ
為
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
出
生
子
ノ
所
属
ハ
招
婚
字
ニ
於
テ
特

約
ス
ル
ヲ
普
通
ト
ス
レ
ト
モ
継
嗣
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
目
的
ト
セ
サ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
且
ツ
特
ニ
協
定
ナ
キ
場
合
ニ
ハ
其
子
ハ
招
夫
ニ
属
ス

ヘ
キ
モ
ノ
ト
ナ
ス
ヲ
通
例
ト
ス
（
大
正
元
年
控
第
一
九
三
号
、
同
年
十
二
月
十
八
日
判
決
）

一　

夫
死
亡
後
寡
婦
カ
招
夫
婚
姻
ヲ
為
シ
タ
ル
後
其
住
居
ヲ
移
転
ス
ル
モ
従
前
ノ
戸
口
ヲ
廃
絶
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

（
大
正
二
年
控
第
三
五
七
号
、
同
年
十
月
三
十
日
判
決
）

一　

招
婿
及
招
夫
ノ
制
度
ハ
台
湾
ニ
於
テ
従
来
行
ハ
ル
ル
慣
習
ニ
シ
テ
毫
モ
公
序
良
俗
ニ
反
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
（
大
正
九
年
控
民
第

五
〇
四
号
、
同
年
九
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

贅
入
招
婚
字
ヲ
立
テ
婚
姻
ノ
儀
式
ヲ
挙
行
シ
タ
ル
以
上
ハ
招
夫
婚
姻
ハ
成
立
シ
戸
口
届
ニ
ヨ
リ
始
メ
テ
婚
姻
成
立
ス
ル
モ
ノ
ニ
非

ス
（
大
正
六
年
控
第
一
六
〇
号
、
同
年
六
月
九
日
判
決
）

一　

招
夫
婚
姻
ノ
主
婚
人
タ
ル
者
ハ
其
ノ
尊
属
親
タ
ル
ヲ
通
例
ト
ス
（
大
正
八
年
控
民
第
七
一
二
号
、
同
九
年
五
月
十
八
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
招
家
ノ
戸
主
ト
ナ
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
年
控
第
六
三
五
号
、
同
四
十
一
年
四
月
二
十
二
日
判
決
）
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一　

招
夫
ハ
招
夫
ヲ
為
シ
タ
ル
婦
ノ
代
理
人
ニ
非
ス
（
大
正
七
年
控
第
一
五
九
号
、
同
年
六
月
二
十
九
日
判
決
）

一　

婦
人
ハ
普
通
出
嫁
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
招
贅
ス
ル
カ
如
キ
ハ
慣
習
上
例
外
ニ
属
ス
ル
カ
故
ニ
是
カ
主
張
者
ハ
挙
証
ノ
責
ア
ル
モ
ノ

ト
ス
（
明
治
三
十
六
年
控
第
一
九
六
号
、
同
年
六
月
十
四
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
家
政
上
婦
若
ハ
遺
子
タ
ル
幼
者
ヲ
補
助
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
当
然
自
己
ノ
名
義
ヲ
以
テ
其
ノ
財
産
ヲ
処
分
シ
若
ハ
之
ヲ
管
理

ス
ル
如
キ
権
能
ア
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
旧
時
訴
訟
上
ニ
於
テ
モ
婦
女
幼
者
ノ
抱
告
等
ノ
地
位
ニ
止
マ
リ
決
シ
テ
訴
訟
当
事
者
タ
リ
シ
コ

ト
ナ
シ
（
明
治
三
十
三
年
控
第
三
〇
二
号
、
同
三
十
四
年
三
月
八
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
婦
家
ノ
財
産
祭
祀
等
ニ
関
シ
テ
ハ
何
等
ノ
権
利
ヲ
行
使
ス
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
三
十
四
年
控
第
二
九
九
号
、
同
三
十
五
年
六
月

六
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
其
ノ
入
家
シ
タ
ル
家
ノ
財
産
ニ
対
シ
テ
ハ
何
等
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
（
明
治
三
十
六
年
控
第
三
二
号
、
同
三
十
七

年
一
月
二
十
六
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
招
家
ニ
ア
リ
テ
ハ
相
続
権
ヲ
得
ル
能
ハ
サ
ル
ト
同
時
ニ
亦
生
家
ノ
宗
族
タ
ル
ノ
身
分
ヲ
失
ハ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治

四
十
三
年
控
第
六
八
号
、
同
年
六
月
十
一
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
招
家
ニ
ア
リ
テ
ハ
相
続
権
ヲ
得
ル
能
ハ
サ
ル
ト
同
時
ニ
其
実
家
ノ
相
続
権
ヲ
喪
失
セ
ス
（
明
治
四
十
三
年
控
第
四
七
〇
号
、

同
年
十
一
月
五
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
旧
慣
上
招
家
ノ
財
産
ヲ
承
継
ス
ヘ
キ
権
利
ナ
シ

　

招
夫
ハ
旧
慣
上
招
家
ノ
相
続
関
係
ニ
付
テ
ハ
利
害
関
係
ヲ
有
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
招
夫
カ
招
家
ノ
相
続
ニ
関
ス
ル
親
族
協
議
ニ
関

与
セ
サ
レ
ハ
ト
テ
直
ニ
該
協
議
ヲ
以
テ
不
当
ノ
モ
ノ
ナ
リ
ト
謂
フ
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
五
年
控
第
三
九
六
号
、
大
正
元
年
八
月
十
日
判
決
）

一　

招
夫
婚
姻
後
招
夫
ノ
実
家
ノ
尊
属
親
死
亡
シ
他
ニ
相
続
人
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
招
夫
カ
実
家
ノ
相
続
ヲ
為
ス
ハ
相
当
ナ
リ
（
大
正
二
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年
控
第
一
二
一
号
、
同
年
四
月
九
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
其
入
戸
セ
ル
家
ノ
財
産
ニ
付
何
等
ノ
権
利
ヲ
獲
得
セ
サ
ル
ト
同
時
ニ
実
家
ニ
於
ケ
ル
財
産
上
ノ
地
位
ヲ
失
フ
モ
ノ
ニ
ア
ラ

ス
（
大
正
八
年
控
民
第
一
三
六
・
一
三
八
号
、
同
九
年
十
二
月
二
十
九
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
婚
姻
ニ
因
リ
招
家
ニ
入
ル
ト
雖
モ
招
家
ノ
宗
族
タ
ル
身
分
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
招
家
ノ
財
産
ヲ
相
続
ス
ヘ
キ
権
利
ヲ
有

ス
ル
コ
ト
ナ
シ
招
夫
ト
媳
婦
仔
ト
ノ
間
ニ
生
レ
タ
ル
子
亦
然
リ
（
大
正
十
年
上
民
第
三
八
号
、
同
年
五
月
十
九
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
婦
家
ニ
入
ル
慣
習
ナ
ル
カ
故
ニ
婦
ノ
同
意
ヲ
得
ス
シ
テ
招
家
以
外
ニ
任
意
ニ
居
所
ヲ
定
ム
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
一
年
控

第
四
八
九
号
、
同
年
十
一
月
二
十
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
招
家
ニ
入
リ
其
ノ
婦
ト
同
居
ス
ル
義
務
ヲ
負
ヒ
招
家
ノ
戸
主
又
ハ
其
ノ
婦
ノ
同
意
ヲ
得
ス
シ
テ
招
家
ヲ
離
レ
独
立
シ
テ
其

住
所
ヲ
選
定
シ
招
家
ニ
在
ル
婦
ヲ
シ
テ
之
ニ
移
転
セ
シ
ム
ル
ノ
権
利
ヲ
有
セ
ス
（
明
治
四
十
二
年
控
第
四
一
一
号
、
同
年
九
月
十
八
日

判
決
）

一　

招
夫
カ
当
初
ノ
予
想
ニ
反
シ
招
家
ニ
充
分
ノ
給
養
ヲ
為
シ
得
サ
ル
事
実
ヲ
以
テ
直
ニ
招
家
ノ
尊
属
ヨ
リ
養
料
ノ
請
求
ヲ
為
ス
ハ
不

当
ナ
リ
（
明
治
四
十
四
年
控
第
九
五
号
、
同
年
三
月
六
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
夫
ノ
死
後
更
ニ
後
夫
ヲ
迎
フ
ル
ノ
類
例
ア
ル
コ
ト
ハ
認
ム
ヘ
キ
モ
其
際
ニ
於
テ
ハ
招
贅
夫
字
ヲ
作
製
シ
当
事
者
間
ニ

出
生
シ
タ
ル
子
ニ
関
ス
ル
コ
ト
モ
明
約
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
三
十
四
年
控
第
五
四
号
、
同
年
七
月
十
二
日
判
決
）

一　

招
夫
契
約
ニ
於
テ
招
家
ニ
属
ス
ル
生
子
ノ
帰
属
ヲ
定
メ
タ
ル
以
上
ハ
仮
令
戸
口
簿
ニ
反
対
ノ
記
入
ア
ル
モ
之
ニ
ヨ
リ
テ
直
ニ
招
家

ノ
子
ニ
ア
ラ
ス
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
得
ス
（
大
正
二
年
控
第
四
二
二
号
、
同
年
八
月
十
六
日
判
決
）

一　

招
夫
契
約
ニ
於
テ
将
来
招
家
ニ
帰
属
ス
ル
子
ア
ル
ト
キ
ハ
其
子
ニ
対
シ
遺
産
ヲ
均
分
取
得
セ
シ
ム
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
約
定
シ
タ
ル
場
合

ハ
其
子
ハ
先
代
ノ
遺
産
ニ
対
シ
相
続
権
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
（
大
正
二
年
控
第
四
二
二
号
、
同
年
八
月
十
六
日
判
決
）
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一　

招
贅
ニ
ヨ
リ
子
孫
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
場
合
ニ
ハ
進
贅
字
内
ニ
於
テ
招
夫
ニ
ヨ
リ
テ
生
レ
タ
ル
子
ノ
所
属
ヲ
明
定
ス
ル
ヲ

通
常
ト
ス
ル
カ
故
ニ
招
贅
字
ニ
何
等
ノ
定
ナ
キ
場
合
ハ
其
所
生
ノ
子
女
ハ
之
ヲ
招
夫
ニ
帰
属
セ
シ
ム
ル
意
ナ
リ
シ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当

ト
ス
（
大
正
三
年
控
第
一
一
九
号
、
同
年
三
月
六
日
判
決
）

一　

家
女
ト
招
夫
ト
ノ
間
ニ
生
レ
タ
ル
子
ハ
一
応
招
家
ノ
相
続
者
ト
看
做
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
六
年
控
第
六
〇
六
号
、
同
七
月
十
一

日
判
決
）

一　

家
女
ト
招
婿
ト
ノ
間
ニ
出
生
シ
タ
ル
子
ハ
先
ツ
其
ノ
長
男
ヲ
シ
テ
招
家
ヲ
継
カ
シ
ム
ル
慣
習
ノ
存
在
セ
サ
ル
コ
ト
ハ
顕
著
ナ
ル
事

実
ナ
リ
（
大
正
九
年
控
民
第
五
〇
四
号
、
同
年
九
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

招
夫
ト
媳
婦
仔
ト
ノ
間
ニ
生
レ
タ
ル
子
ハ
招
夫
婚
姻
ノ
際
予
メ
其
出
生
男
ヲ
招
家
ノ
継
嗣
ト
ナ
ス
ヘ
キ
旨
ノ
特
約
存
ス
ル
カ
若
ハ

出
生
後
其
子
カ
招
家
ノ
継
嗣
ト
ナ
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ノ
ミ
招
家
ノ
財
産
ヲ
相
続
シ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
十
年
上
民
第
三
八
号
、
高

等
法
院
上
告
部
判（
6 
）

例
）

一　

本
島
ニ
於
テ
媳
婦
仔
ト
其
招
夫
ト
ノ
間
ニ
生
レ
タ
ル
長
男
ハ
当
然
其
祖
父
ノ
財
産
ニ
付
祖
父
ノ
実
子
ト
同
等
ノ
相
続
権
ヲ
有
ス
ト

ノ
旧
慣
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
（
大
正
十
年
控
民
第
一
一
三
号
、
同
年
三
月
十
九
日
判
決
）

一　

旧
慣
上
招
夫
カ
招
出
ス
ル
ト
キ
ハ
一
戸
ヲ
構
成
ス
而
シ
テ
既
ニ
一
戸
ヲ
構
成
シ
タ
ル
以
上
ハ
招
家
ノ
戸
主
ニ
於
テ
之
カ
分
戸
手
続

ノ
請
求
ヲ
為
シ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
三
年
控
第
八
六
七
号
、
同
四
年
一
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

招
夫
カ
収
賄
阿
片
令
違
反
傷
害
罪
等
ニ
依
リ
三
度
処
刑
セ
ラ
レ
タ
ル
事
実
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
招
家
ノ
家
名
ヲ
汚
辱
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ

テ
家
長
カ
離
籍
ノ
請
求
ヲ
為
ス
ハ
相
当
ナ
リ
（
大
正
元
年
控
第
一
〇
四
号
、
同
年
十
月
十
九
日
判
決
）

一　

濫
ニ
家
出
ヲ
ナ
シ
妻
ヲ
遺
棄
シ
招
家
ヲ
顧
ミ
サ
ル
カ
如
キ
招
夫
ノ
行
為
ハ
離
婚
ノ
原
因
ト
為
ス
ニ
足
ル
（
明
治
四
十
五
年
控
第

二
四
一
号
、
同
年
五
月
十
七
日
判
決
）
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一　

招
夫
カ
其
ノ
契
約
期
限
内
招
家
ヲ
出
テ
故
ナ
ク
実
家
ニ
帰
リ
タ
ル
場
合
ニ
妻
カ
離
婚
ヲ
求
ム
ル
ハ
相
当
ナ
リ
（
大
正
元
年
控
第

二
八
二
号
、
同
年
五
月
十
七
日
判
決
）

一　

招
夫
カ
謂
レ
ナ
ク
家
出
シ
テ
其
妻
ヲ
遺
棄
シ
テ
招
家
ヲ
顧
ミ
サ
ル
行
為
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
裁
判
上
離
婚
請
求
ノ
事
由
ト
為
ス
ニ
足
ル

（
大
正
六
年
控
第
一
九
八
号
、
同
年
七
月
七
日
判
決
）

一　

招
夫
カ
擅
ニ
招
家
ヲ
去
リ
妻
ヲ
扶
養
セ
サ
ル
事
実
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
悪
意
ヲ
以
テ
妻
ヲ
遺
棄
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
相
当
ト
ス

（
大
正
六
年
控
第
二
三
〇
号
、
同
年
五
月
二
十
六
日
判
決
）

一　

招
夫
カ
謂
レ
ナ
ク
家
出
シ
テ
其
妻
妾
ヲ
遺
棄
シ
テ
招
家
ヲ
顧
ミ
サ
ル
行
為
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
裁
判
上
離
婚
請
求
ノ
事
由
ト
為
ス
ニ
足

ル
（
大
正
七
年
控
第
八
七
号
、
同
六
年
七
月
七
日
判（
7 
）

決
）

　
　
　

第
二
款　

夫
妾
婚
姻

一　

妾
ハ
本
島
ニ
於
テ
一
般
ニ
公
認
セ
ラ
レ
タ
ル
身
分
関
係
ニ
シ
テ
之
ヲ
以
テ
良
俗
ニ
背
ク
モ
ノ
ト
云
フ
ヲ
得
ス
（
明
治
三
十
九
年
控

第
二
九
四
号
、
同
年
八
月
三
十
一
日
判
決
）

一　

妾
ハ
本
島
ノ
旧
慣
ノ
認
ム
ル
所
ニ
シ
テ
本
島
ニ
於
テ
ハ
必
ス
シ
モ
善
良
ノ
風
俗
ニ
反
ス
ル
制
度
ナ
リ
ト
謂
フ
ヲ
得
ス

　

旧
慣
上
既
ニ
妾
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
認
ム
ル
以
上
ハ
妻
ハ
其
ノ
意
ニ
反
シ
テ
妾
ト
同
居
ス
ヘ
キ
場
合
又
之
無
キ
ニ
非
ス
（
大
正
十
年
上
民

第
七
七
号
、
同
年
十
月
二
十
日
判
決
）

一　

蓄
妾
ハ
方
今
人
文
ノ
開
進
セ
ル
社
会
ニ
在
リ
テ
ハ
固
ヨ
リ
嫌
悪
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
雖
本
島
ニ
ハ
古
来
蓄
妾
ハ
公
認
セ
ラ
レ
今
尚

其
ノ
習
俗
存
ス
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
男
子
カ
妾
ヲ
迎
フ
ル
コ
ト
ハ
本
島
ニ
於
ケ
ル
社
会
観
念
上
其
ノ
妻
又
ハ
縁
女
ノ
声
価
ヲ
傷
ク
ル
コ

ト
重
大
ナ
リ
ト
云
フ
ヲ
得
ス
（
大
正
十
年
上
民
第
九
四
号
、
同
十
一
年
一
月
十
九
日
判
決
）

一　

夫
妾
ノ
関
係
ハ
習
慣
上
認
容
セ
ラ
レ
タ
ル
身
分
関
係
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
目
シ
テ
公
ノ
秩
序
善
良
ノ
風
俗
ニ
反
ス
ル
モ
ノ
ト
断
ス
ル
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ヲ
得
ス
（
大
正
十
一
年
控
民
第
三
八
七
号
、
同
年
六
月
二
十
七
日
判
決
）

一　

法
律
上
妾
ナ
ル
身
分
関
係
ヲ
認
ム
ル
ニ
ハ
旧
慣
ニ
従
ヒ
其
ノ
身
分
関
係
ヲ
生
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
実
質
ヲ
備
フ
ル
コ
ト
ヲ
要
シ
所
謂

外
妾
ナ
ル
モ
ノ
ハ
法
律
上
之
ヲ
妾
ト
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
（
大
正
五
年
控
第
七
〇
六
号
、
同
年
七
月
一
日
判
決
）

一　

妾
契
約
ノ
下
ニ
聘
金
及
物
品
ノ
交
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
事
実
ア
リ
ト
ス
ル
モ
既
ニ
妾
タ
ル
地
位
ニ
立
チ
タ
ル
以
上
ハ
後
日
妾
カ
無
断
家

出
ヲ
為
シ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
夫
ハ
当
初
交
付
ノ
聘
金
及
物
件
ノ
取
戻
ヲ
為
ス
ヘ
キ
権
限
ヲ
有
セ
ス
（
大
正
六
年
控
第
五
〇
六
号
、
同
年
十

月
十
二
日
判
決
）

一　

妾
ハ
所
謂
準
副
妻
ナ
レ
ハ
先
ツ
先
妻
ア
リ
シ
モ
ノ
又
コ
レ
ア
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
始
メ
テ
蓄
妾
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ト
為
ス
慣
習
存
在
ス

（
大
正
八
年
控
民
第
七
五
八
号
、
同
九
年
五
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

他
人
ノ
妾
ト
婚
姻
ス
ル
ハ
不
適
法
ナ
リ
（
明
治
三
十
九
年
控
第
一
〇
六
号
、
同
年
四
月
二
十
三
日
判
決
）

一　

妾
ハ
夫
家
ノ
家
族
ト
シ
テ
夫
家
ニ
入
戸
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
四
年
控
第
三
〇
九
号
、
同
年
八
月
十
六
日
判
決
）

一　

夫
ノ
死
後
妻
カ
自
由
ニ
妾
ヲ
革
逐
帰
宗
セ
シ
メ
得
ヘ
キ
慣
習
ナ
シ
（
明
治
三
十
九
年
控
民
第
三
七
号
、
同
年
三
月
九
日
判
決
）

一　

夫
ト
一
種
ノ
身
分
関
係
ヲ
有
ス
ル
妾
ナ
ル
モ
ノ
カ
正
妻
ノ
為
ニ
何
等
ノ
事
由
ナ
ク
放
逐
セ
ラ
ル
ル
慣
習
ノ
存
在
ハ
認
メ
難
シ
（
明

治
四
十
年
控
第
六
三
号
、
同
年
二
月
二
十
七
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
ニ
依
レ
ハ
妻
妾
ノ
間
其
位
置
及
権
力
ニ
於
テ
厳
然
タ
ル
区
別
ノ
存
在
ス
ル
ア
リ
テ
妾
ハ
其
ノ
所
生
ノ
子
ニ
対
シ
テ
懲

戒
監
督
ノ
権
力
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
嫡
母
ハ
庶
出
ノ
子
ニ
対
シ
テ
モ
尚
親
権
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　

仮
令
嫡
母
タ
ル
モ
ノ
ト
雖
己
ニ
家
ヲ
異
ニ
ス
ル
庶
子
ニ
対
シ
尚
親
権
ア
リ
ト
云
フ
ヲ
得
ス
（
明
治
三
十
九
年
控
第
三
七
号
、
同
年
三

月
九
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
ニ
於
テ
妾
カ
其
子
ニ
対
ス
ル
関
係
ハ
嫡
母
ノ
其
所
生
ノ
子
ニ
於
ケ
ル
ト
異
ル
コ
ト
ナ
ク
命
令
懲
戒
ノ
権
ヲ
有
シ
又
其
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子
女
ノ
婚
姻
及
養
子
縁
組
ニ
関
シ
同
意
権
ヲ
有
ス
妻
ハ
妾
ノ
子
ニ
対
シ
テ
ハ
嫡
母
ト
シ
テ
権
利
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
妾
ノ
権
利
ハ
自
ラ

制
限
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
免
レ
ス
（
大
正
七
年
控
民
一
六
六
、一
六
八（
8 
）

号
）

一　

妾
ニ
シ
テ
家
長
ノ
没
後
其
家
ニ
止
リ
貞
操
ヲ
守
レ
ル
者
ノ
如
キ
ハ
正
妻
及
家
長
ノ
嫡
子
孫
ハ
之
ヲ
扶
養
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
モ
自
ラ

其
ノ
節
ヲ
破
リ
其
家
ヲ
離
レ
テ
情
夫
ト
同
居
セ
ル
モ
ノ
ノ
如
キ
ハ
扶
養
ノ
義
務
ナ
キ
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
至
当
ト
ス
（
明
治
四
十
三
年

控
第
四
八
七
号
、
同
年
十
月
二
日
判
決
）

一　

妾
カ
夫
ノ
不
行
跡
ヲ
条
件
ト
シ
夫
ヨ
リ
財
産
上
ノ
利
益
ヲ
獲
得
シ
且
夫
権
ヲ
脱
シ
自
由
行
動
ヲ
執
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
契
約
ノ
如
キ

ハ
善
良
ナ
ル
風
俗
ニ
反
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
明
瞭
ナ
リ
（
大
正
七
年
控
第
四
六
六
号
、
同
年
十
月
三
日
判
決
）

一　

先
代
ノ
妾
カ
他
人
ト
私
通
シ
テ
懐
妊
分
娩
シ
濫
ニ
家
出
ス
ル
カ
如
キ
行
為
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
先
代
ノ
承
継
人
カ
家
族
ト
シ
テ
ノ
妾

ヲ
離
戸
シ
得
ヘ
キ
ハ
当
然
ナ
リ

　

妾
ノ
離
戸
請
求
ニ
付
テ
ハ
妾
ト
妾
ノ
実
家
ノ
戸
主
ト
ヲ
共
同
被
告
ト
シ
テ
訴
フ
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ス
（
明
治
四
十
五
年
控
第
一
九
〇

号
、
同
年
五
月
十
一
日
判
決
）

一　

夫
妾
ノ
関
係
ハ
当
事
者
ノ
一
方
カ
之
ヲ
存
続
ス
ル
ノ
意
志
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
存
続
ス
ヘ
キ
正
当
ノ
事
由
ア
ル
場
合
ノ

外
寧
ロ
之
ヲ
解
消
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
条
理
ニ
適
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、
妾
ヨ
リ
夫
ニ
対
ス
ル
離
縁
請
求
権
ヲ
認
ム
ル
上
ハ
夫
ヨ
リ
妾
ニ
対

ス
ル
場
合
ト
同
様
妾
ヨ
リ
夫
ニ
対
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
容
易
ニ
離
別
シ
得
ル
モ
ノ
ト
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
（
大
正
八
年
控
民
第
八
五
三

号
、
同
九
年
二
月
十
六
日
判
決
）

一　

条
理
上
変
更
ヲ
受
ケ
タ
ル
近
時
ノ
慣
習
ニ
依
レ
ハ
夫
及
妾
カ
各
夫
妾
関
係
ヲ
持
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其

ノ
何
レ
ヨ
リ
モ
有
効
ニ
離
縁
ノ
請
求
ヲ
為
シ
得
ル
ハ
事
実
ナ
リ
ト
ス

　

妾
ノ
其
ノ
夫
ニ
対
ス
ル
離
縁
請
求
権
ノ
行
使
ニ
シ
テ
何
等
ノ
制
限
ヲ
モ
受
ケ
サ
ル
モ
ノ
ト
セ
ハ
其
ノ
離
縁
請
求
ノ
原
因
事
実
ノ
有
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無
ニ
関
セ
ス
直
ニ
其
ノ
請
求
ヲ
理
由
ア
リ
ト
判
示
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
十
一
年
上
民
第
一
二
三
号
、
同
十
二
年
二
月
一
日
判
決
）

一　

旧
慣
上
夫
カ
妾
ヲ
離
別
ス
ル
ニ
ハ
殆
ン
ト
何
等
制
限
ナ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
妾
ヨ
リ
夫
ニ
対
シ
離
別
請
求
ス
ル
場
合
モ
亦
条
理
上
之
ト

同
等
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
（
大
正
十
一
年
控
民
第
七
七
四
号
、
同
年
一
月
十
八
日
判
決
）

一　

台
南
地
方
ニ
於
テ
ハ
妾
カ
其
夫
ノ
死
亡
後
他
ノ
情
夫
ト
通
シ
テ
懐
胎
分
娩
セ
ル
場
合
ハ
勿
論
不
行
跡
ノ
所
為
ア
ル
コ
ト
明
確
ナ
ル

場
合
ニ
於
テ
モ
戸
主
又
ハ
正
妻
タ
ル
遺
妻
ハ
其
ノ
妾
ニ
対
シ
離
戸
請
求
権
ア
ル
コ
ト
並
ニ
右
ハ
身
分
ノ
高
下
ニ
拘
ラ
サ
ル
慣
習
ノ
存

ス
ル
コ
ト
明
白
ナ
リ
（
大
正
十
二
年
控
民
第
四
二
一
号
、
同
年
十
一
月
十
日
判
決
）

一　

台
南
地
方
ニ
於
テ
ハ
先
代
ノ
妾
カ
他
人
ト
私
通
シ
懐
妊
分
娩
シ
タ
ル
カ
如
キ
不
行
跡
ア
リ
タ
ル
場
合
ハ
先
代
ノ
長
子
又
ハ
本
妻
ハ

離
戸
ヲ
求
メ
得
ル
旧
慣
ア
リ
テ
現
時
モ
行
ハ
レ
居
ル
慣
習
ニ
シ
テ
身
分
ノ
上
下
ヲ
問
ハ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
十
三
年
上
民
第
一
〇

号
、
同
年
二
月
二
十
一
日
判
決
）

一　

夫
妾
関
係
ノ
如
キ
ハ
擅
ニ
一
夫
一
婦
ノ
淳
風
ニ
反
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
妾
ニ
ト
リ
テ
ハ
自
己
人
格
ノ
毀
損
ナ
ル
カ
故
ニ
妾
ニ
於
テ
之

カ
解
消
ヲ
要
求
ス
ル
以
上
子
女
ノ
教
養
其
ノ
他
ノ
事
由
ニ
依
リ
特
ニ
存
続
セ
シ
ム
ヘ
キ
必
要
ナ
キ
限
リ
夫
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
拒
ム
コ
ト

ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
十
三
年
控
民
第
三
〇
〇
号
、
同
年
八
月
十
三
日
判
決
）

　
　
　

第
三
款　

養
媳

一　

媳
婦
仔
ト
ハ
将
来
養
家
ノ
男
子
ト
婚
姻
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
養
家
ニ
入
リ
養
育
セ
ラ
ル
ル
女
子
ヲ
云
フ
モ
ノ
ト
ス

　

子
女
ノ
尊
属
親
相
互
ノ
間
ニ
将
来
其
ノ
男
子
ト
女
子
ト
ヲ
婚
姻
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
談
合
シ
タ
ル
ニ
止
リ
女
子
カ
男
家
ニ
養
入
セ
ラ

レ
サ
ル
ト
キ
ハ
旧
慣
上
之
ヲ
定
婚
ト
称
シ
養
媳
ト
之
ヲ
区
別
シ
タ
リ
（
大
正
十
二
年
上
民
第
二
六
号
、
同
十
三
年
二
月
二
十
八
日
判
決
）

一　

媳
婦
仔
ト
ハ
縁
組
契
約
ニ
依
リ
将
来
養
親
ノ
特
定
セ
ル
男
子
又
ハ
不
特
定
ノ
男
子
ト
婚
姻
ス
ル
目
的
ノ
下
ニ
養
家
ニ
入
リ
養
育
セ

ラ
ル
ル
女
子
ヲ
謂
フ
モ
ノ
ト
ス
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其
ノ
男
子
カ
右
ノ
婚
姻
ヲ
欲
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
拒
否
シ
他
ノ
女
子
ト
婚
姻
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
然
レ
ト
モ
之
カ
為
ニ
媳
婦
仔
縁

組
ノ
主
タ
ル
目
的
ヲ
喪
失
ス
ル
ヲ
以
テ
該
婚
姻
ハ
媳
婦
仔
離
縁
ノ
一
原
因
ト
ナ
ル
コ
ト
本
島
ノ
慣
習
ト
ス
ル
所
ナ
リ
（
昭
和
五
年
上

民
第
二
五
四
号
、
同
六
年
三
月
十
一
日
判
決
）

一　

養
媳
縁
組
ハ
養
子
縁
組
ト
異
リ
之
ニ
因
リ
テ
養
者
ト
被
養
者
間
ニ
親
子
ニ
準
ス
ヘ
キ
血
族
関
係
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
子
ノ
婦
対
夫

ノ
父
ニ
準
ス
ヘ
キ
姻
族
関
係
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
ノ
目
的
ハ
養
媳
ト
其
ノ
夫
ト
為
ル
ヘ
キ
者
ト
ノ
婚
姻
ニ
ア
ル
カ
故
ニ
養
媳
ト

其
ノ
夫
ト
為
ル
ヘ
キ
者
カ
婚
姻
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
目
的
ノ
完
了
ニ
因
リ
テ
縁
組
ハ
当
然
ニ
解
消
ス
（
大
正
九
年
上
民
第
五
七
号
、

同
年
三
月
二
十
九
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
慣
習
上
媳
婦
仔
ハ
縁
組
当
時
其
ノ
夫
ト
ナ
ル
ヘ
キ
者
ノ
定
マ
リ
タ
ル
ト
否
ト
ヲ
論
セ
ス
将
来
ニ
於
テ
必
ス
子
婦
ト
為
サ
ン

ト
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
異
性
ノ
養
女
ヲ
養
入
シ
成
婚
ノ
婦
ト
同
シ
ク
本
姓
ノ
上
ニ
養
家
ノ
姓
ヲ
冠
シ
養
家
ノ
親
族
ニ
対
シ
姻
族
関
係
ヲ

生
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
養
女
ハ
之
ト
異
リ
前
叙
ノ
目
的
ヲ
有
セ
ス
養
家
ノ
姓
ヲ
冒
シ
養
家
ノ
親
族
ニ
対
シ
実
子
ト
同
一
ノ
親
族
関
係
ヲ

生
ス
ル
ヲ
以
テ
二
者
全
然
別
箇
ノ
身
分
関
係
ヲ
成
立
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
十
四
年
上
民
第
一
〇
二
号
、
同
年
八
月
四
日
判（
9 
）

決
）

一　

旧
慣
上
売
断
ニ
非
サ
ル
媳
婦
仔
ノ
夫
タ
ル
ヘ
キ
者
死
亡
セ
ル
場
合
ニ
於
テ
夫
家
ハ
実
家
父
母
ノ
承
諾
ア
ル
ト
キ
ハ
媳
婦
仔
ヲ
シ
テ

他
家
ニ
縁
組
ニ
ヨ
リ
入
戸
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
（
大
正
四
年
控
第
三
五
四
号
、
同
年
七
月
八
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
ケ
ル
慣
習
上
媳
婦
仔
縁
組
ニ
付
必
ス
シ
モ
一
定
ノ
儀
式
ノ
挙
行
ヲ
成
立
要
件
ト
為
ス
モ
ノ
ニ
非
ス
（
大
正
十
五
年
上
民

第
一
〇
八
号
、
同
年
九
月
十
七
日
判
決
）

一　

媳
婦
仔
ニ
シ
テ
他
家
ニ
入
戸
シ
タ
ル
以
上
ハ
将
来
夫
タ
ル
ヘ
キ
者
ノ
死
亡
ヲ
理
由
ト
シ
テ
離
戸
ヲ
訴
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
（
大
正

二
年
控
民
第
七
六
五
号
、
同
年
十
二
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

尊
属
親
カ
卑
属
親
ニ
対
シ
相
当
ノ
懲
戒
権
ヲ
有
ス
ル
ハ
本
島
旧
慣
ノ
認
ム
ル
所
ニ
シ
テ
下
層
無
知
ノ
人
民
カ
或
ル
程
度
ニ
於
テ
子
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女
ヲ
鞭
韃
ス
ル
ハ
往
々
実
見
ス
ル
事
例
ナ
レ
ハ
懲
戒
鞭
韃
ノ
結
果
手
指
ニ
少
許
ノ
表
皮
剥
脱
及
臀
部
ニ
線
状
ノ
紫
色
班
ヲ
生
シ
タ
リ

ト
ス
ル
モ
単
ニ
此
ノ
事
実
ノ
ミ
ヲ
以
テ
媳
婦
仔
離
縁
ノ
原
因
タ
ル
同
居
ニ
堪
エ
サ
ル
虐
待
ト
認
ム
ル
ニ
足
ラ
ス
（
大
正
六
年
控
第

五
五
四
号
、
同
年
十
二
月
四
日
判
決
）

一　

齢
十
一
歳
ノ
媳
婦
仔
ヲ
養
母
カ
屢
々
殴
打
シ
左
足
関
節
部
ヲ
落
花
生
採
掘
用
鉄
器
ヲ
以
テ
右
手
甲
ヲ
竹
棒
ヲ
以
テ
殴
打
傷
害
シ
タ

ル
コ
ト
又
頭
部
左
眼
窩
部
ヲ
洗
濯
棒
ニ
テ
殴
打
シ
治
療
十
日
ヲ
要
ス
ル
傷
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
如
キ
ハ
親
権
者
ノ
有
ス
ル
懲
戒
権
ノ
範
囲

ヲ
超
越
ス
ル
ハ
勿
論
裁
判
上
ノ
離
縁
ノ
事
由
タ
ル
虐
待
ナ
リ
ト
認
ム
ル
ニ
充
分
ナ
リ
（
大
正
七
年
控
第
六
〇
八
号
、
同
年
十
二
月

二
十
四
日
判
決
）

一　

媳
婦
仔
カ
夫
タ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
婚
姻
シ
後
日
離
婚
シ
タ
ル
以
上
ハ
離
婚
ヲ
原
因
ト
シ
テ
媳
婦
仔
縁
組
ノ
解
消
ヲ
求
ム
ル
ハ
相
当
ナ

リ
（
大
正
六
年
控
第
二
号
、
同
年
二
月
十
日
判
決
）

一　

養
子
縁
組
（
媳
婦
仔
）
ノ
無
効
ニ
帰
シ
タ
ル
以
上
ハ
当
事
者
間
相
互
ニ
於
テ
相
手
方
ヲ
現
状
ニ
回
復
ス
ヘ
キ
権
利
義
務
ヲ
生
ス
ル

コ
ト
論
ヲ
俟
タ
サ
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
授
受
シ
タ
ル
聘
金
ハ
之
ヲ
交
付
者
ニ
返
還
ス
ヘ
キ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
七
年
控
第

二
五
三
号
、
同
年
六
月
十
四
日
判
決
）

一　

他
家
ニ
遣
シ
タ
ル
成
年
者
タ
ル
媳
婦
仔
ノ
引
渡
ヲ
其
養
家
ノ
戸
主
ニ
ナ
ス
場
合
ニ
ハ
先
ツ
当
該
媳
婦
仔
カ
実
家
ニ
復
帰
ス
ル
ヲ
拒

マ
サ
ル
旨
ノ
立
証
ヲ
為
サ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
蓋
シ
戸
主
ニ
於
テ
承
諾
ス
ル
ト
モ
其
ノ
媳
婦
仔
カ
復
帰
ヲ
欲
セ
サ
ル
場
合
ニ
ハ
如
何
ト

モ
ス
ヘ
カ
ラ
サ
レ
ハ
ナ
リ
（
明
治
四
十
年
控
第
六
八
八
号
、
同
四
十
一
年
二
月
十
二
日
判
決
）

一　

他
ノ
房
ノ
モ
ノ
カ
或
房
ノ
唯
一
ノ
相
続
人
タ
ル
婦
女
ヲ
他
家
ノ
媳
婦
ト
為
ス
カ
如
キ
ハ
許
ス
ヘ
キ
コ
ト
ニ
ア
ラ
ス
（
明
治
四
十
二

年
控
第
六
九
五
号
、
同
四
十
三
年
三
月
三
十
一
日
判
決
）

一　

甲
、
乙
間
ニ
成
立
セ
ル
媳
婦
仔
契
約
ニ
基
キ
該
媳
婦
仔
カ
甲
家
ヨ
リ
乙
家
ニ
入
戸
後
更
ニ
他
家
ノ
媳
婦
仔
ト
ナ
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
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テ
例
令
入
戸
ノ
手
続
ナ
シ
ト
ス
ル
モ
甲
ヨ
リ
乙
ノ
ミ
ニ
対
シ
離
縁
及
身
柄
ノ
引
渡
ヲ
訴
求
ス
ル
ハ
不
当
ナ
リ
（
大
正
二
年
控
第

四
六
四
号
、
同
年
十
二
月
十
二
日
判（
10 
）

決
）

第
四
章
　
親
子

　
　

第
一
節　

実
子

一　

婚
姻
中
ニ
出
生
シ
タ
ル
子
ハ
反
証
ナ
キ
限
リ
夫
婦
ノ
子
ト
推
定
ス
（
大
正
六
年
控
第
六
七
〇
号
、
同
七
年
二
月
十
四
日
判
決
）

一　

婚
姻
継
続
中
ニ
懐
胎
シ
タ
ル
子
ハ
苟
モ
父
ニ
於
テ
之
カ
否
認
権
ヲ
行
使
セ
サ
ル
限
リ
ハ
其
父
ノ
子
ト
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
（
大
正

七
年
控
第
七
一
号
、
同
年
四
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

子
ノ
出
生
前
母
カ
離
婚
ニ
因
リ
夫
家
ヲ
去
ル
モ
其
生
シ
タ
ル
子
ハ
当
然
夫
家
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
七
年
控
第
七
一
号
、
同
年

四
月
二
十
二
日
判
決
）

　
　

第
二
節　

養
子

　
　
　

第
一
款　

縁
組
ノ
要
件

一　

家
族
カ
自
己
ノ
為
養
子
縁
組
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
旧
慣
ノ
認
ム
ル
所
ナ
リ
（
明
治
四
十
二
年
控
第
五
四
五
号
、
同
年
十
一
月
二
十
九
日
判

決
）

一　

尊
長
者
カ
其
ノ
子
孫
ノ
為
ニ
養
子
ヲ
為
ス
ト
養
親
ト
為
ル
ヘ
キ
者
自
ラ
養
子
ヲ
為
ス
場
合
ナ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
養
親
ハ
親
タ
ル
ニ
適

ス
ル
年
齢
ニ
達
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
養
子
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ヲ
一
般
ノ
慣
例
ナ
リ
ト
ス
（
大
正
十
年
上
民
第
三
二
号
、
同
年
六
月

三
十
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
慣
習
ニ
依
レ
ハ
親
族
間
ノ
養
子
ニ
付
テ
ハ
同
宗
並
ニ
外
姻
ト
ヲ
問
ハ
ス
尊
卑
昭
穆
ノ
序
次
ヲ
正
ス
コ
ト
ヲ
要
シ
孫
位
ニ
ア
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ル
モ
ノ
カ
子
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ヲ
例
ト
ス
（
大
正
九
年
控
民
一
四
四
号
、
同
十
年
二
月
十
四
日
判
決
）

一　

孫
位
ニ
ア
ル
モ
ノ
ヲ
養
子
ト
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
厳
正
ノ
意
義
ニ
於
ケ
ル
養
子
ト
称
ス
ヘ
カ
ラ
ス
シ
テ
之
ヲ
養
孫
ト
云
フ
ヘ
キ
モ
ノ

ナ
レ
ト
モ
其
ノ
相
続
順
位
ニ
関
シ
テ
ハ
養
子
ト
同
列
ノ
地
位
ニ
在
ル
コ
ト
本
島
ニ
於
ケ
ル
慣
習
ナ
リ
（
大
正
十
一
年
上
民
第
一
〇
七

号
、
同
十
二
年
一
月
十
八
日
判
決
）

一　

二
人
以
上
ノ
過
房
子
又
ハ
螟
蛉
子
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
其
例
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
（
明
治
三
十
九
年
控
第
四
〇
八
号
、
同
年
十
二
月
二
十
五
日

判
決
）

一　

本
島
慣
習
ニ
婿
養
子
ナ
ル
モ
ノ
ナ
シ
（
明
治
三
十
五
年
控
第
八
号
、
同
三
十
六
年
九
月
十
六
日
判
決
）

一　

血
族
上
ノ
兄
弟
タ
ラ
サ
ル
螟
蛉
子
ヲ
迎
ヘ
テ
死
亡
者
ノ
遺
妻
ト
結
婚
セ
シ
ム
ル
カ
如
キ
ハ
本
島
ニ
於
テ
モ
其
ノ
事
例
ア
リ
（
大
正

二
年
控
第
一
二
四
号
、
同
年
十
一
月
八
日
判
決
）

一　

旧
時
ニ
於
ケ
ル
本
島
人
間
ノ
養
子
縁
組
ハ
養
子
ノ
実
父
ト
養
父
ノ
合
意
ニ
ヨ
リ
テ
成
立
シ
養
子
自
身
ハ
勿
論
其
実
母
又
ハ
養
女
ハ

何
レ
モ
之
ニ
関
与
セ
サ
ル
ヲ
慣
例
ト
ナ
シ
タ
ル
カ
如
シ
ト
雖
叙
上
ノ
慣
習
ハ
時
勢
ノ
変
遷
文
化
ノ
発
達
ニ
伴
ヒ
テ
自
ラ
改
善
セ
ラ
レ

近
時
行
ハ
レ
ル
養
子
縁
組
ハ
養
父
母
ト
養
子
ト
ノ
間
若
ハ
養
父
母
ノ
一
方
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
生
存
ス
ル
一
方
ト
養
子
ト
ノ
間
ノ
契

約
ニ
拠
リ
又
養
子
ノ
年
齢
満
十
五
年
未
満
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
実
父
母
若
ハ
実
父
母
ノ
一
方
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
生
存
ス
ル
一
方
カ
養
子

ニ
代
リ
テ
縁
組
ノ
承
諾
ヲ
為
ス
習
俗
漸
ク
馴
致
セ
ラ
レ
今
ヤ
之
ヲ
慣
習
ト
シ
テ
是
認
ス
ル
ニ
充
分
ナ
リ
ト
ス

　

養
子
縁
組
成
立
又
ハ
不
成
立
ノ
確
定
ヲ
求
ム
ル
訴
ニ
関
シ
テ
ハ
人
事
訴
訟
手
続
法
ニ
直
接
ノ
規
定
ナ
キ
モ
縁
組
ノ
成
立
不
成
立
若

ハ
之
ニ
因
ル
身
分
ノ
変
動
ハ
事
公
益
ニ
関
シ
其
判
決
ハ
之
ニ
絶
対
ノ
効
力
ヲ
附
セ
シ
ム
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
能

ハ
サ
ル
ヲ
以
テ
之
カ
確
定
ヲ
目
的
ト
ス
ル
所
ハ
養
子
縁
組
ノ
無
効
取
消
若
ハ
離
縁
ヲ
目
的
ト
ス
ル
訴
ニ
於
ケ
ル
ト
同
一
ノ
手
続
ニ
従

ハ
シ
ム
ル
ヲ
相
当
ト
ス
ル
ヲ
以
テ
之
ニ
人
事
訴
訟
手
続
法
中
養
子
縁
組
ニ
関
ス
ル
訴
ニ
付
テ
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
ル
ヲ
至
当
ト
ス
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養
親
ヨ
リ
養
子
タ
ル
既
存
ノ
身
分
関
係
ノ
存
在
ヲ
主
張
シ
其
ノ
確
定
ヲ
求
ム
ル
訴
ハ
同
法
第
二
十
六
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
準
拠
シ

養
父
母
共
ニ
存
ス
ル
場
合
ハ
養
父
母
カ
共
同
原
告
ト
シ
テ
養
子
自
身
ヲ
相
手
取
リ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
（
昭
和
四
年
上
民
第

八
一
号
、
同
年
九
月
二
十
五
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
ケ
ル
養
子
縁
組
ハ
其
届
出
ヲ
要
件
ト
セ
サ
ル
カ
故
ニ
裁
判
上
認
メ
ラ
レ
タ
ル
養
子
縁
組
成
立
ノ
日
ニ
係
争
養
子
縁
組
カ

成
立
シ
タ
リ
ト
謂
フ
ヘ
ク
当
該
裁
判
確
定
ノ
日
ニ
養
子
縁
組
カ
成
立
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
（
大
正
九
年
覆
控
民
第
五
一
〇
号
、
同
年
十

月
二
十
九
日
判
決
）

一　

養
子
縁
組
ヲ
為
ス
ニ
当
事
者
カ
親
族
会
ト
同
視
ス
ヘ
キ
族
親
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス
ル
慣
習
ナ
ク
又
戸
口
規
制
ニ
基
ク

届
出
ニ
因
リ
始
メ
テ
其
ノ
効
力
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ヲ
以
テ
養
子
縁
組
ニ
付
此
等
ノ
手
続
ヲ
履
践
セ
サ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
其
ノ
効

力
ナ
シ
ト
論
断
ス
ル
ハ
当
ラ
ス
（
大
正
十
一
年
上
民
第
一
〇
七
号
、
同
十
二
年
一
月
十
八
日
判
決
）

　
　
　

第
二
款　

縁
組
ノ
無
効

一　

養
子
縁
組
ノ
無
効
ニ
帰
シ
タ
ル
以
上
ハ
当
事
者
間
相
互
ニ
於
テ
相
手
方
ヲ
原
状
ニ
回
復
ス
ヘ
キ
権
利
義
務
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
論
ヲ
俟

タ
サ
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
授
受
シ
タ
ル
聘
金
ハ
之
ヲ
交
付
者
ニ
返
還
ス
ヘ
キ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
七
年
控
第
二
五
三
号
、
同
年
六

月
十
四
判
決
）

　
　
　

第
三
款　

縁
組
ノ
効
果

一　

過
房
子
カ
其
ノ
生
家
ヲ
相
続
シ
タ
ル
為
直
ニ
養
家
ノ
相
続
権
ヲ
当
然
喪
失
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヲ
得
ス
（
大
正
二
年
控
第
一
七
四

号
、
同
年
五
月
五
日
判
決
）

一　

旧
慣
ニ
依
レ
ハ
実
子
タ
ル
ト
螟
蛉
子
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
均
シ
ク
父
ノ
遺
産
ヲ
承
継
ス
（
大
正
六
年
控
民
第
四
三
〇
号
、
同
年
十
一
月

二
十
二
日
判
決
）
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一　

螟
蛉
子
ハ
啻
ニ
継
嗣
ノ
為
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
家
門
ノ
隆
盛
ヲ
計
ル
カ
為
ニ
養
フ
所
ノ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
親
生
子
ト
同
シ
ク
家
ヲ
立
ツ
ル
ノ
産

業
ヲ
与
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
三
十
四
年
控
第
一
八
号
、
同
年
三
月
十
五
日
判
決
）

　
　
　

第
四
款　

離
縁

一　

先
代
ヲ
相
続
セ
ル
過
房
子
カ
仮
令
戸
口
簿
ニ
過
房
子
ト
シ
テ
登
録
ナ
シ
ト
ス
ル
モ
直
ニ
之
ヲ
以
テ
離
縁
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ

得
ス
（
明
治
四
十
四
年
控
第
六
八
四
号
、
同
年
二
月
二
十
九
日
判
決
）

一　

養
女
自
身
ニ
於
テ
養
親
ニ
対
シ
離
縁
ヲ
求
メ
得
ル
慣
習
ナ
シ
（
明
治
三
十
九
年
控
第
一
二
九
号
、
同
年
四
月
二
十
三
日
判
決
）

一　

養
親
カ
養
子
ヲ
離
縁
シ
得
ヘ
キ
コ
ト
ハ
旧
慣
上
少
ク
ト
モ
条
理
上
毫
モ
疑
ヲ
容
ル
ル
余
地
ナ
シ
（
大
正
十
年
上
民
第
六
六
号
、
同
年

十
月
十
三
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
ハ
養
親
カ
既
ニ
死
亡
シ
タ
ル
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
其
ノ
家
族
ノ
家
長
カ
協
議
上
ノ
離
縁
ヲ
為
シ
若
ハ
裁
判
上
離
縁
ノ
請

求
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
コ
ト
ハ
慣
習
上
是
認
セ
ラ
ル
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
偶
家
長
カ
養
子
ノ
後
見
人
タ
リ
ト
ス
ル
モ
家
長
タ
ル
資
格
ニ
於
テ

協
議
ノ
上
離
縁
ヲ
為
ス
ハ
毫
モ
妨
ク
ル
所
ナ
シ
（
大
正
十
一
年
上
民
第
四
八
号
、
同
年
七
月
二
十
日
判
決
）

一　

養
母
カ
螟
蛉
子
ノ
離
縁
請
求
ヲ
為
シ
其
ノ
口
答
弁
論
ニ
於
テ
螟
蛉
子
カ
自
己
ノ
権
利
ヲ
防
御
ス
ル
必
要
上
養
母
ノ
名
誉
ニ
関
ス
ル

事
実
ヲ
主
張
ス
ル
モ
直
ニ
以
テ
重
大
ナ
ル
侮
辱
ト
シ
テ
離
縁
ノ
原
因
ト
ス
ル
ヲ
得
ス
（
大
正
六
年
控
第
六
八
号
、
同
年
三
月
十
日
判
決
）

一　

過
房
子
カ
破
廉
恥
罪
ヲ
犯
シ
入
監
シ
タ
ル
事
実
ハ
之
ヲ
以
テ
離
縁
ノ
原
因
ト
為
ス
ニ
足
ル
（
明
治
四
十
四
年
控
第
三
一
二
号
、
同
年

八
月
十
九
日
判
決
）

一　

養
子
カ
養
家
ノ
財
産
ニ
危
害
ヲ
及
ス
行
為
ア
ル
ヲ
理
由
ト
シ
養
親
ニ
於
テ
離
縁
ノ
要
求
ヲ
為
ス
ハ
正
当
ナ
リ
（
明
治
三
十
七
年
控

第
五
〇
五
号
、
同
三
十
八
年
六
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

養
子
ニ
於
テ
家
名
汚
辱
ノ
行
為
ア
リ
ト
論
断
セ
ン
ニ
ハ
特
ニ
優
良
ナ
ル
名
声
ヲ
有
ス
ル
家
ノ
養
子
ニ
付
テ
ハ
或
ハ
単
ニ
賭
博
罪
ニ
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因
リ
処
刑
セ
ラ
レ
タ
ル
事
実
ア
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
ヘ
キ
ハ
論
ヲ
俟
タ
ス
ト
雖
否
ラ
サ
ル
家
ノ
養
子
ニ
付
テ
ハ
所
属
家
名
ニ
応
シ

各
之
ヲ
汚
辱
ス
ル
ニ
足
ル
ト
認
ム
ヘ
キ
犯
状
ヲ
有
ス
ル
賭
博
罪
ニ
依
リ
処
刑
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ヘ
キ
ヲ
以
テ
相
当
財
産
ヲ
擁

ス
ル
中
流
以
上
ノ
家
ノ
養
子
ナ
リ
ト
ス
ル
モ
特
ニ
優
良
ナ
ル
名
聞
ヲ
有
ス
ル
家
ノ
養
子
ニ
非
サ
ル
限
リ
ハ
単
ニ
賭
博
罪
ニ
因
リ
処
刑

セ
ラ
レ
タ
ル
事
実
ア
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
漫
然
家
名
ヲ
汚
辱
シ
タ
リ
ト
解
ス
ヘ
カ
ラ
ス
（
大
正
十
年
上
民
第
六
六
号
、
同
年
十
月
十
三
日
判

決
）

一　

尊
属
親
ニ
対
ス
ル
殴
打
罪
ニ
依
リ
処
罰
セ
ラ
レ
タ
ル
事
実
ア
リ
ト
ス
ル
モ
這
ハ
尊
属
親
ノ
挑
発
ニ
依
リ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
至
ラ
シ

メ
タ
ル
場
合
ハ
之
ヲ
以
テ
離
縁
ノ
原
因
ト
ス
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
年
控
第
四
六
六
号
、
同
四
十
一
年
三
月
三
十
一
日
判
決
）

一　

養
親
子
間
ノ
不
和
ノ
結
果
時
ニ
喧
嘩
公
論
ヲ
為
シ
或
ハ
悪
言
ヲ
放
チ
養
母
ヲ
罵
詈
シ
養
母
ノ
意
見
ニ
反
キ
テ
擅
ニ
家
賃
若
ハ
租
谷

ノ
取
立
ヲ
為
シ
タ
ル
事
実
ハ
子
ト
シ
テ
親
ニ
奉
仕
ス
ヘ
キ
道
ニ
反
ス
ル
モ
ノ
タ
ル
コ
ト
ハ
疑
ナ
シ
ト
雖
単
ニ
此
ノ
一
事
ヲ
以
テ
直
ニ

離
縁
ノ
原
因
ト
為
ス
ニ
足
ラ
ス
（
明
治
三
十
九
年
控
第
四
〇
八
号
、
同
年
十
二
月
二
十
五
日
判
決
）

一　

養
子
又
ハ
夫
ト
シ
テ
迎
ヘ
タ
ル
モ
ノ
カ
之
ヲ
迎
ヘ
タ
ル
者
ノ
予
期
ス
ル
カ
如
キ
技
能
ニ
乏
シ
カ
リ
シ
事
情
ア
リ
ト
ス
ル
モ
直
ニ
以

テ
法
律
上
離
縁
又
ハ
離
婚
ノ
原
因
ア
ル
モ
ノ
ト
為
ス
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
二
年
控
第
四
九
二
号
、
同
年
十
月
二
十
三
日
判
決
）

一　

養
子
タ
ル
明
治
三
十
四
年
三
月
生
ノ
末
丁
年
者
カ
相
当
ノ
能
力
ニ
達
シ
法
律
上
離
縁
ノ
原
因
ア
ル
場
合
ニ
自
ラ
弁
護
士
ヲ
訴
訟
代

理
人
ト
シ
テ
離
縁
ノ
訴
訟
ヲ
提
起
ス
ル
ハ
相
当
ナ
リ
（
大
正
五
年
控
第
六
七
四
号
、
同
六
年
二
月
二
十
日
判（
11 
）

決
）

一　

満
十
五
年
未
満
ノ
幼
者
ニ
シ
テ
自
ラ
独
立
シ
テ
離
縁
訴
訟
提
起
ノ
能
力
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
旧
慣
上
其
ノ
縁
組
ニ
付
承
諾
権
ヲ
有

ス
ル
親
権
者
ヨ
リ
離
縁
ノ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
（
大
正
七
年
控
第
六
三
号
、
同
年
二
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

裁
判
上
養
子
離
縁
ノ
原
因
存
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
其
養
子
十
五
歳
未
満
ノ
幼
者
ナ
ル
時
ハ
其
縁
組
ニ
付
承
諾
権
ヲ
有
ス
ル
者
ヨ
リ
養

子
ニ
代
リ
養
子
離
縁
請
求
ノ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
ク
其
ノ
承
諾
権
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
養
子
ノ
実
家
ノ
父
母
ニ
シ
テ
其
ノ
訴
ハ
必
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要
的
共
同
訴
訟
ナ
リ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス

　

実
家
ノ
父
母
共
ニ
存
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
単
ニ
其
父
又
ハ
母
ノ
一
方
ヨ
リ
養
親
ニ
対
シ
提
起
シ
タ
ル
養
子
離
縁
請
求
ノ
訴
ハ
不
適
法

ニ
シ
テ
之
ヲ
許
容
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
（
大
正
十
三
年
上
民
第
一
四
九
号
、
同
十
四
年
三
月
十
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
ハ
養
子
カ
満
十
五
年
ニ
達
セ
サ
ル
間
ハ
其
ノ
縁
組
ニ
付
承
諾
権
ヲ
有
ス
ル
者
ヨ
リ
養
子
ノ
為
自
ラ
原
告
ト
為
リ
テ
養

子
縁
組
ノ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
ク
其
ノ
承
諾
権
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
養
子
ノ
実
家
ニ
在
ル
父
母
（
其
ノ
一
人
死
亡
シ
又
ハ
其
ノ
家
ニ

在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
一
人
）
ナ
リ
ト
解
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
此
ノ
趣
旨
ハ
従
来
当
部
ノ
判
例
ト
シ
テ
示
ス
所
ナ
リ
（
昭
和
九
年
上
民

第
八
五
号
、
同
年
八
月
十
一
日
判
決
）

一　

養
子
縁
組
ニ
際
シ
礼
物
ト
シ
テ
授
受
セ
ラ
レ
タ
ル
聘
金
ハ
後
日
離
縁
ノ
事
情
生
ス
ル
モ
其
返
還
ヲ
請
求
ス
ル
ヲ
得
ス
（
大
正
六
年

控
第
六
四
四
・
六
四
六
号
、
同
七
年
二
月
十
四
日
判
決
）

一　

養
子
縁
組
ニ
際
シ
礼
物
ト
シ
テ
授
受
セ
ラ
レ
タ
ル
聘
金
ハ
後
日
離
縁
ノ
事
情
生
ス
ル
モ
其
ノ
返
還
ヲ
請
求
ス
ル
ヲ
得
ス
（
大
正

十
五
年
控
民
第
六
四
四（
12 
）

号
）

　
　
　

第
五
款　

特
種
ノ
養
子
縁
組

一　

子
ノ
死
亡
カ
父
ノ
死
亡
ニ
先
ン
ス
ル
モ
猶
之
ヲ
絶
房
セ
シ
メ
ス
後
日
過
房
子
若
ハ
螟
蛉
子
ニ
ヨ
リ
テ
承
継
セ
シ
ム
ル
ハ
本
島
ノ
慣

例
ナ
リ
（
明
治
四
十
年
控
第
二
四
号
、
同
年
五
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
ハ
人
ノ
死
後
ニ
於
テ
其
人
ノ
生
存
中
ニ
於
ケ
ル
ト
同
一
思
想
ヲ
以
テ
養
子
ヲ
貰
ヒ
受
ク
ル
コ
ト
ハ
実
際
往
々
見
ル
所

ニ
シ
テ
斯
カ
ル
場
合
ハ
其
故
人
ノ
祭
祀
ヲ
掌
リ
又
ハ
財
産
ヲ
承
継
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
二
年
控
第

五
六
二
号
、
同
年
十
一
月
八
日
判
決
）

一　

寡
婦
ハ
女
子
ノ
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
措
キ
螟
蛉
子
ト
シ
テ
男
子
ヲ
養
ヒ
亡
夫
ノ
相
続
人
ニ
追
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
（
明
治
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四
十
四
年
控
第
七
一
八
号
、
同
四
十
五
年
二
月
三
日
判
決
）

一　

親
女
ア
ル
場
合
ニ
房
ノ
承
継
者
ト
シ
テ
過
房
子
ヲ
迎
ヘ
タ
ル
ト
キ
ハ
該
女
子
ノ
過
房
子
ト
セ
ス
シ
テ
直
ニ
死
者
ノ
直
接
相
続
人
ト

ナ
ル
コ
ト
ハ
旧
慣
上
認
ム
ル
所
ナ
リ
（
大
正
元
年
控
第
二
七
三
号
、
同
二
年
八
月
二
十
七
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
慣
習
上
死
後
養
子
其
ノ
他
ノ
方
法
ヲ
以
テ
亡
者
ノ
遺
産
ヲ
相
続
セ
シ
ム
ル
ハ
普
通
存
ス
ル
実
例
ナ
リ
（
大
正
九
年
控
民
第

六
五
〇
号
、
同
十
年
三
月
十
一
日
判
決
）

一　

夫
ノ
死
後
他
ニ
相
続
人
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
モ
寡
婦
ハ
自
ラ
相
続
セ
ス
シ
テ
亡
夫
ノ
過
房
子
又
ハ
螟
蛉
子
ヲ
追
立
シ
之
ヲ
相
続
セ
シ

ム
ル
コ
ト
ヲ
得
（
大
正
十
年
上
民
第
一
六
、一
七
号
、
同
年
二
月
十
七
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
ニ
依
リ
選
定
追
立
セ
ラ
ル
ル
相
続
人
ハ
被
相
続
人
ノ
有
セ
シ
一
切
ノ
権
利
義
務
ヲ
包
括
的
ニ
承
継
取
得
ス
ル
ニ
止
リ

被
相
続
人
及
其
ノ
遺
妻
ト
ノ
間
ニ
選
定
追
立
行
為
ノ
結
果
当
然
養
親
子
関
係
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
（
昭
和
十
年
上
民
第
一
九
九
号
、

同
年
九
月
二
十
八
日
判
決
）

第
五
章
　
親
権

　
　

第
一
節　

親
権
ノ
観
念

一　

本
島
ニ
於
ケ
ル
親
権
ノ
名
称
ハ
父
母
ノ
有
ス
ル
尊
長
権
ヲ
内
地
法
ノ
観
念
ヲ
以
テ
観
察
シ
テ
命
名
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
親
権
即
チ

父
母
ノ
有
ス
ル
尊
長
権
ハ
父
母
ニ
専
属
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
父
母
ナ
キ
場
合
ト
雖
祖
父
母
カ
当
然
未
成
年
者
ノ
法
定
代
理
人
タ
ル
ヘ
キ

旧
慣
ノ
存
在
ヲ
認
メ
難
シ
（
大
正
七
年
控
第
四
号
、
同
年
十
一
月
九
日
判
決
）

一　

親
権
ニ
関
シ
テ
ハ
本
島
人
ニ
付
テ
モ
民
法
ノ
規
定
ヲ
以
テ
条
理
ノ
命
ス
ル
所
ナ
リ
ト
シ
テ
其
適
用
ヲ
為
ス
ヲ
相
当
ナ
リ
ト
解
ス

（
大
正
八
年
上
民
第
八
号
、
同
九
年
一
月
二
十
八
日
判
決
）
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一　

螟
蛉
子
ハ
本
島
ノ
慣
習
上
之
ヲ
買
断
シ
其
ノ
契
約
ノ
成
立
ス
ル
ト
同
時
ニ
実
家
ト
ノ
身
分
関
係
断
絶
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
仮
令

其
ノ
届
出
ヲ
了
セ
ス
又
実
家
ニ
父
母
ア
リ
ト
雖
其
親
権
ニ
服
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
（
明
治
四
十
一
年
控
第
三
一
五
号
、
同
年
八
月
七
日

判
決
）

二　

尊
長
権
ハ
原
則
ト
シ
テ
之
ト
同
居
セ
ル
卑
幼
ニ
対
シ
テ
ノ
ミ
行
ハ
ル
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
別
居
異
財
ノ
者
ニ
対
シ
テ
ハ
行
ハ
レ
ス
（
明

治
四
十
四
年
控
第
二
〇
〇
号
、
同
年
六
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

未
成
年
者
ノ
戸
口
簿
上
ノ
分
戸
ヲ
為
シ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
其
ノ
親
権
ヲ
離
脱
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
（
大
正
十
一
年
控
民
第
二
四
三
号
、
同

年
五
月
十
一
日
判
決
）

一　

未
成
年
者
ノ
子
ニ
対
ス
ル
親
権
ハ
其
ノ
家
ニ
在
ル
父
又
ハ
母
之
ヲ
行
使
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
子
カ
他
家
ニ
過
房
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
其
ノ
過
房
カ
相
続
人
ナ
ク
シ
テ
死
亡
シ
タ
ル
者
ノ
後
嗣
ヲ
追
立
ス
ル
目
的
ニ
出
テ
タ
ル
場
合
ト
雖
其
ノ
子
ハ
当
然
被
相
続
人
タ
ル

死
者
ノ
家
ニ
入
ル
ヘ
ク
其
ノ
子
カ
事
実
上
実
家
ニ
止
マ
リ
タ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
之
ニ
対
シ
実
家
ノ
父
母
カ
親
権
ヲ
行
使
ス
ヘ
キ
ニ
非
ス

（
昭
和
五
年
上
民
一
一
二
号
、
同
年
七
月
三
十
日
判
決
）

一　

父
死
亡
シ
テ
他
ニ
尊
重
ナ
キ
ト
キ
ハ
子
ヲ
措
テ
先
ツ
母
カ
一
家
ノ
主
宰
者
タ
ル
ヘ
キ
コ
ト
ハ
本
島
従
来
ノ
慣
習
ナ
リ
（
明
治

三
十
七
年
控
第
四
九
〇
号
、
同
三
十
八
年
五
月
十
五
日
判（
13 
）

決
）

一　

凡
ソ
未
成
年
者
ノ
親
権
者
タ
ル
母
カ
情
夫
ト
共
ニ
無
断
家
出
シ
タ
ル
場
合
ニ
其
家
ニ
家
事
ヲ
処
理
シ
得
ヘ
キ
戸
主
ア
ル
ト
キ
ハ
親

権
者
タ
ル
母
ハ
其
不
在
中
其
家
ニ
在
ル
未
成
年
者
ノ
財
産
管
理
ヲ
暗
黙
ニ
戸
主
ニ
委
任
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ヘ
ク
此
ノ
委
任
ニ
基
キ

戸
主
カ
収
租
ヲ
為
シ
タ
ル
以
上
ハ
本
人
ニ
対
シ
弁
済
ノ
効
力
ヲ
生
ス
（
大
正
九
年
控
民
第
七
〇
九
号
、
同
十
年
四
月
三
十
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
ニ
依
レ
ハ
妻
妾
ノ
間
其
位
置
及
権
力
ニ
於
テ
厳
然
タ
ル
区
別
ノ
存
ス
ル
ア
リ
テ
妾
ハ
其
所
生
ノ
子
ニ
対
シ
テ
懲
戒
監

督
ノ
権
力
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
嫡
母
ハ
庶
出
ノ
子
ニ
対
シ
テ
モ
尚
ホ
親
権
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
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仮
令
嫡
母
タ
ル
モ
ノ
ト
雖
己
ニ
家
ヲ
異
ニ
ス
ル
庶
子
ニ
対
シ
尚
親
権
ア
リ
ト
云
フ
ヲ
得
ス
（
明
治
三
十
九
年
控
第
三
七
号
、
同
年
三

月
九
日
判
決
）

一　

嫡
母
カ
庶
子
ニ
対
シ
親
権
ヲ
行
使
ス
ル
ハ
旧
慣
ノ
認
ム
ル
所
ナ
リ
（
明
治
四
十
二
年
控
第
一
八
三
号
、
同
年
六
月
七
日
判
決
）

一　

庶
子
ニ
対
ス
ル
親
権
ハ
夫
死
亡
後
ニ
於
テ
ハ
正
妻
ニ
存
ス
（
明
治
四
十
三
年
控
第
三
七
六
号
、
同
年
十
二
月
二
十
六
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
ニ
於
テ
妾
カ
其
ノ
子
ニ
対
ス
ル
関
係
ハ
嫡
母
ノ
其
ノ
所
生
ノ
子
ニ
於
ケ
ル
ト
異
ル
コ
ト
ナ
ク
命
令
懲
戒
ノ
権
ヲ
有
シ

又
其
ノ
子
女
ノ
婚
姻
及
養
子
縁
組
ニ
関
シ
同
意
権
ヲ
有
ス
妻
ハ
妾
ノ
子
ニ
対
シ
テ
ハ
嫡
母
ト
シ
テ
権
利
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
妾
ノ
権
利

ハ
自
ラ
制
限
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
免
レ
ス
（
大
正
七
年
控
民
第
一
六
六
、一
六
八
号
、
同
八
年
十
一
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

招
婿
タ
ル
者
ハ
招
家
ノ
子
ニ
対
シ
テ
ハ
母
死
亡
後
ト
雖
親
権
者
ト
為
ル
資
格
無
キ
コ
ト
旧
慣
上
明
確
ナ
リ
（
大
正
十
年
控
民
第

九
九
六
号
、
同
十
一
年
三
月
十
三
日
判
決
）

　
　

第
二
節　

親
権
ノ
効
果

一　

親
子
関
係
ノ
如
キ
身
分
上
ノ
関
係
ハ
第
三
者
ノ
意
思
ヲ
以
テ
之
ヲ
左
右
ス
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
二
年
控
第
二
三
一
号
、
同
年
五
月

二
十
八
日
判
決
）

一　

尊
長
権
ノ
存
在
ハ
道
義
ニ
基
キ
卑
幼
ハ
長
者
ヲ
尊
ヒ
之
ニ
服
従
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ナ
ス
ト
尊
長
者
ハ
卑
幼
ノ
身
体
財
産
ニ
付
監
督
保

護
ノ
責
ニ
任
シ
一
家
ノ
和
睦
輯
合
ヲ
図
ル
ニ
基
因
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
四
年
控
第
二
〇
〇
号
、
同
年
六
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

尊
長
権
ハ
尊
長
ト
卑
幼
ノ
関
係
上
当
然
存
ス
ル
固
有
ノ
権
利
ナ
レ
ハ
他
ノ
行
為
ニ
依
リ
之
ヲ
制
限
シ
又
ハ
喪
失
セ
シ
ム
ル
コ
ト
能

ハ
サ
ル
ヲ
以
テ
本
則
ナ
リ
ト
解
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
（
明
治
四
十
四
年
控
第
四
四
六
号
、
同
年
十
一
月
二
十
五
日
判
決
）

一　

案
ス
ル
ニ
親
権
者
ハ
他
人
ノ
干
渉
ヲ
排
シ
テ
自
己
ノ
意
思
ニ
従
ヒ
未
成
年
ノ
子
ヲ
監
護
教
育
ス
ル
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ

何
人
ト
雖
其
ノ
親
権
行
使
ヲ
妨
ク
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
対
シ
妨
害
ノ
排
除
ヲ
求
メ
以
テ
其
権
利
行
使
ヲ
完
フ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
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キ
モ
ノ
ト
ス
（
昭
和
四
年
上
民
第
二
一
号
、
同
年
三
月
二
十
九
日
判
決
）

一　

親
ノ
監
護
教
養
ヲ
受
ク
ヘ
キ
地
位
ニ
ア
ル
子
ハ
親
ノ
指
令
ニ
反
シ
テ
濫
ニ
他
ニ
居
所
ヲ
定
ム
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
年
控
第

一
四
六
号
、
同
年
五
月
二
日
判
決
）

一　

養
女
カ
贖
身
若
ハ
離
縁
等
ニ
因
リ
養
親
ト
ノ
親
子
関
係
ヲ
脱
離
セ
サ
ル
以
上
ハ
凌
辱
ヲ
受
ケ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
戸
主
タ
ル
養
父
ノ
同

意
ヲ
得
ス
任
意
ニ
住
居
ヲ
選
定
シ
テ
同
居
ヲ
拒
否
ス
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
三
年
控
第
六
二
一
号
、
同
年
十
一
月
十
四
日
判
決
）

一　

大
正
八
年
十
一
月
十
五
日
同
十
一
年
一
月
六
日
各
出
生
セ
ル
年
少
ノ
幼
者
ハ
居
所
ノ
選
択
其
他
身
上
ノ
利
害
特
失
ヲ
弁
識
ス
ル
ニ

足
ル
知
能
ヲ
有
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
推
定
ス
ル
ヲ
妥
当
ト
ス

　

意
思
能
力
ナ
キ
幼
者
ヲ
自
家
ニ
居
住
セ
シ
メ
其
ノ
監
護
ノ
下
ニ
置
キ
親
権
者
ニ
引
渡
サ
ル
者
ハ
親
権
者
ノ
意
思
ニ
反
シ
テ
未
成
年

者
ヲ
留
置
シ
親
権
ノ
行
使
ヲ
妨
害
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　

居
住
ノ
選
択
其
ノ
他
自
己
ノ
身
上
ニ
関
ス
ル
利
害
得
失
ヲ
弁
識
ス
ル
能
力
ナ
キ
幼
者
ノ
如
キ
ハ
親
権
妨
害
ヲ
阻
却
ス
ル
価
値
ア
ル

コ
ト
ナ
シ
（
昭
和
四
年
上
民
第
二
一
四
号
、
同
年
三
月
二
十
九
日
判
決
）

一　

戸
主
タ
ル
幼
者
ノ
実
母
ナ
リ
ト
雖
一
度
其
家
ヲ
去
ツ
テ
実
家
ニ
復
帰
シ
タ
ル
以
上
ハ
親
族
等
ノ
協
議
ニ
依
リ
特
ニ
幼
者
ノ
管
理
人

ニ
選
定
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
非
ス
シ
テ
只
血
族
上
母
子
ノ
関
係
ア
リ
ト
云
フ
ノ
ミ
ニ
依
リ
当
然
其
管
理
人
タ
ル
ヲ
得
ル
コ
ト
ハ
旧
慣
ノ
認

メ
サ
ル
所
ナ
リ
（
明
治
三
十
八
年
控
第
三
二
七
号
、
同
三
十
九
年
二
月
十
六
日
判
決
）

一　

幼
者
ノ
実
母
生
存
シ
其
ノ
親
権
ヲ
行
使
シ
ツ
ツ
ア
ル
場
合
ニ
祖
母
カ
実
母
ヲ
排
シ
テ
独
立
シ
テ
幼
者
ノ
財
産
ヲ
処
分
ス
ル
カ
如
キ

絶
対
ノ
権
能
ア
ル
習
慣
ノ
存
在
ハ
認
ム
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
一
年
控
第
六
二
四
号
、
同
四
十
二
年
二
月
四
日
判
決
）

一　

父
母
ナ
キ
場
合
ト
雖
祖
父
母
カ
当
然
未
成
年
者
ノ
法
定
代
理
人
タ
ル
ヘ
キ
旧
慣
ノ
存
在
ヲ
認
メ
難
シ
（
大
正
七
年
控
第
四
号
、
同

年
十
一
月
九
日
判
決
）
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一　

尊
長
権
ノ
範
囲
ハ
尊
長
ト
卑
幼
ト
親
等
ノ
親
疏
ニ
ヨ
リ
広
狭
強
弱
ノ
差
ア
リ
凡
テ
ノ
尊
長
者
カ
内
地
法
ノ
親
権
者
ノ
如
ク
当
然
未

成
年
者
ノ
法
定
代
理
人
ト
シ
テ
各
般
ノ
法
律
行
為
ヲ
処
理
シ
得
ヘ
キ
旧
慣
ナ
シ
（
大
正
七
年
控
第
四
号
、
同
年
十
一
月
九
日
判
決
）

一　

父
タ
ル
親
権
者
ハ
裁
判
ニ
依
リ
親
権
ヲ
喪
失
ス
ル
場
合
ノ
外
ハ
其
ノ
親
権
ヲ
保
有
ス
ヘ
ク
協
議
ニ
依
リ
財
産
管
理
権
ヲ
喪
失
セ
シ

ム
ト
云
フ
カ
如
キ
ハ
条
理
上
許
ス
ヘ
カ
ラ
ス
（
大
正
十
一
年
控
民
第
二
一
二
号
、
同
年
十
月
十
三
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
ハ
民
法
ニ
謂
フ
カ
如
キ
親
族
会
ノ
制
度
ナ
キ
ヲ
以
テ
親
権
ヲ
行
使
ス
ル
母
カ
未
成
年
者
ノ
子
ヲ
代
理
シ
テ
処
分
行
為

ヲ
為
ス
ニ
当
リ
之
カ
同
意
ヲ
得
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
謂
フ
コ
ト
ナ
シ
ト
雖
親
族
会
ノ
同
意
ヲ
経
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ス
ト
セ
ハ
唯
其
ノ
制
度

ノ
確
立
セ
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
見
サ
ル
カ
故
ナ
リ
ト
云
フ
ニ
過
キ
ス
シ
テ
必
ス
シ
モ
常
ニ
親
権
者
タ
ル
母
ノ
単
独
処
分
行
為
ヲ
許
ス
趣
旨

ニ
非
ス
法
律
行
為
ノ
当
時
若
ハ
相
当
期
間
内
ニ
積
極
的
ニ
親
族
ノ
同
意
ア
ル
カ
消
極
的
ニ
親
族
ノ
異
義
ア
ル
ヲ
認
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
場

合
ニ
於
テ
法
律
上
完
全
ニ
有
効
ナ
リ
ト
ナ
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
八
年
控
民
第
七
五
五
、七
五
六
号
、
同
九
年
四
月
六
日
判
決
）

一　

親
権
者
タ
ル
母
カ
未
成
年
者
ヲ
代
表
シ
テ
借
財
ヲ
為
ス
ニ
ハ
重
ナ
ル
親
族
ノ
同
意
ヲ
経
ル
コ
ト
ヲ
要
シ
其
ノ
同
意
ヲ
経
ス
シ
テ
為

シ
タ
ル
行
為
ノ
無
効
タ
ル
コ
ト
ハ
条
理
上
明
白
ナ
リ
（
大
正
十
一
年
控
民
第
八
三
八
号
、
同
年
十
一
月
二
十
九
日
判
決
）

一　

案
ス
ル
ニ
親
権
者
タ
ル
母
カ
未
成
年
者
ノ
子
ニ
代
リ
借
財
ヲ
為
ス
ニ
ハ
親
族
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ハ
本
島
ニ
於
ケ

ル
慣
習
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
親
族
ノ
範
囲
ハ
必
ス
シ
モ
六
等
親
以
内
ノ
親
族
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
サ
ル
ト

共
ニ
其
親
族
ノ
全
員
又
ハ
過
半
数
以
上
ノ
同
意
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
モ
当
該
未
成
年
者
ノ
財
産
保
護
上
最
モ
適
当
ナ
リ
ト
認
ム

ヘ
キ
親
族
ノ
同
意
ヲ
得
ル
カ
少
ク
ト
モ
右
ノ
親
族
ニ
対
シ
テ
同
意
ヲ
促
シ
同
親
族
ヲ
シ
テ
右
借
財
ノ
可
否
ニ
付
意
見
ヲ
開
陳
ス
ル
機

会
ヲ
与
フ
ル
ニ
非
サ
ル
以
上
他
ノ
親
族
ノ
同
意
ア
ル
モ
未
タ
親
族
ノ
同
意
ト
シ
テ
適
法
ナ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヲ
得
ス

　

又
叙
上
ノ
同
意
ハ
母
タ
ル
親
権
者
ノ
権
限
ヲ
補
充
ス
ル
性
質
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
モ
右
ハ
必
ス
シ
モ
借
財
行
為
ノ
際
又
ハ
其
ノ
以

前
ニ
之
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ス
其
ノ
以
後
ト
雖
当
該
借
財
ノ
存
続
中
ハ
当
初
同
意
ヲ
求
メ
サ
リ
シ
親
族
ニ
対
シ
之
カ
同
意
ヲ
求
メ
其
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ノ
同
意
ヲ
得
ル
ニ
至
レ
ハ
之
亦
親
族
ノ
同
意
ト
シ
テ
母
タ
ル
親
権
者
ノ
権
限
ヲ
補
充
ス
ル
ニ
足
ル
モ
ノ
ト
ス
、
蓋
シ
斯
ル
親
族
ノ
同

意
ハ
未
成
年
者
ノ
財
産
保
護
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
叙
上
何
レ
ノ
時
期
ニ
於
ケ
ル
同
意
モ
該
目
的
ヲ
達
ス
ル
ニ
於
テ
消
長
ア
リ

ト
謂
フ
ヲ
得
サ
レ
ハ
ナ
リ

　

又
右
ノ
同
意
ハ
親
権
者
ヨ
リ
同
意
ヲ
求
メ
ン
ト
ス
ル
親
族
ニ
対
シ
一
定
ノ
日
時
一
定
ノ
場
所
ヲ
指
定
シ
テ
会
合
ヲ
求
メ
其
ノ
同
意

ヲ
求
ム
ル
カ
又
ハ
親
権
者
ヨ
リ
同
意
ヲ
求
メ
ン
ト
ス
ル
親
族
ニ
対
シ
直
接
同
意
ヲ
求
ム
ル
所
謂
持
廻
方
法
ニ
依
ル
等
何
レ
ノ
方
法
ニ

従
フ
モ
妨
ナ
シ

　

尤
モ
同
意
ハ
必
ス
シ
モ
明
示
タ
ル
ヲ
要
セ
サ
レ
ハ
親
族
ニ
シ
テ
叙
上
ノ
同
意
ヲ
求
メ
ラ
レ
乍
ラ
異
議
ヲ
述
ヘ
タ
ル
事
跡
ノ
有
セ
サ

ル
ニ
於
テ
ハ
同
親
族
ハ
黙
示
ノ
同
意
ヲ
表
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
推
定
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
（
昭
和
六
年
上
民
第
一
九
五
号
、
同
年
十
月
三
十
一

日
判
決
）

一　

親
権
ヲ
行
使
ス
ル
母
カ
未
成
年
ノ
子
ノ
財
産
ニ
付
処
分
行
為
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
重
ナ
ル
親
族
ノ
同
意
ヲ
経
ヘ
キ
コ
ト
ハ
慣
習
ト
認
ム

ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
九
年
上
民
第
四
九
号
、
同
年
八
月
十
二
日
判
決
）

一　

母
タ
ル
親
権
者
カ
未
成
年
者
ノ
不
動
産
ヲ
処
分
ス
ル
場
合
ノ
親
族
ノ
同
意
ニ
ハ
親
族
カ
特
ニ
同
意
ヲ
表
示
シ
タ
ル
場
合
ノ
ミ
ナ
ラ

ス
親
族
カ
知
リ
テ
異
議
ヲ
述
ヘ
サ
ル
場
合
モ
包
含
ス
ト
解
ス
ル
ヲ
妥
当
ト
シ
右
親
族
ノ
同
意
ハ
必
ス
シ
モ
財
産
処
分
行
為
当
時
ニ
於

テ
確
認
シ
得
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
セ
ス
行
為
以
後
ト
雖
相
当
ノ
期
間
内
ニ
親
族
カ
同
意
ヲ
表
示
ス
ル
カ
若
ハ
知
リ
テ
異
議
ヲ
述
ヘ
サ
レ

ハ
所
謂
親
族
ノ
同
意
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
シ
（
大
正
九
年
上
民
第
一
〇
四
号
、
同
年
十
二
月
二
十
三
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
親
権
者
タ
ル
母
カ
其
ノ
子
ノ
財
産
ヲ
処
分
ス
ル
ニ
当
リ
其
ノ
処
分
前
ニ
於
テ
必
ス
族
親
ノ
同
意
ヲ
経
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

ル
旧
慣
ア
ル
コ
ト
ナ
ク
只
親
権
者
タ
ル
母
ハ
相
当
親
族
ノ
意
思
ニ
反
シ
テ
其
ノ
子
ノ
財
産
ヲ
処
分
シ
得
サ
ル
ノ
ミ
従
ツ
テ
親
権
者
タ

ル
母
カ
其
ノ
子
ノ
財
産
ヲ
処
分
ス
ル
ニ
当
リ
相
当
親
族
カ
之
ヲ
知
リ
テ
異
議
ヲ
述
ヘ
サ
リ
シ
場
合
又
ハ
事
後
ニ
追
認
ヲ
与
ヘ
タ
ル
場
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合
ノ
如
キ
其
ノ
財
産
処
分
ハ
凡
テ
有
効
ナ
リ
（
大
正
九
年
控
民
第
四
九
一
号
、
同
年
十
月
十
九
日
判
決
）

一　

親
権
ヲ
行
フ
母
カ
未
成
年
ノ
子
ノ
共
有
不
動
産
ノ
分
割
ニ
参
加
ス
ル
ニ
ハ
親
族
ノ
同
意
ヲ
経
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正

十
五
年
上
民
第
一
三
一
号
、
同
年
十
二
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

凡
ソ
或
一
定
ノ
行
為
ニ
付
同
意
ス
ヘ
キ
地
位
ニ
在
ル
者
カ
其
ノ
行
為
ア
リ
タ
ル
後
数
年
間
異
議
ヲ
述
ヘ
サ
ル
事
実
ヲ
以
テ
該
行
為

ニ
対
シ
暗
黙
ニ
同
意
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
推
断
ス
ル
ニ
ハ
右
同
意
ス
ヘ
キ
地
位
ニ
在
ル
者
ニ
於
テ
其
ノ
行
為
ノ
存
在
ヲ
知
リ
又
ハ
之
ヲ
知

リ
得
ヘ
キ
事
情
ノ
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
前
提
ト
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

　

尤
モ
本
島
人
間
ニ
於
ケ
ル
親
権
ヲ
行
フ
母
カ
未
成
年
ノ
子
ニ
代
リ
テ
其
ノ
所
有
土
地
持
分
ヲ
売
却
シ
之
カ
登
記
ヲ
経
由
シ
タ
ル
以

上
一
応
叙
上
ノ
行
為
ハ
何
レ
モ
相
当
親
族
ノ
同
意
ヲ
得
テ
行
ハ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
推
定
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
ル
カ
故
ニ
之
ニ
反
ス
ル

事
実
ヲ
主
張
ス
ル
者
ニ
於
テ
其
ノ
立
証
ヲ
為
ス
ヘ
キ
責
任
ア
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
シ
（
昭
和
六
年
上
民
第
一
九
〇
、一
九
一
号
、
同
年
十
月

二
十
一
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
親
権
者
タ
ル
母
カ
未
成
年
者
ノ
不
動
産
ノ
処
分
ヲ
為
ス
ニ
付
族
親
ノ
同
意
ヲ
要
ス
ル
慣
習
ノ
存
在
ス
ル
コ
ト
ハ
顕
著

ナ
ル
事
実
ニ
シ
テ
其
ノ
族
親
ノ
同
意
ヲ
経
ス
シ
テ
為
シ
タ
ル
契
約
ハ
条
理
上
当
然
無
効
ト
云
フ
ヲ
得
サ
ル
モ
瑕
疵
ア
ル
行
為
ト
シ
テ

取
消
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
九
年
控
民
第
四
八
四
号
、
同
十
年
五
月
二
日
判
決
）

一　

親
権
ヲ
行
フ
母
カ
未
成
年
者
ノ
子
ニ
代
リ
テ
債
務
ヲ
負
担
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
固
ヨ
リ
其
ノ
法
律
行
為
ハ
有
効
ニ
成
立
シ
唯
親
権
者
タ

ル
母
カ
該
法
律
行
為
ヲ
為
ス
ニ
付
親
族
ノ
同
意
ヲ
得
サ
リ
シ
場
合
ハ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
ミ

　

前
叙
法
律
行
為
ヲ
取
消
シ
其
ノ
効
力
ヲ
滅
却
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
其
ノ
取
消
ノ
事
由
タ
ル
親
族
ノ
同
意
ナ
カ
リ
シ
事
実
ヲ
証
明
ス
ル

責
ニ
任
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
（
昭
和
四
年
上
民
第
七
〇
、
七
一
号
、
同
年
六
月
二
十
五
日
判
決
）

一　

本
島
ハ
支
那
固
有
ノ
倫
理
道
徳
ニ
基
キ
親
子
ノ
服
従
関
係
ハ
特
ニ
重
大
視
セ
ラ
ル
ル
ヲ
以
テ
親
子
間
ノ
契
約
ノ
如
キ
如
何
ナ
ル
約
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款
ノ
定
メ
ア
ル
モ
親
ニ
於
テ
之
ヲ
遵
守
ス
ル
ト
否
ト
ハ
其
自
由
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
ハ
親
権
ノ
作
用
ト
シ
テ
寧
ロ
当
然
ナ
リ
ト
認

ム
（
明
治
四
十
一
年
控
第
六
八
〇
号
、
同
四
十
二
年
二
月
四
日
判
決
）

一　

十
六
歳
未
満
ノ
幼
者
所
有
ノ
不
動
産
ヲ
其
親
権
者
ニ
於
テ
贈
与
ヲ
受
ク
ル
カ
如
キ
利
益
相
反
ス
ル
行
為
ヲ
為
ス
ニ
ハ
幼
者
ノ
親
族

ノ
同
意
ヲ
要
ス
（
大
正
六
年
控
第
一
三
四
号
、
同
年
六
月
十
二
日
判
決
）

一　

幼
者
ト
法
定
代
理
人
ト
ノ
利
害
相
反
ス
ル
場
合
ニ
一
家
族
中
ノ
最
長
者
カ
幼
者
ノ
為
ニ
代
理
ヲ
為
ス
ハ
敢
テ
不
当
ナ
リ
ト
云
フ
ヲ

得
ス
（
明
治
三
十
八
年
控
第
二
三
〇
号
、
同
年
八
月
三
十
日
判
決
）

一　

親
権
ヲ
行
フ
父
又
ハ
母
ト
其
ノ
未
成
年
ノ
子
ト
利
益
相
反
ス
ル
訴
訟
ヲ
為
ス
ニ
付
何
人
カ
未
成
年
者
タ
ル
子
ノ
法
定
代
理
人
タ
ル

ヘ
キ
カ
ニ
付
テ
ハ
民
事
訴
訟
法
ニ
特
別
ノ
定
ナ
キ
ヲ
以
テ
民
法
第
八
百
八
十
八
条
第
一
項
ニ
準
拠
ス
ヘ
ク
而
シ
テ
同
条
ハ
親
権
ヲ
行

フ
父
又
ハ
母
ト
其
ノ
未
成
年
ノ
子
ト
利
益
相
反
ス
ル
行
為
ニ
付
テ
ハ
父
又
ハ
母
ハ
其
ノ
子
ノ
為
ニ
特
別
代
理
人
ヲ
選
任
ス
ル
コ
ト
ヲ

親
族
会
ニ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
旨
規
定
セ
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
父
又
ハ
母
カ
其
ノ
申
請
ヲ
為
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
如
何
ニ
ス
ヘ
キ
カ
ヲ
規

定
セ
サ
ル
カ
故
所
論
ノ
如
ク
親
権
ヲ
行
フ
父
又
ハ
母
カ
特
別
代
理
人
ノ
選
任
ヲ
親
族
会
ニ
申
請
セ
サ
ル
限
リ
親
族
会
ハ
未
成
年
者
ノ

為
ニ
特
別
代
理
人
ヲ
選
任
ス
ル
ニ
由
ナ
キ
モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
シ
ト
ノ
議
論
ヲ
生
ス
ル
余
地
ナ
キ
ニ
非
ス
ト
雖
同
条
ハ
未
成
年
者
ヲ
保
護

ス
ル
精
神
ニ
基
キ
親
権
者
ニ
特
別
代
理
人
選
任
請
求
ノ
義
務
ヲ
負
担
セ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
親
権
者
ノ
利
益
ノ
為
ニ
ノ
ミ
其
ノ
権

利
ヲ
付
与
シ
タ
ル
ニ
非
サ
ル
ヲ
以
テ
同
条
ノ
規
定
ハ
民
法
第
九
百
四
十
四
条
ニ
依
リ
未
成
年
者
ノ
親
族
其
ノ
他
カ
親
族
会
ノ
招
集
ヲ

裁
判
所
ニ
請
求
ス
ル
権
利
ヲ
制
限
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
、
蓋
シ
若
所
論
ノ
如
ク
之
ニ
反
対
ニ
解
ス
ル
ニ
於
テ

ハ
親
権
ヲ
行
フ
父
又
ハ
母
カ
其
ノ
子
ノ
為
ニ
特
別
代
理
人
ノ
選
任
ヲ
親
族
会
ニ
請
求
セ
サ
ル
限
リ
未
成
年
者
タ
ル
子
ノ
利
益
ハ
之
ヲ

保
護
ス
ル
ニ
由
ナ
キ
不
当
ナ
ル
結
果
ヲ
生
ス
レ
ハ
ナ
リ
、
而
シ
テ
民
法
親
族
篇
ノ
規
定
ハ
本
島
人
間
ノ
親
族
関
係
ニ
付
其
ノ
適
用
ナ

ク
本
島
人
間
ノ
親
族
関
係
ニ
付
テ
ハ
慣
習
ニ
依
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
雖
叙
上
民
法
ノ
法
理
ハ
条
理
ト
シ
テ
之
ヲ
本
島
人
間
ノ
親
族
関
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係
ニ
適
用
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス

　

然
リ
而
シ
テ
本
島
ノ
慣
習
上
親
族
ノ
協
議
ヲ
必
要
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
親
族
ノ
一
人
又
ハ
数
人
カ
相
当
ノ
親
族
ヲ
召
集
シ
テ
決

議
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ヲ
以
テ
原
判
決
カ
前
叙
ノ
条
理
ニ
基
キ
未
成
年
者
タ
ル
被
上
告
人
カ
其
ノ
親
権
者
タ
ル
上
告
人
ニ
対
シ
訴
訟

ヲ
提
起
ス
ル
ニ
付
特
別
代
理
人
選
任
ノ
必
要
ア
リ
ト
シ
テ
被
上
告
人
ノ
親
族
カ
協
議
シ
テ
特
別
代
理
人
ヲ
選
任
シ
其
ノ
特
別
代
理
人

カ
被
上
告
人
ノ
法
定
代
理
人
ト
シ
テ
上
告
人
ニ
対
シ
テ
提
起
シ
タ
ル
本
訴
ヲ
適
法
ナ
リ
ト
為
シ
タ
ル
ハ
正
当
ナ
リ
（
昭
和
六
年
上
民

第
三
四
一
号
、
同
七
年
二
月
六
日
判
決
）

一　

親
権
者
ニ
於
テ
二
人
ノ
未
成
年
者
ノ
共
有
物
ヲ
分
割
ス
ル
ノ
必
要
ヲ
認
メ
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
親
族
会
カ
其
ノ
必
要
ア
リ
ト
シ
之
ヲ

親
権
者
ニ
協
ラ
ス
独
立
シ
テ
親
族
会
ヲ
召
集
シ
特
別
代
理
人
ヲ
選
任
ス
ル
カ
如
キ
ハ
民
法
ニ
於
ケ
ル
カ
如
ク
裁
判
所
ノ
監
督
ノ
下
ニ

行
ハ
ル
ル
完
全
ナ
ル
親
族
会
ノ
制
度
ア
ル
法
制
ノ
下
ニ
於
テ
ハ
格
別
本
島
ニ
於
ケ
ル
カ
如
キ
不
完
全
ナ
ル
親
族
会
ニ
権
限
ヲ
付
与
ス

ル
コ
ト
ハ
親
族
ヲ
シ
テ
徒
ニ
親
権
ニ
干
渉
セ
シ
ム
ル
ノ
弊
ア
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
条
理
上
之
ヲ
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス

　
　

一
人
ノ
母
カ
二
人
ノ
未
成
年
ノ
為
ニ
親
権
ヲ
行
使
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
親
権
者
カ
二
人
ノ
未
成
年
者
ノ
共
有
物
ヲ
分
割
セ
ン
ト

ス
ル
ト
キ
ハ
二
人
ノ
未
成
年
者
ノ
利
益
互
ニ
相
反
シ
一
人
ヲ
親
権
者
カ
双
方
ノ
代
理
人
タ
ル
ニ
適
セ
サ
ル
カ
故
ニ
斯
ル
場
合
ニ
於
テ

ハ
其
ノ
一
方
ノ
為
ニ
特
別
代
理
人
ヲ
選
任
ス
ル
ヲ
必
要
ト
シ
其
ノ
特
別
代
理
人
ハ
親
族
会
ニ
於
テ
之
ヲ
選
任
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
ル
コ

ト
条
理
上
明
白
ナ
リ
（
大
正
十
一
年
控
民
第
七
〇
一
号
、
同
年
十
月
十
九
日
判
決
）

　
　

第
三
節　

親
権
ノ
喪
失

一　

単
ニ
親
族
多
数
ノ
意
向
ニ
出
タ
リ
ト
ス
ル
モ
謂
レ
ナ
ク
母
ノ
親
権
ヲ
喪
失
セ
シ
メ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
（
明
治
四
十
年
控
第

四
三
二
号
、
同
四
十
一
年
七
月
十
三
日
判
決
）

一　

親
権
ヲ
行
フ
母
カ
素
行
修
マ
ラ
ス
財
産
ヲ
浪
費
蕩
尽
シ
一
家
ヲ
危
険
ニ
瀕
セ
シ
ム
ル
等
ノ
行
為
ア
ル
ト
キ
ハ
其
親
権
ヲ
喪
失
セ
シ
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ム
ル
コ
ト
ヲ
得
（
明
治
四
十
年
控
第
四
三
二
号
、
同
年
十
二
月
六
日
判
決
）

一　

尊
長
権
者
ニ
シ
テ
著
シ
ク
不
行
跡
ノ
行
動
ア
ル
カ
若
ハ
幼
者
ノ
財
産
管
理
ニ
失
当
ノ
行
為
ア
リ
テ
之
ヲ
蕩
尽
ス
ル
ノ
虞
ア
ル
場
合

ノ
如
キ
幼
者
ノ
親
族
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
理
由
ト
シ
テ
其
ノ
尊
長
タ
ル
父
母
其
他
ノ
権
利
ヲ
制
限
シ
或
ハ
喪
失
セ
シ
ム
ル
ノ
決
議
ヲ
為
シ

得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
四
年
控
民
第
四
四
六
号
、
同
年
十
一
月
二
十
五
日
判
決
）

一　

尊
長
者
ニ
於
テ
親
族
会
ノ
決
議
ニ
異
議
ア
ル
ト
キ
ハ
親
族
会
ハ
其
ノ
決
議
ノ
趣
旨
ヲ
公
力
ヲ
以
テ
逐
行
ス
ル
ノ
手
段
ヲ
執
ル
ノ
外

ナ
シ
（
明
治
四
十
四
年
控
民
第
四
四
六
号
、
同
年
十
一
月
二
十
五
日
判
決
）

一　

親
族
ノ
協
議
ニ
因
リ
母
ノ
幼
者
ニ
対
ス
ル
財
産
管
理
及
監
護
ノ
権
利
ヲ
喪
失
セ
シ
ム
ル
カ
如
キ
決
議
ヲ
為
ス
ハ
其
権
限
ニ
属
セ
ス

須
ク
親
族
ヨ
リ
法
院
ニ
対
シ
テ
親
権
喪
失
ノ
宣
言
ヲ
求
ム
ヘ
キ
ナ
リ
（
大
正
二
年
控
第
八
一
二
号
、
同
三
年
二
月
十
七
日
判
決
）

一　

寡
婦
ノ
操
行
修
ラ
ス
シ
テ
其
家
名
汚
損
ス
ル
場
合
若
ハ
幼
者
ノ
財
産
保
護
又
ハ
其
教
養
ヲ
託
ス
ル
ニ
適
セ
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
家
長

ノ
意
思
ニ
依
リ
又
ハ
親
族
協
議
ノ
上
寡
婦
ヲ
革
逐
シ
或
ハ
幼
者
ノ
為
ニ
托
孤
人
ヲ
選
任
ス
ル
ノ
例
ア
リ
シ
モ
往
時
家
長
ノ
権
利
ハ
過

大
ニ
尊
重
セ
ラ
レ
寡
婦
ノ
如
キ
ハ
幼
者
ニ
対
ス
ル
親
権
ヲ
認
メ
サ
リ
シ
時
代
ノ
遺
習
ニ
過
キ
サ
レ
ハ
今
日
尚
寡
婦
カ
親
権
行
使
ノ
制

限
若
ハ
其
喪
失
ニ
付
法
院
ノ
宣
言
ヲ
求
メ
ス
シ
テ
親
族
会
ノ
決
議
ノ
ミ
ニ
委
ス
ル
ハ
妥
当
ニ
非
ス
（
大
正
二
年
控
第
八
一
三
号
、
同
三

年
二
月
十
三
日
判
決
）

一　

親
権
者
ヲ
シ
テ
親
権
ヲ
喪
失
セ
シ
ム
ル
ハ
性
質
上
親
族
間
ノ
決
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
法
院
ノ
宣
告
ヲ

俟
ツ
テ
始
メ
テ
之
ヲ
喪
失
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
仮
令
族
親
間
ニ
於
テ
親
権
ヲ
喪
失
セ
シ
ム
ヘ
キ
協
議
ヲ
為
ス
モ
之

カ
為
メ
其
親
権
ヲ
喪
失
ス
ヘ
キ
理
由
ナ
シ
（
大
正
三
年
控
第
四
一
五
号
、
同
年
十
月
三
十
日
判
決
）

一　

実
父
ノ
放
蕩
無
頼
ヲ
原
因
ト
シ
テ
単
ニ
親
族
間
ノ
協
議
ノ
ミ
ニ
ヨ
リ
幼
者
ノ
親
権
ヲ
喪
失
セ
シ
ム
ル
効
果
ヲ
生
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ

ア
ラ
ス
（
大
正
四
年
控
第
二
七
一
号
、
同
五
年
一
月
二
十
五
日
判
決
）
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一　

齢
十
一
歳
ノ
媳
婦
仔
ヲ
養
母
カ
屢
々
殴
打
シ
左
足
関
節
部
ヲ
落
花
生
採
掘
容
器
ヲ
以
テ
右
手
甲
ヲ
竹
棒
ヲ
以
テ
殴
打
傷
害
シ
タ
ル

コ
ト
又
頭
部
左
眼
窩
部
ヲ
洗
濯
棒
ニ
テ
殴
打
シ
治
療
十
日
ヲ
要
ス
ル
傷
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
如
キ
ハ
親
権
者
ノ
有
ス
ル
懲
戒
権
ノ
範
囲
ヲ

超
越
ス
ル
ハ
勿
論
裁
判
上
離
縁
ノ
事
由
タ
ル
虐
待
ナ
リ
ト
認
定
ス
ル
ニ
充
分
ナ
リ
ト
ス
（
大
正
七
年
控
第
六
〇
八
号
、
同
年
十
二
月

二
十
四
日
判
決
）

一　

親
権
喪
失
ノ
原
因
タ
ル
親
権
ノ
濫
用
又
ハ
著
シ
キ
不
行
跡
ト
ハ
結
局
未
成
年
ノ
子
ノ
監
護
及
教
育
ヲ
為
ス
義
務
ヲ
逐
行
ス
ル
任
ニ

堪
ヘ
サ
ル
程
度
ニ
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
（
大
正
八
年
上
民
第
八
号
、
同
九
年
一
月
二
十
八
日
判
決
）

一　

親
権
ハ
親
子
ノ
至
情
ニ
基
ク
人
倫
ノ
大
義
ニ
シ
テ
親
権
者
カ
之
ヲ
濫
用
ス
ル
カ
又
ハ
著
シ
キ
不
行
跡
ア
リ
テ
子
ノ
教
養
上
甚
シ
キ

弊
害
ヲ
生
ス
ル
虞
ア
ル
場
合
若
ハ
其
財
産
ヲ
危
ク
ス
ル
場
合
等
ノ
外
軽
々
シ
ク
之
ヲ
褫
奪
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
（
大
正
九
年
控
民
第

九
三
号
、
同
年
四
月
二
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
ハ
（
中
略
）
子
ノ
親
族
ノ
協
議
ニ
因
リ
テ
親
権
ヲ
喪
失
セ
シ
メ
又
ハ
之
ヲ
制
限
ス
ル
慣
習
又
ハ
条
理
ハ
存
在
セ
ス

（
大
正
十
年
上
民
第
七
三
号
、
同
年
月
日
判（
14 
）

決
）

一　

親
権
ヲ
行
フ
母
カ
親
族
会
ノ
同
意
ヲ
経
ス
シ
テ
未
成
年
者
所
有
ノ
不
動
産
ヲ
売
却
ス
ル
モ
之
ノ
ミ
ニ
ヨ
リ
テ
ハ
必
ス
シ
モ
親
権
喪

失
ノ
原
因
タ
ル
親
権
濫
用
ノ
行
為
ア
リ
ト
速
断
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
シ
テ
其
ノ
売
却
ノ
目
的
及
代
金
ノ
費
途
ヲ
審
査
シ
タ
ル
後
親
権

濫
用
ノ
有
無
ヲ
決
定
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

　

仍
テ
先
原
判
決
ヲ
査
ス
ル
ニ
原
審
ハ
上
告
人
ハ
夫
簡
脚
死
亡
後
未
成
年
者
簡
岸
ノ
親
権
者
タ
ル
地
位
ヲ
顧
ミ
ス
雇
人
林
償
ト
私
通

シ
未
成
年
者
簡
岸
ヲ
放
置
シ
テ
同
人
家
ヲ
去
リ
情
夫
ト
共
ニ
現
ニ
他
ニ
居
住
シ
簡
岸
ノ
監
護
教
育
ヲ
怠
リ
其
ノ
義
務
ヲ
尽
サ
サ
ル
事

実
ヲ
認
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
判
文
上
之
ヲ
看
取
ス
ル
ニ
難
カ
ラ
ス
斯
カ
ル
事
実
ハ
親
権
喪
失
ノ
原
因
ト
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
勿
論

ナ
レ
ハ
原
審
カ
之
ヲ
以
テ
未
成
年
者
簡
岸
ニ
対
ス
ル
上
告
人
ノ
親
権
ヲ
喪
失
セ
シ
メ
タ
ル
ハ
相
当
ナ
リ
（
昭
和
四
年
上
民
第
四
〇
号
、
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同
年
四
月
二
十
三
日
判
決
）

一　

母
カ
親
権
者
ト
シ
テ
子
ノ
不
動
産
ヲ
売
却
シ
去
リ
殆
ン
ト
余
ス
所
ナ
キ
ニ
至
ラ
シ
メ
且
ツ
他
人
ト
私
通
シ
懐
胎
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル

場
合
ニ
幼
者
ノ
祖
母
カ
親
権
喪
失
ノ
請
求
ヲ
為
ス
ハ
相
当
ナ
リ
（
大
正
六
年
控
第
三
四
三
号
、
同
年
八
月
十
五
日
判
決
）

一　

親
権
ヲ
行
フ
母
カ
未
成
年
者
ノ
土
地
全
部
ヲ
消
費
シ
易
キ
金
銭
ニ
換
フ
ル
カ
如
キ
ハ
特
段
ナ
ル
事
由
ナ
キ
限
リ
管
理
方
法
其
ノ
当

ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
未
成
年
者
ノ
財
産
ヲ
危
ク
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
親
権
ノ
内
ニ
ハ
財
産
管
理
権
ヲ
包
含
シ
居

ル
ニ
依
リ
従
ツ
テ
親
権
喪
失
ヲ
求
ム
ル
訴
ニ
ハ
自
ラ
管
理
権
喪
失
ノ
請
求
モ
亦
内
在
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
シ
、
親
権
者
ニ
財
産
管
理

ノ
失
当
ア
ル
ニ
過
キ
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
管
理
権
ノ
喪
失
而
己
ヲ
立
言
ス
ヘ
ク
シ
テ
親
権
全
部
ヲ
剥
奪
シ
得
サ
ル
ヤ
条
理
上
当
然
ナ

リ
（
大
正
十
年
控
民
第
九
六
号
、
同
年
六
月
二
十
二
日
判
決
）

第
六
章
　
後
見

　
　

第
一
節　

後
見
人

一　

後
見
ノ
如
ク
本
島
ニ
確
然
タ
ル
慣
習
ナ
キ
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
条
理
ト
シ
テ
民
法
ヲ
適
用
シ
右
決
議
ノ
効
力
ヲ
決
定
サ
セ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

（
大
正
十
年
控
民
第
七
四
二
号
、
同
十
一
年
二
月
十
五
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
ハ
普
通
十
六
歳
ヲ
以
テ
丁
年
ト
為
ス
ト
雖
特
ニ
後
見
人
ヲ
設
ケ
テ
法
律
行
為
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
モ
亦
妨
ナ
シ
（
明
治

三
十
四
年
控
第
一
九
〇
号
、
同
三
十
五
年
七
月
二
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
ハ
心
神
喪
失
者
ノ
監
督
義
務
者
ヲ
定
メ
タ
ル
法
令
存
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
条
理
ニ
基
キ
其
ノ
監
督
義
務
者
ヲ
定
ム
ヘ
ク
心

神
喪
失
者
カ
禁
治
産
ノ
宣
告
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
後
見
人
ヲ
以
テ
監
督
義
務
者
ト
為
ス
ヘ
キ
ハ
勿
論
ナ
リ
ト
雖
禁
治
産
ノ
宣
告

ヲ
受
ケ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
配
偶
者
ア
ラ
ハ
其
ノ
配
偶
者
若
之
ナ
キ
ト
キ
ハ
最
近
親
ノ
者
ヲ
以
テ
監
督
義
務
者
ト
為
ス
ヲ
条
理
上
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相
当
ナ
リ
ト
ス
（
昭
和
六
年
上
民
第
二
九
四
号
、
同
年
十
二
月
九
日
判
決
）

一　

父
死
亡
後
ハ
其
母
ニ
於
テ
幼
者
ニ
代
リ
法
律
行
為
ヲ
為
ス
ヘ
キ
ハ
普
通
ニ
シ
テ
其
母
ノ
承
諾
ヲ
得
ス
独
リ
ニ
他
ニ
後
見
人
ヲ
選
定

ス
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
三
十
九
年
控
第
六
一
八
号
、
同
四
十
年
一
月
十
八
日
判
決
）

一　

実
母
ノ
生
存
ニ
拘
ラ
ス
後
見
人
ヲ
選
任
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ハ
旧
慣
ニ
照
シ
明
白
ニ
シ
テ
其
ノ
選
任
ヲ
拒
否
シ
タ
ル
旧
慣
若
ハ
明
文
ナ

キ
ヲ
以
テ
実
母
生
存
ノ
一
事
ヲ
以
テ
直
ニ
後
見
人
ヲ
選
任
ス
ル
ヲ
得
ス
ト
論
定
ス
ル
ヲ
得
ス

　

後
見
人
ノ
選
任
ニ
関
シ
実
母
ノ
干
与
セ
サ
リ
シ
ト
テ
実
母
ニ
於
テ
之
ヲ
黙
認
ス
ル
以
上
ハ
敢
テ
其
ノ
選
任
ヲ
無
効
ナ
リ
ト
為
ス
ヲ

得
ス
（
明
治
四
十
五
年
控
第
四
〇
八
号
、
大
正
元
年
十
月
八
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
ケ
ル
後
見
制
度
未
タ
確
然
タ
ラ
サ
ル
今
日
ニ
於
テ
単
ニ
後
見
人
就
職
届
ア
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
幼
者
ノ
実
母
カ
親
権
ヲ
喪
失

シ
タ
ル
モ
ノ
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
従
テ
幼
者
ノ
為
ニ
訴
訟
ス
ル
ハ
相
当
ナ
リ
（
大
正
元
年
控
第
一
二
五
号
、
同
二
年
十
月
十
三
日
判
決
）

一　

幼
者
ノ
親
権
者
ア
ル
ニ
拘
ラ
ス
他
人
カ
密
カ
ニ
後
見
人
就
職
届
ヲ
為
シ
後
見
人
ノ
登
録
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ
親
権
者
カ
後
見
就
職

取
消
ヲ
訴
求
ス
ル
ハ
相
当
ナ
リ
（
大
正
二
年
控
第
五
〇
号
、
同
二
年
十
二
月
十
八
日
判
決
）

一　

親
権
者
ア
ル
場
合
ノ
後
見
人
選
定
ハ
親
権
者
ニ
異
議
ナ
キ
カ
又
ハ
親
権
ヲ
喪
失
セ
シ
ム
ヘ
キ
重
大
ナ
ル
事
由
ア
リ
テ
相
当
ノ
手
続

ヲ
以
テ
其
選
定
ヲ
為
シ
タ
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
法
律
上
其
効
ナ
シ
（
大
正
二
年
第
二
〇
一
号
、
同
年
七
月
九
日
判（
15 
）

決
）

一　

幼
者
ノ
後
見
人
ハ
親
権
者
ノ
存
在
セ
サ
ル
場
合
又
ハ
存
在
ス
ル
モ
親
権
ヲ
行
フ
能
ハ
サ
ル
ト
キ
或
ハ
親
権
者
カ
親
権
ノ
全
部
又
ハ

一
部
ヲ
辞
退
シ
タ
ル
カ
如
キ
場
合
ニ
限
リ
幼
者
ノ
親
族
ニ
於
テ
選
任
ス
ル
ヲ
通
例
ト
シ
親
権
者
カ
現
存
シ
親
権
ヲ
行
フ
ニ
妨
ナ
ク
且

親
権
ヲ
辞
退
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
拘
ラ
ス
幼
者
ノ
親
族
ニ
於
テ
親
権
者
ヲ
差
押
キ
後
見
人
ヲ
選
任
シ
タ
レ
ハ
ト
テ
適
法
ニ
其
ノ
効
力

ヲ
生
セ
ス
（
大
正
七
年
控
第
一
三
四
号
、
同
年
四
月
九
日
判
決
）

一　

親
権
ハ
父
母
カ
其
ノ
子
ニ
対
シ
テ
有
ス
ル
尊
長
権
ニ
シ
テ
母
カ
財
産
ノ
管
理
ヲ
辞
ス
ル
場
合
ノ
外
公
益
上
之
ヲ
放
棄
又
ハ
辞
任
シ
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或
ハ
親
族
会
ノ
決
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
剥
奪
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
父
タ
ル
親
権
者
ア
ル
場
合
ニ
後
見
人
ヲ
選
任
ス
ル
カ
如
キ
ハ
条

理
上
許
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
項
ニ
属
ス
（
大
正
十
年
控
民
第
一
三
七
号
、
同
年
六
月
二
十
一
日
判
決
）

一　

其
ノ
死
者
ノ
家
ニ
親
権
ヲ
行
フ
ヘ
キ
母
ナ
キ
ト
キ
ハ
其
ノ
子
ハ
後
見
ニ
付
セ
ラ
ル
ヘ
ク
而
シ
テ
其
ノ
家
ノ
親
族
ノ
協
議
ヲ
以
テ
実

家
ノ
父
母
ハ
其
ノ
子
ノ
後
見
人
ト
ス
ル
ヲ
妨
ケ
ス
（
昭
和
五
年
上
民
第
一
一
二
号
、
同
年
七
月
三
十
日
判
決
）

一　

夫
ノ
死
後
他
人
ノ
妻
妾
ト
為
リ
タ
ル
者
ハ
亡
夫
ノ
遺
子
タ
ル
幼
者
ニ
対
シ
後
見
人
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
（
明
治
三
十
八
年
控
第

一
五
〇
号
、
同
年
九
月
十
四
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
叔
父
ハ
当
然
後
見
事
務
ヲ
行
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
（
明
治
三
十
八
年
控
第
一
八
二
号
、
同
年
十
月
七
日
判
決
）

一　

戸
口
規
則
ノ
規
定
ニ
基
キ
後
見
就
任
届
ヲ
為
シ
現
ニ
後
見
人
ノ
職
ニ
在
ル
以
上
ハ
之
ヲ
廃
罷
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
単
ニ
同
族
間
ノ
協

議
ノ
ミ
ニ
テ
新
ニ
後
見
人
ヲ
選
定
就
職
セ
シ
ム
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
年
控
第
三
一
八
号
、
同
年
十
月
十
四
日
判
決
）

一　

未
成
年
者
ノ
為
其
後
見
人
ヲ
選
任
ス
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
先
ツ
其
親
族
ニ
於
テ
之
ヲ
為
ス
ヘ
ク
其
親
族
ナ
キ
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
其
縁
故

者
ニ
於
テ
未
成
年
者
ノ
為
公
平
且
最
モ
忠
実
ト
認
メ
ラ
ル
ヘ
キ
方
法
ニ
依
リ
選
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
然
ラ
サ
ル
選
任
行
為
ハ
無
効
ト

解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
（
大
正
七
年
控
第
二
六
九
号
、
同
年
九
月
四
日
判
決
）

一　

親
族
多
数
ノ
推
挙
シ
タ
ル
後
見
人
ハ
有
効
ナ
リ
（
明
治
三
十
八
年
控
第
一
八
二
号
、
同
年
十
月
七
日
判
決
）

一　

関
係
者
間
ニ
互
ニ
後
見
人
タ
ル
コ
ト
ニ
争
ア
ル
以
上
ハ
後
見
人
タ
ル
権
限
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
相
手
方
ニ
認
メ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
法
律

上
其
ノ
利
益
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
後
見
人
カ
改
選
サ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
戸
口
簿
上
新
任
後
見
人
ヨ
リ
後
見
更
迭
届
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
足
リ
後

見
人
解
任
届
出
ノ
手
続
ヲ
求
メ
若
シ
之
ヲ
履
行
セ
サ
ル
ト
キ
自
ラ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ノ
承
認
ヲ
求
ム
ル
ハ
必
要
ナ
キ
請
求
ナ
リ
（
大
正

三
年
控
第
三
六
号
、
同
年
五
月
五
日
判
決
）

一　

民
法
ノ
規
定
ニ
依
レ
ハ
親
族
会
カ
後
見
人
ヲ
免
黜
シ
得
ル
事
由
ヲ
列
挙
シ
ア
ル
ヨ
リ
観
レ
ハ
右
ハ
其
ノ
列
挙
ノ
範
囲
ニ
限
リ
タ
ル
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モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
ク
従
テ
列
挙
ノ
範
囲
外
ナ
ル
不
正
行
為
ア
ル
場
合
ノ
如
キ
ハ
免
黜
ノ
論
ヲ
提
起
シ
テ
其
ノ
目
的
ヲ
達
ス
レ
ハ
格
別
親

族
会
ノ
決
議
ヲ
以
テ
ハ
後
見
人
ヲ
免
黜
シ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
言
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
（
大
正
十
年
控
民
第
七
四
二
号
、
同
十
一
年
二
月
十
五

日
判
決
）

一　

後
見
人
免
黜
及
選
任
ノ
如
キ
ハ
幼
者
ノ
為
極
メ
テ
重
要
ナ
ル
事
項
ナ
レ
ハ
幼
者
ノ
近
親
中
成
ル
ヘ
ク
重
ナ
ル
者
ヲ
網
羅
シ
慎
重
審

議
事
ヲ
行
フ
コ
ト
正
当
ニ
シ
テ
且
必
要
ナ
リ
ト
ス
、
若
シ
此
ノ
如
ク
セ
ス
近
親
中
ノ
一
少
部
分
ニ
於
テ
随
意
ニ
親
族
会
ヲ
設
ケ
是
等

ノ
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
セ
ン
カ
徳
義
ノ
観
念
ニ
薄
ク
私
欲
ニ
吸
々
タ
ル
下
層
人
民
ニ
ア
リ
テ
ハ
親
族
私
党
ヲ
結
ヒ
私
欲
ノ
為

互
ニ
排
撃
シ
今
日
甲
党
ニ
於
テ
選
任
シ
タ
ル
後
見
人
ハ
明
白
乙
党
ニ
於
テ
之
ヲ
免
黜
ス
ル
カ
如
キ
乱
行
頻
出
シ
到
底
其
弊
ニ
堪
エ
サ

ル
ニ
至
ル
可
シ
従
テ
四
房
存
在
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
第
一
房
ノ
後
見
人
更
迭
決
議
ノ
親
族
会
組
織
ヲ
第
四
房
ノ
卑
属
親
ノ
ミ
ニ
制
限
シ

他
ノ
三
房
ノ
親
族
全
部
ヲ
除
外
シ
タ
ル
ハ
不
当
ナ
リ
（
大
正
六
年
控
第
三
三
二
号
、
同
年
十
二
月
二
十
五
日
判
決
）

　
　

第
二
節　

後
見
ノ
事
務

一　

本
島
ニ
於
ケ
ル
未
成
年
者
ノ
後
見
人
ハ
未
成
年
者
ノ
身
体
及
財
産
ヲ
保
護
監
督
ス
ル
職
責
ヲ
有
シ
契
約
ニ
ヨ
リ
テ
之
ヲ
他
人
ニ
帰

属
セ
シ
ム
ル
ヲ
許
サ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
七
年
控
民
第
六
三
〇
号
、
同
九
年
四
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

後
見
制
度
ノ
設
ケ
ナ
キ
今
日
ニ
於
テ
ハ
疾
病
其
ノ
他
ノ
原
因
ニ
ヨ
リ
精
神
ニ
異
状
ア
ル
モ
ノ
ハ
其
家
ノ
尊
長
其
他
ニ
於
テ
之
カ
利

益
ヲ
代
表
シ
財
産
ニ
関
ス
ル
法
律
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト
往
々
見
ル
所
ナ
リ
（
明
治
三
十
七
年
控
第
三
五
一
号
、
同
三
十
八
年
四
月
二
十
六

日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
未
タ
後
見
人
タ
ル
ヘ
キ
者
ノ
資
格
ヲ
限
定
シ
タ
ル
慣
例
ナ
キ
ヲ
以
テ
幼
者
ヲ
正
当
ニ
保
護
監
督
ス
ヘ
キ
任
務
ニ
当
リ

得
ヘ
キ
仍
チ
実
親
子
ノ
身
分
関
係
ノ
ア
ル
所
以
ヲ
以
テ
実
父
カ
養
家
ニ
於
テ
尊
属
親
ヲ
有
セ
サ
ル
未
成
年
者
ノ
為
ニ
後
見
人
ト
シ
テ

訴
訟
ス
ル
ハ
毫
モ
違
法
ニ
非
ス
（
明
治
四
十
年
控
第
八
三
号
、
同
年
十
月
十
四
日
判
決
）
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一　

後
見
人
ノ
存
在
ニ
拘
ラ
ス
之
ヲ
差
措
キ
他
ノ
者
カ
親
権
者
ナ
リ
ト
シ
訴
訟
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
モ
許
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
（
明
治

四
十
三
年
控
第
九
二
号
、
同
年
四
月
三
十
日
判
決
）

一　

親
権
者
ナ
キ
未
成
年
者
ノ
離
籍
引
渡
ヲ
求
ム
ル
訴
ノ
如
キ
ハ
単
ニ
近
親
ナ
リ
ト
ノ
一
点
ヲ
以
テ
直
ニ
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
先

ツ
親
族
協
議
ノ
上
後
見
人
ヲ
設
ケ
之
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
ヲ
相
当
ト
ス
（
大
正
二
年
控
第
二
二
号
、
同
年
四
月
八
日
判
決
）

一　

後
見
人
カ
未
成
年
者
ノ
財
産
ヲ
処
分
ス
ル
ニ
当
リ
族
親
ノ
同
意
ヲ
得
タ
ル
ヤ
否
ハ
裁
判
所
カ
職
権
ヲ
以
テ
調
査
ス
ヘ
キ
事
項
ニ
非

ス
（
大
正
九
年
上
民
第
六
四（
16 
）

号
）

一　

後
見
人
カ
未
成
年
者
ノ
不
動
産
ヲ
売
却
ス
ル
ニ
ハ
未
成
年
者
ノ
相
当
親
族
ノ
同
意
ヲ
要
シ
其
ノ
相
当
親
族
ハ
未
成
年
者
ト
最
モ
密

接
ナ
ル
関
係
ヲ
有
シ
且
利
害
ヲ
正
当
ニ
考
慮
シ
得
ヘ
キ
親
族
ノ
謂
ナ
レ
ハ
未
成
年
保
護
ノ
目
的
ヨ
リ
見
テ
之
ヲ
推
知
ス
ル
ニ
難
カ
ラ

ス
（
大
正
十
年
控
民
第
六
〇
七
号
、
同
年
十
二
月
二
十
日
判
決
）

一　

民
法
施
行
前
心
神
喪
失
ノ
常
況
ア
ル
者
ニ
対
シ
後
見
ニ
付
ス
ル
制
度
確
立
シ
居
ラ
サ
リ
シ
ト
雖
尊
長
又
ハ
族
親
ニ
於
テ
其
ノ
保
護

者
ト
ナ
リ
其
ノ
者
ノ
財
産
ニ
付
管
理
又
ハ
処
分
ヲ
為
ス
権
限
ヲ
有
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
ノ
財
産
ニ
付
権
利
ノ
得
喪
ニ
関
ス
ル
契
約

ヲ
締
結
ス
ル
ニ
当
リ
テ
モ
常
ニ
在
場
人
又
ハ
知
見
人
ト
シ
テ
出
名
シ
依
テ
心
神
喪
失
者
ヲ
保
護
シ
来
リ
タ
ル
慣
習
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ

リ
　

叙
上
保
護
者
カ
心
神
喪
失
者
ノ
財
産
ヲ
処
分
ス
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
特
ニ
民
法
所
定
ノ
如
ク
親
族
会
ノ
同
意
ヲ
要
ス
ル
カ
如
キ
確
的
ノ

制
度
ナ
カ
リ
シ
ト
雖
条
理
上
心
神
喪
失
者
ノ
族
親
ニ
於
テ
異
議
ナ
キ
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ハ
当
然
ナ
リ
（
大
正
十
三
年
上
民
第
一
五
七
号
、

同
十
四
年
二
月
二
十
日
判
決
）

一　

後
見
人
カ
其
ノ
資
格
ニ
於
テ
為
シ
タ
ル
法
律
行
為
ニ
付
幼
者
ノ
為
ニ
不
利
益
ナ
リ
ト
シ
テ
契
約
ノ
解
除
ヲ
求
ム
ル
ハ
不
当
ナ
リ

（
明
治
四
十
一
年
控
第
三
四
〇
号
、
同
四
十
二
年
六
月
八
日
判
決
）
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一　

幼
者
ノ
後
見
人
ハ
被
後
見
人
ノ
族
親
ノ
同
意
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
被
後
見
人
ノ
財
産
ヲ
処
分
ス
ル
ノ
権
利
ヲ
有
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル

ヲ
以
テ
之
カ
同
意
ヲ
得
ス
シ
テ
為
シ
タ
ル
処
分
行
為
ハ
法
律
上
其
ノ
効
力
ナ
キ
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
（
大
正
七
年
控
民
第

九
三
号
、
同
年
八
月
九
日
判
決
）

一　

未
成
年
者
ノ
後
見
人
カ
其
ノ
法
定
代
理
人
ト
シ
テ
未
成
年
者
所
有
ノ
不
動
産
ヲ
譲
渡
シ
又
ハ
之
ニ
抵
当
権
ヲ
設
定
ス
ル
ニ
付
未
成

年
者
ノ
親
族
ノ
同
意
ヲ
経
サ
ル
ト
キ
ハ
該
譲
渡
又
ハ
抵
当
権
設
定
ノ
行
為
ハ
無
効
ニ
非
ス
シ
テ
取
消
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
昭
和
三

年
上
民
第
三
九
号
、
同
年
六
月
五
日
判
決
）

　
　

第
三
節　

後
見
ノ
終
了

一　

訴
訟
能
力
者
タ
ル
年
齢
以
上
ニ
達
シ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
猶
被
後
見
状
況
ニ
ア
リ
テ
後
見
ニ
服
シ
後
見
解
除
ノ
事
実
ナ
キ
以
上
ハ
一
般

ニ
訴
訟
能
力
者
タ
ル
年
齢
ニ
達
セ
ル
一
事
ノ
ミ
ヲ
以
テ
当
然
被
後
見
状
況
ヲ
脱
離
シ
後
見
解
除
ニ
至
レ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
カ
ラ
ス

　

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
後
見
人
ノ
届
出
ナ
シ
ト
ス
ル
モ
訴
訟
能
力
者
ノ
年
齢
ニ
達
シ
タ
ル
時
ニ
於
テ
直
ニ
後
見
解
除
ア
リ
タ
ル
モ
ノ

ト
推
定
ス
ヘ
カ
ラ
ス
（
明
治
四
十
三
年
控
第
四
八
五
号
、
同
四
十
四
年
十
一
月
六
日
判
決
）

一　

幼
者
本
人
カ
所
謂
呼
ハ
リ
十
六
歳
ト
ナ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
後
見
終
了
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
ラ
ス
本
人
ノ
能
力
ノ
程
度
如
何
ニ
ヨ
リ
テ
ハ
尚

後
見
人
ヲ
シ
テ
其
任
務
ヲ
執
ラ
シ
ム
ル
旧
慣
ア
リ
（
大
正
元
年
控
第
二
〇
八
号
、
同
年
一
月
二
十
九
日
判
決
）

一　

旧
慣
上
ノ
成
年
々
齢
ニ
達
シ
且
智
能
ノ
発
達
充
分
ニ
シ
テ
独
立
シ
テ
社
会
生
活
ヲ
為
シ
得
ル
状
況
ニ
ア
ル
者
ハ
其
後
見
人
ニ
対
シ

後
見
解
除
ノ
承
認
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
（
大
正
二
年
控
第
二
四
四
号
、
同
年
六
月
十
日
判
決
）

　
　

第
四
節　

托
孤

一　

托
孤
人
ハ
単
ニ
自
ラ
家
長
権
ヲ
行
使
ス
ヘ
キ
地
位
ニ
立
テ
ル
幼
年
者
ノ
財
産
ヲ
管
理
ス
ヘ
キ
職
務
ア
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
後
見
人
ノ
如

ク
身
体
財
産
ヲ
保
護
監
督
シ
且
ツ
行
為
能
力
ヲ
補
充
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
（
明
治
三
十
一
年
控
第
二
一
六
号
、
同
三
十
二
年
十
一
月
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二
十
四
日
判
決
）

一　

托
孤
人
ハ
幼
者
ノ
為
ニ
訴
訟
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
（
明
治
三
十
五
年
控
第
二
〇
六
号
、
同
三
十
六
年
二
月
二
十
五
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
ケ
ル
後
見
即
チ
托
孤
ハ
幼
者
ノ
成
年
ニ
達
ス
ル
ト
共
ニ
自
然
ニ
消
滅
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
カ
故
ニ
幼
者
ノ
成
年
後
未
タ

卸
任
ノ
手
続
ヲ
為
サ
サ
ル
間
ニ
於
テ
法
律
行
為
ヲ
代
理
ス
ル
ハ
敢
テ
不
法
ニ
非
ス
（
明
治
三
十
六
年
控
第
二
三
七
号
、
同
年
十
二
月

二
十
四
日
判
決
）

一　

托
孤
人
ノ
選
定
ア
ル
以
上
ハ
仮
令
幼
者
ノ
実
母
タ
リ
ト
ス
ル
モ
親
権
ヲ
行
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
（
明
治
四
十
一
年
控
第
六
六
三

号
、
同
四
十
二
年
一
月
十
三
日
判
決
）

第
七
章
　
親
族
会

一　

本
島
ニ
於
テ
ハ
未
成
年
者
ノ
財
産
保
護
其
他
親
族
間
ノ
重
要
事
項
ニ
付
親
族
ノ
主
ナ
ル
者
カ
随
時
協
議
ス
ル
慣
習
ア
リ
（
大
正
七

年
上
民
第
七
三（
17 
）

号
）

一　

本
島
ニ
於
テ
ハ
未
成
年
者
ノ
財
産
保
護
其
ノ
他
親
族
会
ノ
事
項
ニ
付
親
族
ノ
重
ナ
ル
者
カ
随
時
協
議
ス
ル
慣
習
ア
リ
ト
雖
此
親
族

ノ
協
議
ニ
依
リ
テ
親
権
ヲ
喪
失
セ
シ
メ
又
ハ
之
ヲ
制
限
ス
ル
慣
習
又
ハ
条
理
ハ
存
在
セ
ス
（
大
正
十
年
上
民
第
七
三
号
、
同
年
九
月
一

日
判
決
）

一　

保
護
者
（
尊
長
又
ハ
親
族
）
カ
心
神
喪
失
者
ノ
財
産
ヲ
処
分
ス
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
特
ニ
民
法
所
定
ノ
如
ク
親
族
会
ノ
同
意
ヲ
要
ス
ル

カ
如
キ
確
定
ノ
制
度
ナ
カ
リ
シ
ト
雖
条
理
上
心
神
喪
失
者
ノ
族
親
ニ
於
テ
異
議
ナ
キ
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ハ
当
然
ナ
リ
（
大
正
十
三
年
上

民
第
一
五
七
号
、
同
十
四
年
二
月
二
十
日
判
決
）

一　

後
見
人
ノ
免
黜
及
選
任
ノ
如
キ
ハ
幼
者
ノ
為
極
メ
テ
重
要
ナ
ル
事
項
ナ
ル
ハ
幼
者
ノ
近
親
中
成
ル
ヘ
ク
重
ナ
ル
者
ヲ
網
羅
シ
慎
重
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審
議
事
ヲ
行
フ
コ
ト
正
当
ニ
シ
テ
且
必
要
ナ
リ
ト
ス
四
房
存
在
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
第
一
房
ノ
後
見
人
更
迭
決
議
ノ
親
族
会
組
織
ヲ
第

四
房
ノ
卑
属
親
ノ
ミ
ニ
制
限
シ
他
ノ
三
房
ノ
親
族
全
部
ヲ
除
外
シ
タ
ル
ハ
不
当
ナ
リ
（
大
正
六
年
控
第
三
三
二
号
、
同
年
十
二
月

二
十
五
日
判
決
）

一　

戸
主
ノ
死
亡
後
之
ヲ
継
承
ス
ヘ
キ
男
女
子
共
ニ
ナ
ク
寡
婦
ニ
於
テ
相
続
シ
家
長
ト
ナ
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
対
シ
離
籍
ス
ヘ
シ
ト
ノ
親
族

会
ノ
決
議
ハ
法
律
上
無
効
ナ
リ

　

右
ノ
場
合
ニ
亡
戸
主
ノ
過
房
子
選
定
ハ
家
長
権
ノ
行
使
ト
シ
テ
寡
婦
ノ
権
利
ニ
属
ス
ル
ヲ
以
テ
其
意
ニ
反
シ
過
房
子
ノ
選
定
ヲ
為

シ
タ
ル
親
族
会
ノ
決
議
モ
亦
無
効
ナ
リ
（
大
正
五
年
控
民
第
二
八
〇
号
、
同
年
九
月
九
日
判
決
）

第
八
章
　
扶
養
ノ
義
務

一　

子
カ
継
母
ヲ
扶
養
ス
ル
ハ
当
然
ノ
義
務
ナ
リ
ト
ス
（
明
治
四
十
年
控
第
四
六
九
号
、
同
年
十
月
十
九
日
判
決
）

一　

夫
婦
間
ニ
於
テ
ハ
夫
ハ
其
ノ
婦
ヲ
扶
養
ス
ヘ
キ
義
務
ア
リ
（
明
治
四
十
三
年
控
第
二
三
〇
号
、
同
年
六
月
二
十
五
日
判
決
）

一　

扶
養
料
ハ
月
額
若
ハ
事
情
ニ
因
リ
年
額
ヲ
定
メ
テ
将
来
定
期
ニ
支
払
フ
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
請
求
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ア
ル
カ
故
ニ
将
来
ノ
預
定

額
ヲ
一
時
ニ
支
払
フ
ヘ
キ
請
求
ハ
許
容
ス
ヘ
カ
ラ
ス
（
明
治
四
十
三
年
控
第
二
五
七
号
、
同
年
七
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

扶
養
料
ハ
扶
養
義
務
者
ノ
身
分
資
産
ヲ
参
酌
シ
テ
其
ノ
程
度
ヲ
確
定
ス
ヘ
キ
ハ
勿
論
ナ
ル
モ
又
扶
養
権
利
者
ノ
生
活
ニ
必
要
ナ
ル

範
囲
ヲ
超
加
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ハ
論
ヲ
俟
タ
ス
（
大
正
十
一
年
控
民
第
四
九
九
号
、
同
年
十
一
月
十
四
日
判
決
）

一　

数
人
ノ
子
ハ
実
子
タ
ル
ト
養
子
タ
ル
ト
ニ
論
ナ
ク
等
シ
ク
同
順
位
ニ
ア
リ
テ
母
ヲ
扶
養
ス
ヘ
キ
義
務
ヲ
負
フ
ヘ
シ
ト
雖
斯
ル
順
位

者
中
家
ニ
在
ル
者
ト
家
ニ
在
ラ
サ
ル
者
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
家
ニ
在
ル
者
先
ツ
其
ノ
扶
養
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
ヘ
キ
ハ
家
族
制
ノ
本
島
ニ

於
テ
当
然
ノ
事
理
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
従
ツ
テ
仮
令
養
母
ハ
親
子
ノ
愛
情
ニ
依
リ
其
ノ
家
ニ
在
ラ
サ
ル
実
子
ノ
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下
ニ
在
リ
テ
現
ニ
扶
養
ヲ
受
ケ
ツ
ツ
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
家
ニ
在
ル
養
子
ハ
家
ニ
在
ラ
サ
ル
実
子
ニ
先
チ
其
ノ
扶
養
ノ
義
務
ヲ
負
担

ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
養
母
ハ
家
ニ
在
ル
養
子
ニ
対
シ
将
来
ニ
於
ケ
ル
扶
養
義
務
ノ
履
行
ヲ
求
ム
ヘ
キ
権
利
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
断

ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
（
昭
和
三
年
上
控
第
四
一
号
、
同
年
六
月
十
二
日
判
決
）

第
二
編
　
相
続

第
一
章
　
戸
主
相
続

一　

戸
主
相
続
ナ
ル
モ
ノ
ハ
戸
口
簿
ノ
手
続
タ
ル
ニ
止
リ
財
産
相
続
ニ
関
シ
テ
何
等
ノ
効
果
ナ
シ
（
大
正
十
一
年
控
民
第
一
三
三
号
、
同

年
四
月
十
五
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
ニ
依
レ
ハ
最
モ
長
房
ノ
存
続
ヲ
希
望
シ
容
易
ニ
廃
絶
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
三
十
五
年
控
第
一
〇
八
号
、
同
年
十
一

月
七
日
判
決
）

一　

宗
祧
承
継
ニ
関
ス
ル
本
島
ノ
慣
習
ハ
特
ニ
一
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ク
一
ニ
父
母
ノ
随
意
ニ
任
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
外
ナ
シ

（
明
治
三
十
八
年
控
第
二
七
〇
号
、
同
年
十
一
月
二
日
判
決
）

一　

父
ノ
死
跡
ヲ
相
続
ス
ヘ
キ
養
子
ア
ル
ニ
拘
ラ
ス
養
子
ハ
其
戸
ヲ
離
レ
遺
産
ノ
一
部
ヲ
承
継
シ
養
母
亡
夫
ノ
戸
ニ
止
リ
残
余
ノ
遺
産

ヲ
承
継
シ
タ
ル
事
実
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
母
ヲ
以
テ
遺
産
ト
共
ニ
宗
祧
ヲ
承
継
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
相
当
ト
ス
（
明
治
三
十
九
年
控

第
二
八
一
号
、
同
四
十
年
四
月
二
十
六
日
判
決
）

一　

子
ノ
死
亡
カ
父
ノ
死
亡
ニ
先
ス
ル
モ
猶
ホ
之
ヲ
絶
房
セ
シ
メ
ス
後
日
過
房
子
若
ハ
螟
蛉
子
ニ
ヨ
リ
テ
承
継
セ
シ
ム
ル
ハ
本
島
ノ
慣

例
ナ
リ
（
明
治
四
十
年
控
第
二
四
号
、
同
年
五
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

父
ニ
先
立
チ
死
亡
セ
ル
子
ノ
直
系
卑
属
タ
ル
女
子
ハ
祖
父
ノ
死
亡
ニ
依
リ
亡
夫
ノ
兄
弟
ト
同
等
ノ
順
位
ニ
於
テ
遺
産
ノ
承
継
ヲ
為
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ス
コ
ト
ヲ
得
（
明
治
四
十
四
年
控
第
七
一
八
号
、
同
四
十
五
年
二
月
三
日
判
決
）

一　

本
島
相
続
ノ
順
位
ニ
関
ス
ル
慣
習
ハ
被
相
続
人
ノ
男
タ
ル
子
ヲ
第
一
位
ニ
置
キ
若
シ
其
相
続
開
始
前
ニ
死
亡
又
ハ
相
続
権
喪
失
ノ

事
ア
ル
モ
其
ノ
者
ニ
子
ア
ル
時
ハ
其
子
ヲ
シ
テ
相
続
セ
シ
ム
（
大
正
二
年
控
第
八
号
、
同
年
九
月
二
十
三
日
判
決
）

一　

推
定
相
続
人
カ
相
続
開
始
前
直
系
卑
属
ヲ
遺
シ
テ
死
亡
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
直
系
卑
属
ハ
先
代
ト
同
一
順
位
ヲ
以
テ
被
相
続

人
ノ
推
定
相
続
人
タ
ル
地
位
ヲ
承
襲
ス
ル
コ
ト
ハ
本
島
旧
慣
ノ
明
ニ
認
ム
ル
所
ナ
リ
（
昭
和
三
年
上
民
第
三
五
号
、
同
年
三
月
十
六
日

判
決
）

一　

本
島
ノ
慣
習
ニ
依
レ
ハ
相
続
人
タ
ル
長
男
死
亡
ス
ル
モ
其
ノ
妻
子
ハ
直
系
卑
属
タ
ル
女
子
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
親
族
協
議
ノ
上
相

続
人
ヲ
追
立
シ
之
ヲ
シ
テ
長
房
ヲ
承
継
シ
相
続
セ
シ
メ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
長
男
ノ
死
亡
ニ
因
リ
当
然
長
房
ノ
絶
滅
ヲ
招
来
ス
ル
コ

ト
ナ
シ
（
昭
和
九
年
上
民
再
抗
第
一
号
、
同
年
四
月
二
十
五
日
判
決
）

一　

招
夫
ト
ノ
間
ニ
生
シ
タ
ル
一
子
ハ
両
家
ヲ
双
祧
シ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
三
十
七
年
控
第
三
八
一
号
、
同
年
十
二
月
十
六
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
上
長
子
ハ
自
房
ヲ
去
リ
他
房
ノ
ミ
ヲ
継
承
セ
ス
ト
ハ
絶
対
ノ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
他
ニ
継
承
ス
ヘ
キ
男
子
ア
ル
場
合

長
子
ヲ
シ
テ
他
ニ
過
房
セ
シ
メ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
（
大
正
六
年
控
民
第
一
六
号
、
同
年
三
月
十
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
慣
習
ニ
依
レ
ハ
仮
令
或
者
カ
他
ニ
過
房
ス
ル
モ
其
ノ
目
的
祭
祀
ニ
ア
リ
テ
出
嗣
ニ
ア
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
所
謂
一
子
双
祧
ニ
シ

テ
本
房
遺
産
相
続
権
ヲ
失
フ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
（
大
正
九
年
控
民
第
五
七
八
号
、
同
年
十
月
十
八
日
判
決
）

一　

先
代
カ
戸
主
ナ
ル
ト
家
族
ナ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
自
己
以
外
ニ
其
相
続
人
タ
ル
ヘ
キ
者
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
出
テ
テ
他
房
ヲ
相
続
ス
ル
ニ

ハ
必
ス
一
子
双
祧
ノ
制
ニ
依
ル
ヘ
ク
右
ハ
祖
先
ノ
祭
祀
ヲ
主
ト
シ
近
親
ノ
血
縁
ヲ
重
ン
ス
ル
強
行
的
慣
習
ナ
リ
ト
ス
（
大
正
十
年
控

民
第
一
七
六
号
、
同
年
五
月
三
十
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
ニ
依
レ
ハ
独
子
双
祧
兼
承
ノ
制
度
ハ
招
夫
婚
ノ
場
合
ニ
於
テ
其
夫
婦
間
ニ
挙
ケ
タ
ル
子
一
人
ニ
止
ル
ト
キ
若
ハ
同
系
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親
族
両
家
ノ
中
一
家
ニ
ハ
子
一
人
ア
リ
他
ノ
一
家
ニ
子
ナ
キ
ト
キ
家
ノ
断
絶
ヲ
虞
リ
特
ニ
其
一
子
ヲ
シ
テ
両
家
ヲ
兼
承
セ
シ
ム
ル
場

合
ニ
行
ハ
レ
来
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
ノ
兼
承
者
後
日
二
子
以
上
ヲ
挙
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
中
一
人
ヲ
シ
テ
一
家
ヲ
承
継
セ
シ
メ
テ
爰

ニ
兼
承
ヲ
止
メ
一
宗
一
嗣
ノ
本
則
ニ
復
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
十
四
年
上
民
第
一
二
五
号
、
同
年
十
月
十
六
日
判
決
）

一　

婚
字
ト
共
ニ
立
タ
ル
一
子
双
祧
ノ
約
旨
ハ
後
日
離
縁
ニ
ヨ
リ
自
然
消
滅
ニ
帰
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
三
十
八
年
控
第
一
七
四
号
、

同
年
七
月
十
二
日
判
決
）

第
二
章
　
財
産
相
続

　
　

第
一
節　

財
産
相
続
ノ
観
念

一　

本
島
人
ノ
財
産
相
続
ニ
付
テ
ハ
家
産
相
続
ト
私
産
相
続
ノ
両
種
ア
リ
テ
家
産
相
続
ト
ハ
家
ト
不
可
離
ノ
関
係
ニ
在
ル
財
産
ヲ
謂
ヒ

戸
主
ノ
有
セ
シ
財
産
ハ
特
別
ノ
事
情
存
セ
サ
ル
限
リ
此
ノ
種
ノ
財
産
ニ
属
ス
私
産
ト
ハ
家
族
ノ
特
有
財
産
ニ
シ
テ
家
ト
全
ク
分
離
セ

ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ
従
テ
家
産
相
続
ハ
戸
主
ノ
死
亡
ニ
因
リ
テ
開
始
シ
私
産
相
続
ハ
家
族
ノ
死
亡
ニ
因
リ
テ
開
始
ス

　

戸
主
死
亡
シ
其
ノ
相
続
人
無
カ
リ
シ
場
合
ニ
於
テ
親
族
協
議
ノ
上
他
家
ニ
在
ル
者
ヲ
シ
テ
亡
戸
主
ノ
有
セ
シ
家
産
ヲ
相
続
セ
シ
メ

ン
ト
セ
ハ
同
時
ニ
戸
主
ヲ
相
続
セ
シ
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
（
昭
和
五
年
再
抗
第
四
号
、
同
年
十
二
月
二
十
三
日
判
決
）

一　

相
続
権
ハ
一
身
ニ
専
属
ス
ヘ
キ
権
利
ニ
シ
テ
他
人
カ
代
位
シ
テ
行
使
ス
ル
ヲ
得
ス
（
大
正
九
年
控
民
第
七
八
七
号
、
同
年
四
月
十
九

日
判
決
）

一　

被
相
続
人
ノ
遺
産
ハ
相
続
人
ニ
於
テ
承
継
取
得
シ
他
ヨ
リ
之
ヲ
左
右
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
（
明
治
四
十
五
年
控
第
三
九
六
号
、
大
正

元
年
八
月
十
日
判
決
）

一　

家
長
ハ
其
ノ
家
族
ヲ
統
理
シ
一
家
ヲ
代
表
ス
ル
モ
必
ス
シ
モ
前
家
長
ノ
財
産
ヲ
相
続
シ
家
祖
ノ
祭
祀
ヲ
主
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
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（
大
正
七
年
控
民
第
四
六
〇
号
、
同
九
年
八
月
二
十
日
判
決
）

一　

土
地
調
査
当
時
既
ニ
業
主
死
亡
シ
其
直
系
卑
属
ア
リ
テ
直
ニ
相
続
人
名
義
ニ
依
リ
申
告
シ
得
ヘ
キ
状
態
ニ
ア
リ
シ
ニ
拘
ラ
ス
依
然

死
者
名
義
ニ
テ
申
告
セ
シ
ハ
公
業
ヲ
設
定
セ
シ
モ
ノ
ナ
ラ
ン
ト
ノ
推
定
ハ
業
主
死
亡
ヲ
以
テ
相
続
開
始
ノ
原
因
ト
ナ
サ
ス
鬮
分
ヲ
以

テ
相
続
開
始
ト
ナ
セ
ル
本
島
人
ノ
観
念
ニ
合
セ
サ
ル
解
釈
ナ
ル
ヲ
以
テ
正
当
ニ
非
ス
（
大
正
三
年
控
第
一
二
号
、
同
年
五
月
五
日
判
決
）

一　

被
相
続
人
ノ
死
亡
ノ
際
其
直
系
卑
属
ア
ル
場
合
ニ
ハ
其
死
亡
ト
同
時
ニ
相
続
開
始
ス
（
大
正
八
年
控
民
第
四
七
六（
18 
）

号
）

一　

相
続
回
復
ノ
訴
ハ
相
続
開
始
ノ
時
ヨ
リ
相
当
ノ
期
間
ヲ
経
過
シ
タ
ル
後
ニ
於
テ
ハ
出
訴
ス
ル
ヲ
得
ス
ト
為
ス
ヲ
条
理
上
正
当
ナ
リ

ト
ス
（
大
正
十
二
年
上
民
第
四
五
号
、
同
年
八
月
二
日
判
決
）

一　

相
続
回
復
ノ
請
求
権
ハ
相
続
人
又
ハ
其
ノ
法
定
代
理
人
カ
相
続
権
侵
害
ノ
事
実
ヲ
知
リ
タ
ル
時
又
ハ
相
続
開
始
ノ
時
ヨ
リ
相
当
ノ

期
間
内
ニ
限
リ
之
ヲ
行
使
シ
得
ル
モ
ノ
ト
為
サ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

　

被
相
続
人
ノ
死
亡
ニ
因
リ
相
続
ノ
開
始
ア
リ
タ
ル
後
十
四
年
以
上
ヲ
経
過
シ
テ
相
続
回
復
ノ
訴
ヲ
提
起
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
自
己

又
ハ
其
ノ
法
定
代
理
人
カ
右
相
続
開
始
当
時
若
ハ
数
年
内
ニ
自
己
ノ
相
続
権
カ
侵
害
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
事
実
ア
ル
ニ
於

テ
ハ
右
訴
ハ
相
当
期
間
内
ニ
提
起
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
コ
ト
ヲ
得
ス
（
昭
和
六
年
上
民
第
三
五
一
号
、
同
七
年
三
月
三
十
日
判
決
）

一　

本
島
人
間
ニ
於
ケ
ル
相
続
権
回
復
ノ
請
求
権
ハ
相
続
人
又
ハ
其
ノ
法
定
代
理
人
カ
相
続
権
ヲ
侵
害
セ
ラ
レ
タ
ル
事
実
ヲ
知
リ
タ
ル

時
又
ハ
相
続
開
始
ノ
時
ヨ
リ
相
当
期
間
内
ニ
限
リ
之
ヲ
行
使
シ
得
ヘ
ク
其
ノ
期
間
ノ
経
過
ト
共
ニ
該
請
求
権
ヲ
失
フ
モ
ノ
ト
ス

　

右
期
間
ノ
進
行
中
ニ
被
回
復
者
カ
回
復
者
ノ
回
復
請
求
ニ
対
シ
侵
害
ノ
事
実
ヲ
承
認
シ
回
復
ニ
応
ス
ル
旨
ノ
意
思
ヲ
表
示
シ
タ
ル

ト
キ
ハ
該
期
間
ノ
進
行
ハ
中
断
セ
ラ
レ
又
該
期
間
ノ
満
了
後
被
回
復
者
ト
回
復
者
ト
ノ
間
ニ
叙
上
ノ
事
実
行
ハ
レ
タ
ル
ニ
於
テ
ハ
一

応
被
回
復
者
カ
期
間
満
了
ノ
事
実
ヲ
知
リ
乍
ラ
期
間
満
了
ノ
利
益
ヲ
抛
棄
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
ヲ
此
ノ
種
期
間
ノ
性
質
上
寔
ニ
相
当

ナ
リ
ト
謂
フ
ヘ
ク
叙
上
何
レ
ノ
場
合
ニ
在
ツ
テ
モ
爾
後
期
間
ハ
更
ニ
進
行
ヲ
開
始
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
昭
和
八
年
上
民
第
九
八
号
、
同
年
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十
一
月
八
日
判
決
）

　
　

第
二
節　

家
産
相
続
人

一　

実
子
カ
他
家
ノ
養
子
ト
ナ
ル
モ
尚
実
家
ノ
兄
弟
等
ト
共
ニ
親
父
ノ
遺
産
分
配
ヲ
受
ク
ル
ノ
慣
習
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
（
明
治
三
十
二
年

控
第
五
号
、
同
年
五
月
五
日
判
決
）

一　

旧
慣
上
ニ
於
テ
ハ
相
続
人
ハ
被
相
続
人
ノ
戸
内
ニ
在
留
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
（
明
治
三
十
九
年
控
第
二
八
一
号
、
同
四
十

年
四
月
二
十
六
日
判
決
）

一　

亡
業
主
ノ
養
女
カ
招
婿
婚
姻
シ
タ
ル
後
夫
ト
共
ニ
養
家
ト
分
離
シ
テ
一
家
ヲ
立
テ
タ
ル
以
上
ハ
法
律
上
当
然
亡
業
主
ノ
相
続
人
ト

ナ
リ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
（
大
正
五
年
控
第
七
号
、
同
年
十
一
月
四
日
判
決
）

一　

他
家
ノ
養
子
ト
為
リ
タ
ル
者
ハ
慣
習
上
其
実
家
ノ
財
産
ニ
付
相
続
権
ヲ
有
セ
ス
只
実
家
ニ
於
テ
財
産
鬮
分
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
他
家
ノ

養
子
ト
為
リ
タ
ル
者
ニ
対
シ
財
産
ノ
幾
部
ヲ
分
与
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
幷
ハ
鬮
分
者
間
協
議
ヲ
以
テ
贈
与
ヲ
為
ス
ニ
外
ナ
ラ
サ
レ
ハ
他

家
ノ
養
子
ト
為
リ
タ
ル
者
之
ヲ
受
諾
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
其
ノ
合
約
ニ
基
キ
履
行
ノ
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
モ
自
己
ニ
依
然
相
続

権
ア
リ
ト
シ
之
ニ
基
キ
其
ノ
分
与
ヲ
請
求
シ
得
ヘ
キ
筋
合
ノ
モ
ノ
ニ
非
ス
（
大
正
十
四
年
上
民
第
一
二
五
号
、
同
年
十
月
十
六
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
慣
習
ニ
依
レ
ハ
相
続
開
始
当
時
存
ス
ル
家
産
ハ
其
権
利
義
務
ヲ
併
セ
テ
被
相
続
人
ノ
家
族
タ
ル
直
系
卑
属
ノ
男
子
之
ヲ
承

継
シ
既
ニ
別
籍
異
財
分
家
等
ニ
因
リ
家
ヲ
出
タ
ル
者
ハ
仮
令
被
相
続
人
ノ
直
系
卑
属
タ
ル
男
子
ト
雖
相
続
権
ヲ
有
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

（
昭
和
四
年
上
民
第
一
九
号
、
同
年
四
月
十
九
日
判
決
）

一　

先
代
遺
下
ノ
業
ヲ
唯
一
ノ
親
女
カ
相
続
シ
且
ツ
戸
口
薄
ニ
戸
主
相
続
ノ
記
載
ア
リ
ト
ス
ル
モ
父
死
亡
当
時
懐
胎
セ
ル
男
子
出
生
シ

タ
ル
場
合
ハ
当
然
先
代
ノ
相
続
人
ト
ナ
ル
カ
故
ニ
単
ニ
戸
口
薄
ノ
記
載
ノ
ミ
ヲ
以
テ
相
続
権
確
定
ノ
効
果
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
ヲ

得
ス
（
明
治
四
十
五
年
控
第
一
七
一
号
、
同
年
四
月
十
七
日
判
決
）
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一　

案
ス
ル
ニ
本
島
ノ
旧
慣
ニ
依
レ
ハ
被
相
続
人
ハ
贈
与
タ
ル
ト
遺
贈
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
自
由
ニ
所
有
財
産
ノ
処
分
ヲ
為
シ
得
ヘ
ク
相

続
人
ニ
於
テ
之
ヲ
妨
ク
ル
ノ
権
利
ナ
カ
リ
シ
カ
如
ク
ナ
ル
モ
又
他
面
ニ
於
テ
相
続
人
中
廃
除
セ
ラ
レ
タ
ル
者
又
ハ
特
殊
ノ
事
由
ニ
依

ル
相
続
欠
格
者
ヲ
除
ク
其
ノ
余
ノ
者
ハ
被
相
続
人
ノ
有
ス
ル
一
切
ノ
財
産
ニ
付
法
定
ノ
推
定
相
続
人
タ
ル
地
位
ニ
在
リ
而
シ
テ
被
相

続
人
死
亡
ス
ル
ト
キ
ハ
相
続
人
一
人
ナ
レ
ハ
其
ノ
一
人
ニ
於
テ
若
相
続
人
数
人
ア
レ
ハ
其
ノ
数
人
ニ
於
テ
何
レ
モ
当
然
ニ
被
相
続
人

ノ
財
産
ヲ
承
継
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
故
ナ
ク
之
カ
相
続
ヨ
リ
除
外
セ
ラ
レ
サ
ル
慣
習
ノ
行
ハ
レ
来
リ
シ
コ
ト
モ
亦
否
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ト

コ
ロ
ナ
リ
（
昭
和
四
年
上
民
第
五
九
号
、
同
年
十
月
十
九
日
判
決
）

一　

過
房
子
カ
其
生
家
ヲ
相
続
シ
タ
ル
為
メ
直
ニ
養
家
ノ
相
続
権
ヲ
当
然
喪
失
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヲ
得
ス
（
大
正
二
年
控
第
一
七
四

号
、
同
年
五
月
五
日
判
決
）

一　

旧
慣
ニ
依
レ
ハ
実
子
タ
ル
ト
螟
蛉
子
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
均
シ
ク
父
ノ
遺
産
ヲ
継
承
ス
（
大
正
六
年
控
第
四
三
〇
号
、
同
年
十
一
月

二
十
二
日
判
決
）

一　

養
親
ト
為
ル
ヘ
キ
者
カ
其
ノ
孫
位
ニ
当
ル
者
ヲ
養
フ
ト
キ
ハ
之
ヲ
養
孫
ト
呼
フ
ヘ
ク
養
子
ト
称
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ハ
明
ナ
リ
ト
雖
而

カ
モ
本
島
従
来
ノ
慣
例
ニ
依
レ
ハ
右
養
孫
ハ
養
子
ト
同
シ
ク
養
親
ノ
相
続
人
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
十
年
上
民
第
三
二
号
、
同
年
六
月

三
十
日
判
決
）

一　

孫
位
ニ
ア
ル
モ
ノ
ヲ
養
子
ト
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
厳
正
ノ
意
義
ニ
於
ケ
ル
養
子
ト
称
ス
ヘ
カ
ラ
ス
シ
テ
之
ヲ
養
孫
ト
云
フ
ヘ
キ
モ
ノ

ナ
レ
ト
モ
其
ノ
相
続
順
位
ニ
関
シ
テ
ハ
養
子
ト
同
列
ノ
地
位
ニ
在
ル
コ
ト
本
島
ニ
於
ケ
ル
慣
習
ナ
リ
（
大
正
十
一
年
上
民
第
一
〇
七

号
、
同
十
二
年
一
月
十
八
日
判
決
）

一　

女
子
ニ
シ
テ
承
継
者
ト
ナ
リ
居
ル
者
尠
カ
ラ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
旧
慣
ニ
於
テ
モ
男
嗣
子
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
女
子
ノ
承
継
ヲ
絶
対

ニ
禁
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
三
十
九
年
控
第
二
七
二
号
、
同
年
八
月
十
一
日
判
決
）

本島人ノ親族及相続慣習ニ関スル判例集〔後藤　武秀〕

302



一　

先
代
死
亡
後
近
親
中
之
カ
相
続
ヲ
為
ス
ヘ
キ
男
子
ナ
キ
場
合
ニ
親
族
縁
故
者
カ
其
決
議
ヲ
以
テ
近
親
中
ノ
女
子
ヲ
相
続
人
ニ
選
定

シ
タ
ル
ハ
不
当
ニ
非
ス
（
明
治
四
十
二
年
控
第
三
九
一
号
、
同
年
十
二
月
二
十
日
判
決
）

一　

女
子
カ
亡
父
ノ
遺
産
ヲ
相
続
ス
ル
ニ
ハ
他
ニ
之
ヲ
相
続
ス
ヘ
キ
男
子
ナ
キ
場
合
ニ
限
ル
（
大
正
六
年
第
一
五
四
号
、
同
年
三
月
十
日

判
決
）

一　

本
島
ノ
慣
習
ニ
於
テ
女
子
ハ
親
族
ノ
協
議
ニ
依
リ
特
ニ
相
続
人
ニ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ノ
外
当
然
死
者
ノ
相
続
人
ト
ナ
ル
ヘ
キ
モ

ノ
ニ
非
ス
（
大
正
十
一
年
控
第
一
一
〇
七
号
、
同
十
二
年
二
月
十
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
ニ
顧
ル
ニ
原
則
ト
シ
テ
女
子
ニ
相
続
権
ヲ
認
メ
ス
唯
死
者
ニ
相
続
人
タ
ル
男
子
ナ
キ
場
合
ニ
ハ
後
日
相
続
人
ヲ
協
定

ス
ル
目
的
ノ
下
ニ
一
時
子
タ
ル
女
子
ニ
相
続
セ
シ
メ
又
ハ
被
相
続
人
ノ
存
命
中
子
タ
ル
女
子
ノ
外
男
子
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
女
子
ニ
招

夫
ヲ
迎
ヘ
其
ノ
両
人
間
ニ
生
レ
タ
ル
男
子
ヲ
シ
テ
自
家
ヲ
相
続
セ
シ
メ
来
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
（
大
正
十
一
年
控
民
第
一
〇
五
〇
号
、
同

十
二
年
三
月
二
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
ニ
於
テ
ハ
被
相
続
人
カ
直
系
卑
属
タ
ル
相
続
人
ナ
ク
シ
テ
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
親
族
協
議
ノ
上
相
続
人
ヲ
追
立
シ
之

ヲ
シ
テ
遺
産
ヲ
相
続
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
モ
被
相
続
人
ノ
尊
属
親
ニ
於
テ
当
然
相
続
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
而
シ
テ
其
ノ
尊
属
親
カ
遺
産

ヲ
管
理
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
是
畢
竟
相
続
人
ノ
追
立
ア
ル
迄
尊
長
権
者
ト
シ
テ
遺
産
ニ
対
ス
ル
保
存
行
為
ヲ
為
ス
ニ
過
キ
サ
ル
モ
ノ
ト

ス
（
昭
和
三
年
上
民
第
三
〇
号
、
同
年
四
月
五
日
判
決
）

一　

承
継
人
曠
欠
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
過
房
其
他
ノ
方
法
ニ
依
リ
承
継
人
ヲ
定
メ
該
財
産
ヲ
承
継
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
当
然
死
者

ノ
財
産
カ
傍
系
親
ニ
於
テ
承
継
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
（
明
治
三
十
七
年
控
民
第
三
三
〇
号
、
同
年
十
一
月
二
日
判
決
）

一　

直
系
相
続
人
存
セ
サ
ル
場
合
ニ
ハ
其
傍
系
ニ
当
ル
子
孫
ニ
於
テ
遺
産
ノ
相
続
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ハ
旧
慣
ト
シ
テ
認
メ
ラ
ル
所
ナ
リ
（
大

正
二
年
控
第
五
八
五
号
、
同
年
十
二
月
十
日
判
決
）
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一　

業
主
死
亡
シ
相
続
人
ア
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
養
男
子
ノ
相
続
人
ア
ル
ニ
至
ル
マ
テ
ハ
其
寡
婦
ハ
尊
属
親
ノ
同
意
ヲ
得
テ
一
時
遺
産
ヲ
承

継
シ
得
ヘ
ク
又
寡
婦
ニ
於
テ
承
継
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
尊
属
親
ニ
於
テ
承
継
シ
之
ヲ
養
男
子
相
続
人
ニ
相
続
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
、

而
シ
テ
其
相
続
人
ノ
過
房
子
螟
蛉
子
タ
ル
ヲ
問
ハ
ス
養
子
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
テ
ハ
必
ス
尊
属
ノ
同
意
ヲ
得
テ
寡
婦
一
人
ノ
意
思
ノ
ミ
ヲ

以
テ
其
選
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
（
明
治
四
十
三
年
控
第
六
二
九
号
、
同
四
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日
判
決
）

一　

妻
カ
亡
夫
ノ
遺
業
ヲ
相
続
シ
タ
ル
場
合
ニ
夫
家
ノ
姓
ヲ
冠
ス
ル
ト
否
ト
ハ
相
続
自
体
ニ
於
テ
何
等
ノ
関
係
ナ
シ
（
明
治
四
十
五
年

控
第
四
八
号
、
同
年
四
月
十
三
日
判
決
）

一　

戸
主
ノ
死
亡
後
之
ヲ
継
承
ス
ヘ
キ
男
女
子
共
ニ
ナ
ク
寡
婦
ニ
於
テ
相
続
シ
家
長
ト
ナ
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
対
シ
離
籍
ス
ヘ
シ
ト
ノ
親
族

会
ノ
決
議
ハ
法
律
上
無
効
ナ
リ

　

右
ノ
場
合
ニ
亡
戸
主
ノ
過
房
子
選
定
ハ
家
長
権
ノ
行
使
ト
シ
テ
寡
婦
ノ
権
利
ニ
属
ス
ル
ヲ
以
テ
其
意
ニ
反
シ
過
房
子
ノ
選
定
ヲ
為

シ
タ
ル
親
族
会
ノ
決
議
モ
亦
無
効
ナ
リ
（
大
正
五
年
控
第
二
八
〇
号
、
同
年
九
月
九
日
判
決
）

一　

直
系
卑
属
ナ
キ
亡
夫
ノ
遺
妻
カ
其
ノ
権
利
義
務
ヲ
相
続
ス
ル
ニ
ハ
親
権
ノ
同
意
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ハ
本
島
ニ
行
ハ
ル
ル
慣
習
ナ
リ

（
大
正
十
一
年
控
民
第
七
三
五
号
、
同
年
四
月
十
五
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
慣
習
ニ
於
テ
夫
死
シ
テ
実
子
又
ハ
過
継
子
ナ
キ
ト
キ
ハ
妻
ニ
夫
ノ
家
産
ノ
承
継
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
モ
妻
カ
当
然
承
継
人
ト

ナ
ル
ニ
非
ス
シ
テ
妻
カ
孀
守
ヲ
能
ク
ス
ヘ
キ
見
込
ア
ル
場
合
親
族
協
議
ノ
上
過
継
子
ヲ
選
定
ス
ル
迄
ノ
間
暫
ク
之
ヲ
シ
テ
亡
夫
遺
下

ノ
家
産
ヲ
承
継
セ
シ
ム
ル
ニ
過
キ
ス
（
大
正
十
年
控
民
第
五
八
四
号
、
同
十
一
年
四
月
二
十
八
日
判
決
）

一　

旧
慣
ニ
拠
レ
ハ
寡
婦
ハ
亡
夫
ノ
遺
産
ヲ
当
然
ニ
相
続
ス
ル
権
利
ナ
ク
唯
亡
夫
ニ
直
系
卑
属
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
族
親
ノ
同
意
ア
ル
ト

キ
ニ
限
リ
相
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
十
三
年
上
民
第
一
一
号
、
同
年
二
月
二
十
一
日
判
決
）

一　

招
夫
契
約
ニ
於
テ
将
来
招
家
ニ
帰
属
ス
ル
子
ア
ル
ト
キ
ハ
其
子
ニ
対
シ
遺
産
ヲ
均
分
取
得
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
約
定
シ
タ
ル
場
合
ハ

本島人ノ親族及相続慣習ニ関スル判例集〔後藤　武秀〕

304



其
子
ハ
先
代
ノ
遺
産
ニ
対
シ
相
続
権
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
（
大
正
二
年
控
第
四
二
二
号
、
同
年
八
月
十
六
日
判
決
）

一　

家
女
ト
招
夫
ト
ノ
間
ニ
生
レ
タ
ル
子
ハ
一
応
招
家
ノ
相
続
者
ト
看
做
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
六
年
控
第
六
〇
六
号
、
同
年
七
月

十
一
日
判
決
）

一　

招
夫
婚
姻
ノ
際
予
メ
其
ノ
出
生
男
ヲ
招
家
ノ
継
嗣
ト
為
ス
ヘ
キ
旨
ノ
特
約
存
ス
ル
カ
若
ハ
出
生
後
其
子
カ
招
家
ノ
継
嗣
ト
為
リ
タ

ル
場
合
ニ
於
テ
ノ
ミ
招
家
ノ
財
産
ヲ
相
続
シ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
十
年
上
民
第
三
八
号
、
同
年
五
月
十
九
日
判
決
）

一　

家
女
ト
招
婿
ノ
間
ニ
出
生
シ
タ
ル
子
ハ
先
ツ
其
ノ
長
男
ヲ
シ
テ
招
家
ヲ
継
カ
シ
ム
ル
慣
習
ノ
存
在
セ
サ
ル
コ
ト
ハ
顕
著
ナ
ル
事
実

ナ
リ
（
大
正
九
年
控
民
第
五
〇
四
号
、
同
年
九
月
二
十
四
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
婦
家
ノ
財
産
祭
祀
等
ニ
関
シ
テ
ハ
何
等
ノ
権
利
ヲ
行
使
ス
ル
ヲ
得
ス
（
明
治
三
十
四
年
控
第
二
九
九
号
、
同
三
十
五
年
六
月

六
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
其
ノ
入
家
シ
タ
ル
家
ノ
財
産
ニ
対
シ
テ
ハ
何
等
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
（
明
治
三
十
六
年
控
第
三
二
号
、
同

三
十
七
年
一
月
二
十
六
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
招
家
ニ
ア
リ
テ
ハ
相
続
権
ヲ
得
ル
能
ハ
サ
ル
ト
同
時
ニ
亦
生
家
ノ
宗
族
タ
ル
身
分
ヲ
失
ハ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
三

年
控
第
六
八
号
、
同
年
六
月
十
一
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
招
家
ニ
ア
リ
テ
ハ
相
続
権
ヲ
得
ル
能
ハ
サ
ル
ト
同
時
ニ
其
実
家
ノ
相
続
権
ヲ
喪
失
セ
ス
（
明
治
四
十
三
年
控
第
四
七
〇
号
、

同
年
十
一
月
五
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
旧
慣
上
招
家
ノ
財
産
ヲ
承
継
ス
ヘ
キ
権
利
ナ
シ

　

招
夫
ハ
旧
慣
上
招
家
ノ
相
続
関
係
ニ
付
テ
ハ
利
害
関
係
ヲ
有
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
招
夫
カ
招
家
ノ
相
続
ニ
関
ス
ル
親
族
協
議
ニ
干

与
セ
サ
レ
ハ
ト
テ
直
ニ
該
協
議
ヲ
以
テ
不
当
ノ
モ
ノ
ナ
リ
ト
云
フ
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
五
年
控
第
三
九
六
号
、
大
正
元
年
八
月
十
日
判
決
）
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一　

招
夫
婚
姻
後
招
夫
ノ
実
家
ノ
尊
属
親
死
亡
シ
他
ニ
相
続
人
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
招
夫
カ
実
家
ノ
相
続
ヲ
為
ス
ハ
相
当
ナ
リ
（
大
正
二

年
控
第
一
二
一
号
、
同
年
四
月
九
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
其
ノ
入
戸
セ
ル
家
ノ
財
産
ニ
付
何
等
ノ
権
利
ヲ
獲
得
セ
サ
ル
ト
同
時
ニ
於
ケ
ル
財
産
上
ノ
地
位
ヲ
失
フ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス

（
大
正
八
年
控
民
第
一
三
六
号
、
同
九
年
十
二
月
二
十
三
日
判
決
）

一　

招
夫
ハ
婚
姻
ニ
因
リ
招
家
ニ
入
ル
ト
雖
招
家
ノ
宗
族
タ
ル
身
分
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
招
家
ノ
財
産
ヲ
相
続
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス
ル

コ
ト
ナ
シ
招
夫
ト
媳
婦
仔
ト
ノ
間
ニ
生
レ
タ
ル
子
亦
然
リ
（
大
正
十
年
上
民
第
三
八
号
、
同
年
五
月
十
九
日
判
決
）

一　

相
続
権
ア
ル
者
カ
他
家
ノ
招
婿
ト
ナ
ル
モ
旧
慣
上
其
ノ
相
続
権
ヲ
喪
失
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
（
大
正
十
一
年
控
民
第
一
三
三
号
、
同
年

四
月
十
五
日
判
決
）

一　

媳
婦
仔
ト
シ
テ
他
家
ニ
入
リ
タ
ル
者
ハ
其
以
後
実
家
ノ
財
産
ニ
対
シ
相
続
権
ヲ
有
セ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
（
大
正
七
年
控

第
一
三
五
号
、
同
年
十
月
十
一
日
判
決
）

一　

被
相
続
人
ハ
其
ノ
生
前
ニ
於
テ
相
続
人
ヲ
廃
除
シ
得
ヘ
キ
権
限
ナ
シ
若
シ
相
続
人
ニ
シ
テ
被
相
続
人
ニ
対
ス
ル
不
法
行
為
其
ノ
他

ノ
事
由
ア
リ
テ
被
相
続
人
之
ヲ
廃
除
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
法
院
ニ
訴
求
シ
其
判
決
ニ
俟
タ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
（
大
正
二
年
控
第
八
号
、
同
年
九

月
二
十
三
日
判
決
）

一　

被
相
続
人
ハ
其
家
ニ
相
続
人
タ
ル
者
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
遺
言
ヲ
以
テ
相
続
人
ヲ
指
定
ス
ル
ヲ
得
ヘ
ク
被
指
定
者
ハ
被
相
続
人
ト

同
姓
ノ
者
タ
ル
ト
将
異
姓
ノ
者
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
其
指
定
ヲ
承
認
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ト
同
時
ニ
被
相
続
人
ノ
家
ニ
入
リ
其
ノ
姓
ヲ
冒

ス
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

　

異
姓
者
カ
指
定
ニ
因
リ
相
続
人
ト
為
リ
タ
ル
ヲ
理
由
ト
シ
相
続
ニ
因
ル
所
有
権
移
転
登
記
ヲ
申
請
ス
ル
ニ
ハ
先
ツ
被
相
続
人
ノ
姓

ヲ
冠
シ
タ
ル
姓
名
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
シ
依
然
異
姓
ヲ
称
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
サ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
（
昭
和
二
年
上
民
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第
七（
19 
）

号
）

一　

相
続
人
選
定
ニ
関
シ
親
族
全
体
カ
決
議
シ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
将
来
被
承
継
人
タ
ル
ヘ
キ
戸
主
ノ
干
与
ナ
キ
以
上
適
法
ノ
決
議
ト
認
ム

ル
ヲ
得
ス
（
明
治
四
十
五
年
控
民
第
一
二
六
号
、
同
年
四
月
七
日
判
決
）

一　

相
続
人
ノ
選
定
ニ
付
テ
ハ
重
ナ
ル
親
族
ノ
協
議
ヲ
要
ス
（
大
正
九
年
控
民
第
七
三
六
号
、
同
十
年
七
月
十
八
日
判
決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
ニ
於
テ
ハ
家
産
ヲ
相
続
ス
ヘ
キ
直
系
卑
属
ナ
キ
ト
キ
ハ
被
相
続
人
ノ
親
族
協
議
ノ
上
相
続
人
ヲ
選
定
シ
又
ハ
遺
産
管

理
ノ
方
法
ヲ
講
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
被
相
続
人
ノ
配
偶
者
又
ハ
尊
属
親
カ
当
然
之
ヲ
相
続
ス
ヘ
キ
旧
慣
存
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
（
大
正
十

年
控
民
第
五
〇
三
号
、
同
年
十
月
二
十
五
日
判
決
）

　
　

第
三
節　

私
産
相
続
人

一　

母
ノ
財
産
及
債
務
ハ
特
別
ノ
事
情
ナ
キ
限
リ
先
ツ
其
直
系
卑
属
ニ
於
テ
之
ヲ
承
継
ス
ヘ
キ
ハ
当
然
ナ
リ
（
大
正
二
年
控
民
第

一
一
六
号
、
同
年
四
月
五
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
妻
妾
ノ
特
有
財
産
ハ
其
死
後
直
系
卑
属
ニ
於
テ
相
続
ス
ル
ヲ
一
般
ノ
慣
習
ト
ス
レ
ト
モ
直
系
卑
属
カ
他
家
ニ
入
ル
ニ

因
リ
テ
其
相
続
権
ヲ
喪
失
ス
ヘ
キ
確
固
タ
ル
慣
習
ノ
観
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ク
台
南
地
方
ニ
於
テ
特
ニ
斯
ル
慣
習
カ
存
ス
ル
コ
ト
ハ
肯
認

シ
難
シ
妻
妾
ノ
特
有
財
産
ハ
家
産
ト
異
リ
家
ニ
関
渉
ス
ル
所
ナ
キ
ヲ
以
テ
既
ニ
直
系
卑
属
ニ
於
テ
相
続
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ナ
ス
以
上
ハ

妻
妾
ト
家
ヲ
同
ウ
ス
ル
ヤ
否
ハ
其
相
続
権
ニ
毫
モ
影
響
ヲ
及
ホ
サ
サ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ハ
条
理
上
当
然
ナ
リ
ト
ス
（
大
正
十
年
上
民

第
六
一
、
六
二
号
、
同
年
九
月
十
五
日
判
決
）

一　

凡
ソ
遺
産
ノ
相
続
ハ
其
直
系
卑
属
ニ
於
テ
ス
ル
ヲ
原
則
ト
シ
直
系
卑
属
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
始
メ
テ
他
ニ
及
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
其

直
系
卑
属
カ
被
相
続
人
ノ
死
亡
当
時
其
家
ニ
在
ル
ト
否
ト
ニ
拘
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ハ
本
島
ノ
旧
慣
ナ
リ
（
大
正
十
年
控
民
第

二
六
三
号
、
同
年
五
月
十
七
日
判
決
）

東洋法学　第59巻第 3号（2016年 3 月）

307



一　

私
産
ニ
付
相
続
ノ
開
始
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
承
継
ス
ヘ
キ
直
系
卑
属
又
ハ
兄
弟
等
ノ
存
セ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
直
系
卑
属
ニ
於
テ

〔　

〕
ヲ
承
継
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
（
大
正
十
一
年
控
民
第
三
一
一
号
、
同
年
六
月
二
十
八
日
判（
20 
）

決
）

一　

家
族
タ
ル
招
婿
ノ
直
系
卑
属
ニ
シ
テ
同
一
戸
内
ニ
在
ル
男
子
ハ
招
家
ヲ
過
継
シ
タ
ル
ト
キ
ト
雖
招
婿
死
亡
シ
他
ニ
之
ヲ
承
継
ス
ヘ

キ
直
系
卑
属
ナ
キ
ト
キ
ハ
姓
ノ
異
同
ニ
拘
ラ
ス
其
ノ
私
産
タ
ル
遺
産
ヲ
相
続
シ
得
ヘ
キ
コ
ト
ハ
本
島
ノ
慣
習
ト
ス
ル
所
ナ
リ
（
昭
和

五
年
上
民
第
二
一
号
、
同
年
四
月
十
二
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
ケ
ル
家
族
ノ
死
亡
ニ
因
ル
遺
産
（
私
産
）
ニ
付
之
ヲ
相
続
ス
ヘ
キ
直
系
卑
属
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
配
偶
者
、
直
系
卑
属

及
戸
主
ノ
順
位
ニ
拵
リ
相
続
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
ノ
順
位
ニ
相
当
ス
ル
モ
ノ
ハ
女
子
ト
雖
親
族
ノ
協
議
ヲ
経
ル
ヲ
要
セ
ス
当
然
相

続
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
昭
和
七
年
上
民
第
一
六
八
号
、
同
八
年
三
月
〔　

〕
日
判（
21 
）

決
）

一　

家
族
ノ
特
有
財
産
ハ
遺
言
又
ハ
生
前
行
為
ニ
依
リ
テ
特
別
ノ
処
分
ヲ
為
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
実
子
ニ
於
テ
均
分
相
続
ス
ヘ
キ
モ
ノ

ニ
シ
テ
其
ノ
子
カ
出
継
子
ナ
リ
ヤ
否
ヤ
ニ
依
リ
区
別
ス
ル
所
ナ
シ
（
大
正
六
年
控
民
第
五
四
三
号
、
同
八
年
十
二
月
十
日
判
決
）

　
　

第
四
節　

相
続
人
ノ
追
立

一　

本
島
ニ
於
テ
ハ
人
ノ
死
後
ニ
於
テ
其
人
ノ
生
存
中
ニ
於
ケ
ル
ト
同
一
思
想
ヲ
以
テ
養
子
ヲ
貰
ヒ
受
ク
ル
コ
ト
ハ
実
際
往
々
見
ル
所

ニ
シ
テ
斯
カ
ル
場
合
ハ
其
故
人
ノ
祭
祀
ヲ
掌
リ
又
ハ
財
産
ヲ
承
継
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
明
治
四
十
二
年
控
第

五
六
二
号
、
同
年
二
月
八
日
判
決
）

一　

親
族
中
過
房
子
ト
為
ス
ヘ
キ
男
子
ア
ラ
サ
ル
時
ハ
女
子
ヲ
過
房
子
ト
シ
之
ニ
相
続
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
（
明
治
四
十
三
年
控
第

一
三
九
号
、
同
年
四
月
二
十
九
日
判
決
）

一　

寡
婦
ハ
女
子
ノ
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
措
キ
螟
蛉
子
ト
シ
テ
男
子
ヲ
養
ヒ
亡
夫
ノ
相
続
人
ニ
追
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　

追
立
セ
ラ
レ
タ
ル
男
子
ハ
鬮
分
若
ハ
相
続
人
間
ノ
協
定
ニ
因
リ
相
続
分
ノ
特
定
セ
サ
ル
場
合
親
女
ヲ
排
シ
テ
単
独
ニ
遺
産
ニ
付
相
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（
1
）　

異
性
、
本
性
及
び
性
は
、
と
も
に
姓
の
誤
記
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
2
）　

判
決
日
の
記
載
な
し
。

（
3
）　

尊
重
は
尊
長
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

（
4
）　

判
決
日
の
記
載
な
し
。

続
人
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
（
明
治
四
十
四
年
控
民
第
七
一
八
号
、
同
四
十
五
年
四
月
三
日
判
決
）

一　

親
女
ア
ル
場
合
ニ
房
ノ
承
継
者
ト
シ
テ
過
房
子
ヲ
迎
ヘ
タ
ル
ト
キ
ハ
該
女
子
ノ
過
房
子
ト
セ
ス
シ
テ
直
ニ
死
者
ノ
直
系
相
続
人
ト

ナ
ル
ヘ
キ
コ
ト
ハ
旧
慣
上
認
ム
ル
所
ナ
リ
（
大
正
元
年
控
第
二
七
三
号
、
同
二
年
八
月
二
十
七
日
判
決
）

一　

本
島
ニ
於
テ
ハ
被
相
続
人
死
亡
後
其
ノ
過
房
子
ト
シ
テ
相
続
人
ヲ
追
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
慣
習
ア
リ
（
大
正
二
年
控
第
八
〇
四

号
、
同
三
年
一
月
二
十
二
日
判
決
）

一　

子
カ
父
ニ
先
チ
死
亡
セ
ル
場
合
ニ
ハ
父
、
父
死
亡
後
ハ
親
族
ニ
於
テ
死
亡
セ
ル
子
ノ
為
ニ
過
房
子
又
ハ
螟
蛉
子
ヲ
為
シ
之
ヲ
相
続

セ
シ
ム
ル
ハ
普
通
ノ
例
ナ
リ
ト
雖
而
モ
父
又
ハ
親
族
ニ
於
テ
相
続
人
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ナ
ク
遂
ニ
絶
房
ニ
帰
セ
シ
ム
ル
場
合
無
キ
ニ
非

ス
（
大
正
十
年
上
民
第
一
六
、一
七
号
、
同
年
二
月
十
七
日
判
決
）

一　

夫
ノ
死
後
他
ニ
相
続
人
無
キ
場
合
ニ
於
テ
モ
寡
婦
ハ
自
ラ
相
続
セ
ス
シ
テ
亡
夫
ノ
過
房
子
又
ハ
螟
蛉
子
ヲ
追
立
シ
之
ヲ
相
続
セ
シ

ム
ル
ヲ
得
（
同
上
判
決
）

一　

出
房
セ
ル
者
カ
実
戸
ノ
父
祖
ノ
墓
碑
ニ
其
ノ
名
ヲ
刻
ス
ル
ニ
ハ
出
嗣
男
某
ト
ス
ル
ヲ
普
通
ノ
例
ト
シ
単
嗣
男
ト
ア
ル
ハ
出
房
ニ
非

ス
シ
テ
他
ヨ
リ
入
戸
セ
ル
モ
ノ
タ
ル
ナ
リ
（
同
上
判
決
）

一　

本
島
ノ
旧
慣
ニ
テ
ハ
男
子
ノ
相
続
ヲ
主
ト
シ
寡
婦
ハ
女
子
ア
ル
場
合
ト
雖
親
族
協
議
ノ
上
螟
蛉
子
ト
シ
テ
男
子
ヲ
養
ヒ
又
ハ
招
夫

ヲ
迎
ヘ
其
間
ニ
生
シ
タ
ル
男
子
ヲ
亡
夫
ノ
相
続
人
ト
シ
テ
追
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ケ
ス
（
大
正
十
一
年
控
民
第
一
五（
22 
）六（23 
）

号
）
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（
5
）　

判
決
日
の
記
載
な
し
。

（
6
）　

判
決
日
の
記
載
な
し
。

（
7
）　

大
正
七
年
の
控
訴
で
あ
れ
ば
、
大
正
六
年
と
す
る
判
決
日
は
整
合
性
を
欠
く
の
で
、
控
訴
日
か
判
決
日
の
い
ず
れ
か
が
誤
記
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

判
決
文
は
そ
の
二
つ
前
の
判
決
と
同
様
で
あ
る
。

（
8
）　

判
決
日
の
記
載
な
し
。

（
9
）　

異
性
は
、
異
姓
の
誤
記
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
10
）　

例
令
は
、
仮
令
の
誤
記
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
11
）　

末
丁
は
、
未
丁
の
誤
記
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
12
）　

判
決
日
の
記
載
な
し
。

（
13
）　

尊
重
は
、
尊
長
の
誤
記
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
14
）　

判
決
日
は
月
日
と
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
15
）　
（　

）
内
に
控
、
民
な
ど
の
記
載
な
し
。

（
16
）　

判
決
日
の
記
載
な
し
。

（
17
）　

判
決
日
の
記
載
な
し
。

（
18
）　

判
決
日
の
記
載
な
し
。

（
19
）　

判
決
日
の
記
載
な
し
。

（
20
）　
〔　

〕
内
、
四
文
字
判
読
で
き
ず
。

（
21
）　
〔　

〕
内
、
一
文
字
判
読
で
き
ず
。

（
22
）　
（　

）
内
、
判
決
日
判
読
で
き
ず
。

（
23
）　

第
五
節
「
財
産
相
続
ノ
効
果
」
以
下
に
原
資
料
で
は
八
頁
が
費
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
逸
失
し
て
い
る
。

―
ご
と
う　

た
け
ひ
で
・
法
学
部
教
授
―
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